
事 務 連 絡 

令和２年 12月 10日 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

中 核 市 

 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する 

省令（仮称）案の案文案（現時点版）の送付について 

 

 

介護保険制度の円滑な推進については、種々ご尽力いただき厚くお礼申し上げます。 

令和３年度介護報酬改定については、現在、社会保障審議会介護給付費分科会（以

下「分科会」という。）においてご議論いただいているところですが、12 月９日に行

われた分科会におきまして、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等の一部を改正する省令案（以下「居宅基準等の改正」という。）について、パ

ブリックコメントによる意見募集を開始することをご了承いただいたことから、１月

８日を期限として意見募集を実施しているところです。 

今般、地方公共団体におかれましては、居宅基準等の改正に伴い、条例改正を要す

る場合があることを踏まえ、当該改正作業が円滑に実施され、令和３年４月１日から

の介護保険制度が適切に運営されるよう、居宅基準等の改正に関して、事務的に整理

している現時点版の案文案等を送付させていただきます。これを踏まえ、令和３年４

月１日の施行に合わせ、ご準備を行っていただくとともに、都道府県におかれまして

は、管下市町村への周知を徹底して頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、当該案文案等の改正内容につきましては、決定されたものでないこと、及び、

今後、追加・削除・変更も含め、分科会における議論等を踏まえ、修正がなされる可

能性があることを御了知いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 また、案文案等につきましては、事務的に整理している現時点版であることから、

その取扱いにつきましては、特段のご理解とご配慮をいただくとともに、案文に関す

る詳細なお問い合わせにつきましては、あくまでも現在検討中のものであることを踏

まえ、今後、居宅基準等の改正について分科会等から答申を得た後にして頂きますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

厚生労働省老健局老人保健課 

E-mail：housyuukaitei@mhlw.go.jp 

※条文の技術的な内容に係るお問い合わせは、 

上記のメールアドレスまでお願いいたします。 
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○
厚
生
労
働
省
令
第

号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
及
び
社
会
福
祉

法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
。

附
則
に
お
い
て
「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
十
四
章

（
略
）

第
一
章
～
第
十
四
章

（
略
）

第
十
五
章

雑
則
（
第
二
百
十
七
条
）

附
則

附
則

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号

三

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う

べ
き
基
準

第
八
条
第
一
項
（
第
四
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
九
条

べ
き
基
準

第
八
条
第
一
項
（
第
四
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
九
条

及
び
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
九
条
（
第

及
び
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
九
条
（
第

四
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第

四
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第

二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
三
条
（
第
四

二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
三
条
（
第
四

十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二

十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二

百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
七
条
（
第
四
十

百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
七
条
（
第
四
十

三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い

三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
二
百
六
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
四
十
二
条
の
二
、
第
百
四
条
の
三
（

て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
四
十
二
条
の
二
、
第
百
四
条
の
二
（

第
百
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
五
条
第
一

第
百
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
五
条
第
一

項
（
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第

項
（
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第

百
二
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準

百
二
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
三
十
条
第
七
項
（
第
百
四
十
条
の

用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
三
十
条
第
七
項
（
第
百
四
十
条
の

三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

七

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第

七

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第

三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て

三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て

従
う
べ
き
基
準

第
八
条
第
一
項
（
第
三
十
九
条
の
三
及
び
第
百
五
条
の

従
う
べ
き
基
準

第
八
条
第
一
項
（
第
三
十
九
条
の
三
及
び
第
百
五
条
の
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三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
九
条
（
第
三
十
九
条
の
三

三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
九
条
（
第
三
十
九
条
の
三

、
第
百
五
条
の
三
及
び
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に

、
第
百
五
条
の
三
及
び
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に

限
る
。
）
、
第
二
十
五
条
（
第
三
十
九
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

限
る
。
）
、
第
二
十
五
条
（
第
三
十
九
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

に
限
る
。
）
、
第
三
十
三
条
（
第
三
十
九
条
の
三
、
第
百
五
条
の
三
及
び

に
限
る
。
）
、
第
三
十
三
条
（
第
三
十
九
条
の
三
、
第
百
五
条
の
三
及
び

第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
七

第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
三
十
七

条
（
第
三
十
九
条
の
三
及
び
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場

条
（
第
三
十
九
条
の
三
及
び
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
に
限
る
。
）
、
第
百
四
条
の
三
（
第
百
五
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る

合
に
限
る
。
）
、
第
百
四
条
の
二
（
第
百
五
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
（
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お

場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
（
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項

い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第
百
二
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項

（
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第

（
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第

百
三
十
条
第
七
項
（
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限

百
三
十
条
第
七
項
（
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限

る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

る
。
）
の
規
定
に
よ
る
基
準

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

十

法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ

十

法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基

る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基

準

第
八
条
第
一
項
（
第
五
十
四
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第

準

第
八
条
第
一
項
（
第
五
十
四
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第

九
十
一
条
、
第
百
五
条
、
第
百
十
九
条
、
第
二
百
五
条
及
び
第
二
百
十
六

九
十
一
条
、
第
百
五
条
、
第
百
十
九
条
、
第
二
百
五
条
及
び
第
二
百
十
六

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
（
第
五
十
四
条
、
第

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
（
第
五
十
四
条
、
第

七
十
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第
九
十
一
条
、
第
百
五
条
、
第
百
十
九
条
、

七
十
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第
九
十
一
条
、
第
百
五
条
、
第
百
十
九
条
、

第
百
四
十
条
（
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

第
百
四
十
条
（
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
百
五
十
五
条
（
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

）
、
第
百
五
十
五
条
（
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
二
百
五
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

を
含
む
。
）
、
第
二
百
五
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
五
条
、
第
三
十
三
条
（
第
五
十
四
条
、
第
七
十

合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
五
条
、
第
三
十
三
条
（
第
五
十
四
条
、
第
七
十

四
条
、
第
八
十
三
条
、
第
九
十
一
条
、
第
百
五
条
、
第
百
十
九
条
、
第
百

四
条
、
第
八
十
三
条
、
第
九
十
一
条
、
第
百
五
条
、
第
百
十
九
条
、
第
百

四
十
条
（
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

四
十
条
（
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
百
五
十
五
条
（
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
百
五
十
五
条
（
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
二
条
の
十
二
、
第
二
百
五
条
及
び

む
。
）
、
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
二
条
の
十
二
、
第
二
百
五
条
及
び

第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
（

第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
（

第
五
十
四
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第
九
十
一
条
、
第
百
十
九

第
五
十
四
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第
九
十
一
条
、
第
百
十
九

条
、
第
百
四
十
条
（
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

条
、
第
百
四
十
条
（
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
五
十
五
条
（
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る

む
。
）
、
第
百
五
十
五
条
（
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
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場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
二
条
の
十
二
、
第
二
百

場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
二
条
の
十
二
、
第
二
百

五
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六

五
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六

十
九
条
（
訪
問
看
護
計
画
書
及
び
訪
問
看
護
報
告
書
の
提
出
に
係
る
部
分

十
九
条
（
訪
問
看
護
計
画
書
及
び
訪
問
看
護
報
告
書
の
提
出
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
、
第
七
十
一
条
、
第
百
四
条
の
三
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項

を
除
く
。
）
、
第
七
十
一
条
、
第
百
四
条
の
二
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項

（
第
百
四
十
条
の
十
三
及
び
第
百
五
十
五
条
（
第
百
五
十
五
の
十
二
に
お

（
第
百
四
十
条
の
十
三
及
び
第
百
五
十
五
条
（
第
百
五
十
五
の
十
二
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
百
二
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
百
三
十
条
第
七
項
、
第
百
四

、
第
百
二
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
百
三
十
条
第
七
項
、
第
百
四

十
条
の
七
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
百
四
十
条
の
八
第
八
項
、
第
百
四
十

十
条
の
七
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
百
四
十
条
の
八
第
八
項
、
第
百
四
十

六
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
百
四
十
八
条
（
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に

六
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
百
四
十
八
条
（
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
条
第
六
項
、
第
百
五
十

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
条
第
六
項
、
第
百
五
十

五
条
の
六
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
百
五
十
五
条
の
七
第
七
項
、
第
百
七

五
条
の
六
第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
百
五
十
五
条
の
七
第
七
項
、
第
百
七

十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
（
第
百
九
十

十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
七
十
九
条
第
一
項
（
第
百
九
十

二
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
百

二
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
百

九
十
二
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
八
十
三

九
十
二
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
八
十
三

条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
第
百
九
十
二
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す

条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
第
百
九
十
二
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百
九
十
二
条
の
七
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百
九
十
二
条
の
七
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
の
規
定
に
よ
る
基
準

で
の
規
定
に
よ
る
基
準

十
一
・
十
二

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
一
般
原
則
）

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
一
般
原
則
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止

（
新
設
）

等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し

、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
に
当

（
新
設
）

た
っ
て
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等
関
連
情

報
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
行
う
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
者
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
責
務
）

（
管
理
者
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
責
務
）
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第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
性
的
な
言
動
又
は
著
し
い
迷
惑
行

（
新
設
）

為
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
配

慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
二
十
九
条

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
ご
と
に
、

第
二
十
九
条

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
ご
と
に
、

次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ

次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

八

（
略
）

七

（
略
）

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
三
十
条
の
二

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時

（
新
設
）

に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る

た
め
の
、
及
び
非
常
の
体
制
に
お
け
る
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計

画
（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計

画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
従
業
者
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て

周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い

、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
い
て
感
染

（
新
設
）



- 6 -

症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の

防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の

情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね
六
月
に
一
回
以
上

開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
訪
問
介
護
員
等
に
周
知
徹

底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の

防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
訪
問
介
護
員
等
に
対
し
、
感

染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に

実
施
す
る
こ
と
。

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を

（
新
設
）

当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係

者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
地
域
と
の
連
携
等
）

（
地
域
と
の
連
携
）

第
三
十
六
条
の
二

（
略
）

第
三
十
六
条
の
二

（
略
）

２

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
所
在
す
る
建
物
と

（
新
設
）

同
一
の
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
て
指
定
訪
問
介
護
を
提
供
す
る
場

合
に
は
、
当
該
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
以
外
の
者
に
対
し
て
も
指
定
訪
問

介
護
の
提
供
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
虐
待
の
防
止
）

第
三
十
七
条
の
二

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発

（
新
設
）

を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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。一

当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を

検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ

い
て
、
訪
問
介
護
員
等
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を

整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
訪
問
介
護
員
等
に
対
し
、
虐

待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

と
。

（
管
理
者
の
責
務
）

（
管
理
者
の
責
務
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）

２

指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
性
的
な
言
動
又
は
著
し
い
迷

（
新
設
）

惑
行
為
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要

な
配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
五
十
三
条

指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所

第
五
十
三
条

指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所

ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程

ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

九

（
略
）

八

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
五
十
三
条
の
二

指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
し
適
切
な

（
新
設
）

指
定
訪
問
入
浴
介
護
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
ご
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と
に
、
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
ご
と
に
、

当
該
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
の
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
に
よ
っ
て
指
定

訪
問
入
浴
介
護
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
の
資
質
の
向
上

の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、

当
該
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
全
て
の
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
（
看

護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ

せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
の
整
備
）

（
記
録
の
整
備
）

第
五
十
三
条
の
三

（
略
）

第
五
十
三
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
五
十
四
条

第
八
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、

第
五
十
四
条

第
八
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、

第
三
十
条
の
二
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
及
び
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
八
条

第
三
十
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
及
び
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で

ま
で
の
規
定
は
、
指
定
訪
問
入
浴
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

の
規
定
は
、
指
定
訪
問
入
浴
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
訪

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
訪
問
入

問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
、
第
八
条
中
「
第
二
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

浴
介
護
従
業
者
」
と
、
第
八
条
中
「
第
二
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十

五
十
三
条
」
と
、
第
三
十
一
条
中
「
設
備
及
び
備
品
等
」
と
あ
る
の
は
「
指

三
条
」
と
、
第
三
十
一
条
中
「
設
備
及
び
備
品
等
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
訪

定
訪
問
入
浴
介
護
に
用
い
る
浴
槽
そ
の
他
の
設
備
及
び
備
品
等
」
と
読
み
替

問
入
浴
介
護
に
用
い
る
浴
槽
そ
の
他
の
設
備
及
び
備
品
等
」
と
読
み
替
え
る

え
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
五
十
八
条

第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

第
五
十
八
条

第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
の
二
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、

、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三

第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
、
第
三
十

十
五
条
、
第
三
十
六
条
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
、
第
三
十
六
条
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六
条
の
二
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
及
び
第
四
十
四
条
並
び
に
第
四
節
（
第
四

の
二
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
及
び
第
四
十
四
条
並
び
に
第
四
節
（
第
四
十
八

十
八
条
第
一
項
及
び
第
五
十
四
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
基
準
該
当
訪
問

条
第
一
項
及
び
第
五
十
四
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
基
準
該
当
訪
問
入
浴

入
浴
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定

規
定
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
、

中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
、
第
八

第
八
条
中
「
第
二
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
」
と
、
第
十
九
条

条
中
「
第
二
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
」
と
、
第
十
九
条
中
「

中
「
内
容
、
当
該
指
定
訪
問
介
護
に
つ
い
て
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定

内
容
、
当
該
指
定
訪
問
介
護
に
つ
い
て
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

に
よ
り
利
用
者
に
代
わ
っ
て
支
払
を
受
け
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
」

り
利
用
者
に
代
わ
っ
て
支
払
を
受
け
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
」
と
あ

と
あ
る
の
は
「
内
容
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に

る
の
は
「
内
容
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当

該
当
し
な
い
指
定
訪
問
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
訪
問
入
浴
介
護
」

し
な
い
指
定
訪
問
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
訪
問
入
浴
介
護
」
と
、

と
、
第
三
十
一
条
中
「
設
備
及
び
備
品
等
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
訪
問

第
三
十
一
条
中
「
設
備
及
び
備
品
等
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
訪
問
入
浴

入
浴
介
護
に
用
い
る
浴
槽
そ
の
他
の
設
備
及
び
備
品
等
」
と
、
第
四
十
八
条

介
護
に
用
い
る
浴
槽
そ
の
他
の
設
備
及
び
備
品
等
」
と
、
第
四
十
八
条
第
二

第
二
項
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
訪
問
入
浴
介
護

項
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
訪
問
入
浴
介
護
」
と

」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
訪
問
入
浴
介
護
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二

あ
る
の
は
「
基
準
該
当
訪
問
入
浴
介
護
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」

項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
七
十
三
条

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
ご
と
に
、

第
七
十
三
条

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
ご
と
に
、

次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ

次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

八

（
略
）

七

（
略
）

（
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

（
指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
八
十
条

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
は
理
学
療
法
士
、
作
業

第
八
十
条

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
は
理
学
療
法
士
、
作
業

療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る

療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

五

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

会
議
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
又
は

会
議
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
又
は
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第
百
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
の
作

第
百
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
の
作

成
の
た
め
に
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
参
加
を
基
本
と
し
つ
つ
、
医
師

成
の
た
め
に
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
参
加
を
基
本
と
し
つ
つ
、
医
師

、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
居

、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
居

宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第

宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第

八
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
）
の
担

八
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
）
の
担

当
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
「
構
成
員
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
構
成
さ

当
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
「
構
成
員
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
構
成
さ

れ
る
会
議
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

れ
る
会
議
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
催
に
よ
り
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

ョ
ン
に
関
す
る
専
門
的
な
見
地
か
ら
利
用
者
の
状
況
等
に
関
す
る
情
報
を

利
用
者
等
」
と
い
う
。
）
が
参
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
テ
レ
ビ
電
話

構
成
員
と
共
有
す
る
よ
う
努
め
、
利
用
者
に
対
し
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を

装
置
等
の
活
用
に
つ
い
て
当
該
利
用
者
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

提
供
す
る
。

い
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
催
に
よ
り
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
に
関
す
る
専
門
的
な
見
地
か
ら
利
用
者
の
状
況
等
に
関
す
る
情
報
を
構

成
員
と
共
有
す
る
よ
う
努
め
、
利
用
者
に
対
し
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
八
十
二
条

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
リ
ハ

第
八
十
二
条

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の

重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う

重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う

。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

七

（
略
）

六

（
略
）

（
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

（
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
八
十
九
条

（
略
）

第
八
十
九
条

（
略
）

２

薬
剤
師
の
行
う
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

２

薬
剤
師
、
歯
科
衛
生
士
又
は
管
理
栄
養
士
の
行
う
指
定
居
宅
療
養
管
理
指

ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

導
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
療
養
上
適
切
な
居

（
新
設
）

宅
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
又
は
居
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宅
介
護
支
援
事
業
者
若
し
く
は
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
求
め
が
あ
っ

た
場
合
は
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
又
は
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し

、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
に
必
要
な
情

報
提
供
又
は
助
言
を
行
う
。

五

前
号
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
又
は
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

（
新
設
）

に
対
す
る
情
報
提
供
又
は
助
言
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス

担
当
者
会
議
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
へ
の
参
加
に
よ
る
こ

（
新
設
）

と
が
困
難
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
又
は
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
に
対
し
て
、
原
則
と
し
て
、
情
報
提
供
又
は
助
言
の
内
容
を

記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七

（
略
）

四

（
略
）

３

歯
科
衛
生
士
又
は
管
理
栄
養
士
の
行
う
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
方
針

（
新
設
）

は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
医
師
又
は
歯
科
医

師
の
指
示
に
基
づ
き
、
利
用
者
の
心
身
機
能
の
維
持
回
復
を
図
り
、
居
宅

に
お
け
る
日
常
生
活
の
自
立
に
資
す
る
よ
う
、
妥
当
適
切
に
行
う
。

二

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
懇
切
丁
寧
に
行
う

こ
と
を
旨
と
し
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
療
養
上
必
要
な
事
項

に
つ
い
て
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
指
導
又
は
説
明
を
行
う
。

三

常
に
利
用
者
の
病
状
、
心
身
の
状
況
及
び
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
の

的
確
な
把
握
に
努
め
、
利
用
者
に
対
し
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。

四

そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
者
に
つ
い
て
、
提
供
し
た
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導

の
内
容
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
診
療
記
録
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
医
師

又
は
歯
科
医
師
に
報
告
す
る
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
九
十
条

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導

第
九
十
条

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導

事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す

事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す

る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お

る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

七

（
略
）

六

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
条

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に

第
百
条

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に

掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章

掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章

（
第
五
節
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お

（
第
五
節
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十
一

（
略
）

十

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
百
一
条

（
略
）

第
百
一
条

（
略
）

２

(

略
）

２

(

略
）

３

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
通
所
介
護
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に

３

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
通
所
介
護
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に

、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
通
所

、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

介
護
事
業
者
は
、
全
て
の
通
所
介
護
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護

福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し

、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
非
常
災
害
対
策
）

（
非
常
災
害
対
策
）

第
百
三
条

（
略
）

第
百
三
条

（
略
）

２

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て

（
新
設
）

、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
百
四
条

（
略
）

第
百
四
条

（
略
）
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２

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
感
染

２

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
感
染

症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を

症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の

（
新
設
）

防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用

し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね
六
月
に
一
回
以

上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
通
所
介
護
従
業
者
に
周

知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の

（
新
設
）

防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
通
所
介
護
従
業
者
に
対
し
、

（
新
設
）

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。

（
地
域
と
の
連
携
等
）

第
百
四
条
の
二

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て

（
新
設
）

は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な
活
動
等
と
の
連
携
及
び
協
力
を
行
う
等

の
地
域
と
の
交
流
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
提
供
し

た
指
定
通
所
介
護
に
関
す
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
市
町
村
等
が
派

遣
す
る
者
が
相
談
及
び
援
助
を
行
う
事
業
そ
の
他
の
市
町
村
が
実
施
す
る
事

業
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
通
所
介
護
事
業
所
の
所
在
す
る
建
物
と

同
一
の
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
て
指
定
通
所
介
護
を
提
供
す
る
場

合
に
は
、
当
該
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
以
外
の
者
に
対
し
て
も
指
定
通
所

介
護
の
提
供
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
故
発
生
時
の
対
応
）

（
事
故
発
生
時
の
対
応
）

第
百
四
条
の
三

（
略
）

第
百
四
条
の
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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（
記
録
の
整
備
）

（
記
録
の
整
備
）

第
百
四
条
の
四

（
略
）

第
百
四
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
五
条

第
八
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二

第
百
五
条

第
八
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二

十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条

十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
五

ま
で
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
の
二
、
第
三
十
八
条
及

条
か
ら
第
三
十
六
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
八
条
及
び
第
五
十
二
条
の
規
定
は

び
第
五
十
二
条
の
規
定
は
、
指
定
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

、
指
定
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
中
「
第
二
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
条

八
条
中
「
第
二
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
条
」
と
、
「
訪
問
介
護
員
等

」
と
、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三

」
と
あ
る
の
は
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
二
条
中
「
訪
問
介
護
員

十
二
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
読
み

等
」
と
あ
る
の
は
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
五
条
の
三

第
八
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、

第
百
五
条
の
三

第
八
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、

第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十

第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三

四
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
の
二
、
第
三
十
八

十
五
条
か
ら
第
三
十
六
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
八
条
、
第
五
十
二
条
、
第
九

条
、
第
五
十
二
条
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
四
条
及
び
第
九
十
五
条
第
四
項

十
二
条
、
第
九
十
四
条
及
び
第
九
十
五
条
第
四
項
並
び
に
前
節
（
第
百
五
条

並
び
に
前
節
（
第
百
五
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
共
生
型
通
所
介
護
の
事

を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
共
生
型
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項
中
「
第
二

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
運
営

十
九
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
規
程
（
第
百
条
に
規

規
程
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
規
程
（
第
百
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
を
い
う

定
す
る
運
営
規
程
を
い
う
。
第
三
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
訪

。
第
三
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の

問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者

は
「
共
生
型
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
「
共
生
型
通
所
介

（
以
下
「
共
生
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
二
十
七
条
及

護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
二
十
七
条
及
び
第
三
十
二
条
中
「
訪
問

び
第
三
十
二
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
通
所
介
護
従

介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
九
十
五
条

業
者
」
と
、
第
九
十
五
条
第
四
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
（
指
定
通
所

第
四
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
（
指
定
通
所
介
護
事
業
者
が
第
一
項
に

介
護
事
業
者
が
第
一
項
に
掲
げ
る
設
備
を
利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜
に
指
定

掲
げ
る
設
備
を
利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜
に
指
定
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ

通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は

ス
を
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
通
所
介
護
事
業

「
共
生
型
通
所
介
護
事
業
者
が
共
生
型
通
所
介
護
事
業
所
の
設
備
を
利
用
し

者
が
共
生
型
通
所
介
護
事
業
所
の
設
備
を
利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜
に
共
生

、
夜
間
及
び
深
夜
に
共
生
型
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合

型
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
」
と
、
第
九
十
八
条
第
二
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」
と
、
第
九
十
八
条
第
二
号
、
第
九
十
九
条
第
五
項
及
び
第
百
一
条
第
三
項

号
、
第
九
十
九
条
第
五
項
及
び
第
百
一
条
第
三
項
中
「
通
所
介
護
従
業
者
」

中
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、

と
あ
る
の
は
「
共
生
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
四
条
の
三
第
二
項
第

第
百
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第

二
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
次
条
に

十
九
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十

お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
」
と
、
同
項

六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
次
条
に
お
い

第
四
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」

「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
九
条

第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
九

第
百
九
条

第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
九

条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
三
十
条
の
二
、
第
三

条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三

十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
（
第
五
項
及

十
四
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く

び
第
六
項
を
除
く
。
）
、
第
三
十
七
条
の
二
、
第
三
十
八
条
、
第
五
十
二
条

。
）
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
八
条
、
第
五
十
二
条
、
第
九
十
二
条
及

、
第
九
十
二
条
及
び
第
四
節
（
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
五
条
を
除
く

び
第
四
節
（
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
五
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

。
）
の
規
定
は
、
基
準
該
当
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

基
準
該
当
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
中
「
第
二
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
条
」
と

第
八
条
中
「
第
二
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
条
」
と
、
「
訪
問
介
護
員

、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
十
九
条

等
」
と
あ
る
の
は
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
十
九
条
中
「
内
容
、
当
該

中
「
内
容
、
当
該
指
定
訪
問
介
護
に
つ
い
て
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定

指
定
訪
問
介
護
に
つ
い
て
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に

に
よ
り
利
用
者
に
代
わ
っ
て
支
払
を
受
け
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
」

代
わ
っ
て
支
払
を
受
け
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
内

と
あ
る
の
は
「
内
容
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に

容
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定

該
当
し
な
い
指
定
訪
問
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
通
所
介
護
」
と
、

訪
問
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
通
所
介
護
」
と
、
第
三
十
二
条
中
「

第
三
十
二
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と

訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
九
十
六
条
第

、
第
九
十
六
条
第
二
項
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定

二
項
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
通
所
介
護
」
と
あ

通
所
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
通
所
介
護
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「

る
の
は
「
基
準
該
当
通
所
介
護
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る

前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
「
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
者
等
の
責
務
）

（
管
理
者
等
の
責
務
）

第
百
十
六
条

（
略
）

第
百
十
六
条

（
略
）

２

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
管
理
者
は
、
性
的
な
言
動
又

（
新
設
）

は
著
し
い
迷
惑
行
為
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ

の
他
の
必
要
な
配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。



- 16 -

３

（
略
）

２

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
十
七
条

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
指
定
通
所
リ
ハ

第
百
十
七
条

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
指
定
通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の

重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う

重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う

。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十

（
略
）

九

（
略
）

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
百
十
八
条

（
略
）

第
百
十
八
条

（
略
）

２

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
感

２

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
感

染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置

染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予

（
新
設
）

防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電

話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む

ね
六
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予

（
新
設
）

防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
新
設
）

従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
及

び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
十
九
条

第
八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で

第
百
十
九
条

第
八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で

、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
三
十
条
の

、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
三
十
二
条

二
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、

、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
六
十
四
条
、
第
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第
六
十
四
条
、
第
九
十
六
条
及
び
第
百
一
条
か
ら
第
百
三
条
ま
で
の
規
定
は

九
十
六
条
及
び
第
百
一
条
か
ら
第
百
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
通
所
リ
ハ

、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
通
所

れ
ら
の
規
定
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
」
と
、
第
八
条
中
「
第
二
十
九
条
」
と
あ
る

ョ
ン
従
業
者
」
と
、
第
八
条
中
「
第
二
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
七

の
は
「
第
百
十
七
条
」
と
、
第
十
三
条
中
「
心
身
の
状
況
」
と
あ
る
の
は
「

条
」
と
、
第
十
三
条
中
「
心
身
の
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
心
身
の
状
況
、
病

心
身
の
状
況
、
病
歴
」
と
、
第
百
一
条
第
三
項
中
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と

歴
」
と
、
第
百
一
条
第
三
項
中
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
通
所

あ
る
の
は
「
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
百
二
十
一
条

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定

第
百
二
十
一
条

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定

短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（

短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（

以
下
「
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き

以
下
「
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
こ
の
節
か
ら
第

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
こ
の
節
か
ら
第

五
節
ま
で
に
お
い
て
「
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数

五
節
ま
で
に
お
い
て
「
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
定
員
（
当
該
指
定
短
期
入
所
生

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
定
員
（
当
該
指
定
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
同
時
に
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
を
受
け

活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
同
時
に
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
利
用
者
（
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
指
定

る
こ
と
が
で
き
る
利
用
者
（
当
該
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
指
定

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準

第
百
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事

第
百
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事

業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
短
期

業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
短
期

入
所
生
活
介
護
の
事
業
と
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
（
指
定
介
護

入
所
生
活
介
護
の
事
業
と
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
（
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
二
十
八
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入

予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
二
十
八
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入

所
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い

所
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い

て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る

て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用

者
。
以
下
こ
の
節
及
び
次
節
並
び
に
第
百
三
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

者
。
以
下
こ
の
節
及
び
次
節
並
び
に
第
百
三
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
か
ら
第
四
節
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
か
ら
第
四
節
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

四
十
人
を
超
え
な
い
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
他
の

四
十
人
を
超
え
な
い
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
他
の

社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
指
定
短
期

社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
指
定
短
期

入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
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で
あ
っ
て
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
四
号
の
栄
養
士
を

で
あ
っ
て
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
四
号
の
栄
養
士
を

置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

医
師

一
以
上

一

医
師

一
人
以
上

二

生
活
相
談
員

常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
の
数
が
百
又
は
そ
の
端
数

二

生
活
相
談
員

常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
の
数
が
百
又
は
そ
の
端
数

を
増
す
ご
と
に
一
以
上

を
増
す
ご
と
に
一
人
以
上

三

介
護
職
員
又
は
看
護
師
若
し
く
は
准
看
護
師
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

三

介
護
職
員
又
は
看
護
師
若
し
く
は
准
看
護
師
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
看
護
職
員
」
と
い
う
。
）

常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
の
数
が
三
又

「
看
護
職
員
」
と
い
う
。
）

常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
の
数
が
三
又

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
人
以
上

四

栄
養
士

一
以
上

四

栄
養
士

一
人
以
上

五

機
能
訓
練
指
導
員

一
以
上

五

機
能
訓
練
指
導
員

一
人
以
上

六

（
略
）

六

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
第
二
号
の
生
活
相
談
員
の
う
ち
、
一
人
は
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら

５

第
一
項
第
二
号
の
生
活
相
談
員
並
び
に
同
項
第
三
号
の
介
護
職
員
及
び
看

な
い
。
ま
た
、
同
項
第
三
号
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
う
ち
い
ず
れ
か

護
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
一
人
は
、
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

一
人
は
、
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
定
員
が
二
十
人
未

し
、
利
用
定
員
が
二
十
人
未
満
で
あ
る
併
設
事
業
所
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

満
で
あ
る
併
設
事
業
所
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
生
活
相
談
員
、
介
護
職
員
及

こ
の
限
り
で
な
い
。

び
看
護
職
員
の
い
ず
れ
も
常
勤
で
配
置
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

６

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
看

（
新
設
）

護
職
員
を
配
置
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
利
用
者
の
状
態
像
に
応
じ

て
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
看
護
職
員
を
病
院
、
診
療
所
又
は
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
（
併
設
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
併
設
事
業
所
を
併
設
す
る

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
を
含
む
。
）
と
の
密
接
な
連
携
に
よ
り
確
保
す
る

こ
と
と
す
る
。

７
・
８

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
三
十
七
条

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の

第
百
三
十
七
条

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の

運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運

運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運

営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）
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十

（
略
）

九

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
四
十
条

第
九
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十

第
百
四
十
条

第
九
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十

九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
二
条
か
ら

九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で

第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二
（
第

、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
百
一
条
、
第
百

二
項
を
除
く
。
）
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
、

三
条
及
び
第
百
四
条
は
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用

第
百
一
条
、
第
百
三
条
及
び
第
百
四
条
は
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る

業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
中
「
訪
問
介

の
は
「
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
一
条
第
三
項
中
「
通
所
介

護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
一
条
第

護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る

三
項
及
び
第
百
四
条
第
二
項
中
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
短
期

も
の
と
す
る
。

入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
設
備
及
び
備
品
等
）

（
設
備
及
び
備
品
等
）

第
百
四
十
条
の
四

（
略
）

第
百
四
十
条
の
四

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

６

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ユ
ニ
ッ
ト

一

ユ
ニ
ッ
ト

イ

居
室

イ

居
室

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

居
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ

居
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ

（２）

（２）

ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ

ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ

し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
利
用
定
員
（
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入

し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
利
用
定
員
（
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入

所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
同
時
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所

所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
同
時
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所

生
活
介
護
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
利
用
者
（
当
該
ユ
ニ
ッ

生
活
介
護
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
利
用
者
（
当
該
ユ
ニ
ッ

ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予

ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予

防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準

防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準

第
百
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短

第
百
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短

期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ

期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ

て
受
け
、
か
つ
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
と

て
受
け
、
か
つ
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
と

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
（
指
定
介

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
（
指
定
介
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護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
五
十
一
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
五
十
一
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合

）
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
ユ
ニ
ッ

に
あ
っ
て
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
ユ
ニ
ッ

ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用
者
。
第
百
四
十
条

ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用
者
。
第
百
四
十
条

の
十
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に

の
十
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
原
則
と
し
て
お
お
む
ね
十
人
以
下
と
し
、
十

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
お
お
む
ね
十
人
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

五
人
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

い
。

利
用
者
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以

利
用
者
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以

（３）

（３）

上
と
す
る
こ
と
。

上
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
居
室
を
改
修
し
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
同
士
の
視
線
の
遮
断
の
確
保
を
前
提
に

し
た
上
で
、
居
室
を
隔
て
る
壁
に
つ
い
て
、
天
井
と
の
間
に
一
定
の

隙
間
が
生
じ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（４）

（４）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
四
十
条
の
十
一

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
次

第
百
四
十
条
の
十
一

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お

に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十
一

（
略
）

十

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
百
四
十
条
の
十
一
の
二

（
略
）

第
百
四
十
条
の
十
一
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
短
期
入
所
生
活
介
護

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
短
期
入
所
生
活
介
護

従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば

従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者

な
ら
な
い
。

は
、
全
て
の
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福

祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、

認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
四
十
条
の
十
五

第
九
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条

第
百
四
十
条
の
十
五

第
九
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条

、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
二

、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四

条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の

条
ま
で
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
百
一
条

二
（
第
二
項
を
除
く
。
）
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
百
一

、
第
百
三
条
、
第
百
四
条
、
第
百
二
十
条
及
び
第
百
二
十
二
条
並
び
に
第
四

条
、
第
百
三
条
、
第
百
四
条
、
第
百
二
十
条
及
び
第
百
二
十
二
条
並
び
に
第

節
（
第
百
四
十
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護
の

四
節
（
第
百
四
十
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護

事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
中
「
運
営

の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
中
「
運

規
程
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
規
程
（
第
百
三
十
七
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程

営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
規
程
（
第
百
三
十
七
条
に
規
定
す
る
運
営
規

を
い
う
。
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
訪
問
介
護

程
を
い
う
。
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
訪
問
介

員
等
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業

護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従

者
（
以
下
「
共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第

業
者
（
以
下
「
共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、

百
一
条
第
三
項
中
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
短
期
入
所

第
百
一
条
第
三
項
及
び
第
百
四
条
第
二
項
中
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る

生
活
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
百
三
十
七
条
に
規

の
は
「
共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項

定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
規
程
」
と
、
同
項
、
第
百
二
十
八

中
「
第
百
三
十
七
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
規
程
」

条
第
三
項
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
六
条
中
「
短
期
入
所
生

と
、
同
項
、
第
百
二
十
八
条
第
三
項
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
三

活
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と

十
六
条
中
「
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
短
期
入

、
第
百
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
次
条

九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
第
二
項

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
」
と

」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
」
と
あ
る

、
同
項
第
五
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
二
項
」
と
あ

の
は
「
第
二
十
六
条
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

る
の
は
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準

三
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
六

用
す
る
第
三
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
七
条
第
二
項
」
と
読

号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三
十
七
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
百
四
十
条
の
二
十
七

基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
基
準
該
当

第
百
四
十
条
の
二
十
七

基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
基
準
該
当

短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
ご
と
に
置
く
べ
き
従
業
者
（
以
下
こ
の
節
に
お

短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
ご
と
に
置
く
べ
き
従
業
者
（
以
下
こ
の
節
に
お

い
て
「
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
次
の
と
お

い
て
「
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
と
の
連
携
を
図
る

り
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
と
の
連
携
を
図
る

こ
と
に
よ
り
当
該
基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営

こ
と
に
よ
り
当
該
基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営

を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な

を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な

い
と
き
は
、
第
三
号
の
栄
養
士
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

い
と
き
は
、
第
三
号
の
栄
養
士
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

生
活
相
談
員

一
以
上

一

生
活
相
談
員

一
人
以
上

二

介
護
職
員
又
は
看
護
職
員

常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
（
当
該
基
準

二

介
護
職
員
又
は
看
護
職
員

常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
（
当
該
基
準

該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事

該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事

業
と
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

業
と
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
等
基
準
第
百
七
十
九
条
に
規
定
す
る
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生

ス
等
基
準
第
百
七
十
九
条
に
規
定
す
る
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生

活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
を
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一

活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
を
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一

体
的
に
運
営
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
基
準

体
的
に
運
営
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
基
準

該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

の
利
用
者
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
四
十
条
の
二
十
九
に
お
い
て
同
じ
。

の
利
用
者
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
四
十
条
の
二
十
九
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

）
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
人
以
上

三

栄
養
士

一
以
上

三

栄
養
士

一
人
以
上

四

機
能
訓
練
指
導
員

一
以
上

四

機
能
訓
練
指
導
員

一
人
以
上

五

（
略
）

五

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
四
十
条
の
三
十
二

第
九
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
十
九

第
百
四
十
条
の
三
十
二

第
九
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
十
九

条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
二
条
か
ら
第

条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、

三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除

第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
、
第
三
十

く
。
）
、
第
三
十
六
条
の
二
（
第
二
項
を
除
く
。
）
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で

六
条
の
二
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
百
一
条
、
第
百
三
条

、
第
五
十
二
条
、
第
百
一
条
、
第
百
三
条
、
第
百
四
条
、
第
百
二
十
条
並
び

、
第
百
四
条
、
第
百
二
十
条
並
び
に
第
四
節
（
第
百
二
十
七
条
第
一
項
及
び

に
第
四
節
（
第
百
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
条
を
除
く
。
）
の
規
定

第
百
四
十
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事



- 23 -

は
、
基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
九
条
中
「
内
容
、
当

合
に
お
い
て
、
第
十
九
条
中
「
内
容
、
当
該
指
定
訪
問
介
護
に
つ
い
て
法
第

該
指
定
訪
問
介
護
に
つ
い
て
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者

四
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
代
わ
っ
て
支
払
を
受
け
る
居
宅

に
代
わ
っ
て
支
払
を
受
け
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
内
容
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
法

内
容
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指

定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
訪
問
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基

定
訪
問
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
」
と
、
第
三

準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
」
と
、
第
三
十
二
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と

十
二
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者

あ
る
の
は
「
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
一
条
第
三
項
及
び
第

」
と
、
第
百
一
条
第
三
項
中
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
短
期
入

百
四
条
第
二
項
中
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
短
期
入
所
生
活
介

所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
二
十
七
条
第
二
項
中
「
法
定
代
理
受
領
サ

護
従
業
者
」
と
、
第
百
二
十
七
条
第
二
項
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に

ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該

該
当
し
な
い
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
短
期
入

当
短
期
入
所
生
活
介
護
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「

所
生
活
介
護
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と

前
項
」
と
、
第
百
三
十
三
条
中
「
医
師
及
び
看
護
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
看

、
第
百
三
十
三
条
中
「
医
師
及
び
看
護
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
職
員
」

護
職
員
」
と
、
第
百
三
十
八
条
第
二
項
中
「
静
養
室
」
と
あ
る
の
は
「
静
養

と
、
第
百
三
十
八
条
第
二
項
中
「
静
養
室
」
と
あ
る
の
は
「
静
養
室
等
」
と

室
等
」
と
、
第
百
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用

、
第
百
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

す
る
第
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第

九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
九
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「

四
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
」
と

六
条
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
二

、
同
項
第
五
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
二
項
」
と
あ

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
次
条
に

る
の
は
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準

お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
七
条
第
二

用
す
る
第
三
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
七
条
第
二
項
」
と
読

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
五
十
三
条

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
運

第
百
五
十
三
条

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
運

営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営

営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営

規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

八

（
略
）

七

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
五
十
五
条

第
九
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第

第
百
五
十
五
条

第
九
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
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十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
二
条
、

十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第

第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二
（
第
二
項

三
十
五
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
百
一
条
、
第
百
三
条

を
除
く
。
）
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
百

、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
五
条
、
第
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
百
三
十

一
条
、
第
百
三
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
五
条
、
第
百
二
十
六
条
第
二

九
条
の
規
定
は
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

項
及
び
第
百
三
十
九
条
の
規
定
は
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業
に
つ

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
中
「
訪
問
介
護
員
等

短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
一
条
第
三
項
中
「
通
所
介
護
従
業

」
と
あ
る
の
は
「
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
一
条
第
三
項
中

者
」
と
あ
る
の
は
「
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
二
十
五
条
中

「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
と
、

「
第
百
三
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
三
条
」
と
、
「
短
期
入
所
生

第
百
十
八
条
第
二
項
中
「
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
」
と
あ
る
の

活
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
と
読
み
替

は
「
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
二
十
五
条
中
「
第
百
三
十
七

え
る
も
の
と
す
る
。

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
三
条
」
と
、
「
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者

」
と
あ
る
の
は
「
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
五
十
五
条
の
十

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
次

第
百
五
十
五
条
の
十

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お

に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

八

（
略
）

七

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
百
五
十
五
条
の
十
の
二

（
略
）

第
百
五
十
五
条
の
十
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
短
期
入
所
療
養
介
護

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
短
期
入
所
療
養
介
護

従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば

従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者

な
ら
な
い
。

は
、
全
て
の
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福

祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
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認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
取
扱
方
針
）

（
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
取
扱
方
針
）

第
百
八
十
三
条

（
略
）

第
百
八
十
三
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化

６

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化

を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
八
十
九
条

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
指
定
特
定
施

第
百
八
十
九
条

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
指
定
特
定
施

設
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規

設
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規

程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な

程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十

（
略
）

九

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
百
九
十
条

（
略
）

第
百
九
十
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
特
定
施
設
従
業
者
の
資
質

４

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
特
定
施
設
従
業
者
の
資
質

の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
際
、
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
全
て
の
特
定
施
設
従

業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
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条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修

を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
九
十
二
条

第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第

第
百
九
十
二
条

第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第

三
十
条
の
二
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
、
第
三

三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、

十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二
（
第
二
項
を
除
く
。
）
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で

第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
、
第
百
三
条
、
第
百
四
条
及
び
第
百
三
十
二
条

、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
、
第
百
三
条
、
第
百
四
条
及
び
第
百
三
十
二

の
規
定
は
、
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る

条
の
規
定
は
、
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の

「
特
定
施
設
従
業
者
」
と
、
第
五
十
一
条
中
「
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と

は
「
特
定
施
設
従
業
者
」
と
、
第
五
十
一
条
中
「
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」

あ
る
の
は
「
特
定
施
設
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
特
定
施
設
従
業
者
」
と
、
第
百
四
条
第
二
項
中
「
通
所
介
護

従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
施
設
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
九
十
二
条
の
九

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

第
百
九
十
二
条
の
九

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

護
事
業
者
は
、
指
定
特
定
施
設
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い

護
事
業
者
は
、
指
定
特
定
施
設
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い

て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と

て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と

い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十
一

（
略
）

十

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
九
十
二
条
の
十
二

第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六

第
百
九
十
二
条
の
十
二

第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六

条
、
第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
五
条

条
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
八
条

、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
六
条
の
二
（
第
二
項
を
除
く
。
）
か
ら
第
三
十
八

ま
で
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
、
第
百
三
条
、
第
百
四
条
、
第
百
七
十

条
ま
で
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二
条
、
第
百
三
条
、
第
百
四
条
、
第
百
七

九
条
、
第
百
八
十
一
条
か
ら
第
百
八
十
四
条
ま
で
、
第
百
八
十
七
条
、
第
百

十
九
条
、
第
百
八
十
一
条
か
ら
第
百
八
十
四
条
ま
で
、
第
百
八
十
七
条
、
第

八
十
八
条
及
び
第
百
九
十
条
か
ら
第
百
九
十
一
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
外
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百
八
十
八
条
及
び
第
百
九
十
条
か
ら
第
百
九
十
一
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、

部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と

る
の
は
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
従
業
者
」
と
、
第
三
十
三
条
中

あ
る
の
は
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
従
業
者
」
と
、
第
三
十
三
条

「
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
特
定
施
設
及
び
受
託
居
宅

中
「
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
特
定
施
設
及
び
受
託
居

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
、
第
五
十
一
条
中
「
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
、
第
五
十
一
条
中
「
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と

る
の
は
「
指
定
特
定
施
設
の
従
業
者
」
と
、
第
百
八
十
一
条
第
二
項
中
「
指

あ
る
の
は
「
指
定
特
定
施
設
の
従
業
者
」
と
、
第
百
四
条
第
二
項
中
「
通
所

定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
」
と
あ
る
の
は
「
基
本
サ
ー
ビ
ス
を
」
と

介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
施
設
従
業
者
」
と
、
第
百
八
十
一
条
第

、
第
百
八
十
四
条
中
「
他
の
特
定
施
設
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
外
部

二
項
中
「
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
」
と
あ
る
の
は
「
基
本
サ
ー

サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
従
業
者
及
び
受
託
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と

ビ
ス
を
」
と
、
第
百
八
十
四
条
中
「
他
の
特
定
施
設
従
業
者
」
と
あ
る
の
は

、
第
百
九
十
条
中
「
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基

「
他
の
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
従
業
者
及
び
受
託
居
宅
サ
ー
ビ
ス

本
サ
ー
ビ
ス
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

事
業
者
」
と
、
第
百
九
十
条
中
「
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
あ

る
の
は
「
基
本
サ
ー
ビ
ス
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
二
百
条

指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
者
は
、
指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
ご

第
二
百
条

指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
者
は
、
指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
ご

と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（

と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

七

（
略
）

六

（
略
）

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
二
百
三
条

（
略
）

第
二
百
三
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
者
は
、
当
該
指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
に
お

（
新
設
）

い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん

延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
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活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね
六
月
に
一

回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
福
祉
用
具
専
門
相

談
員
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん

延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
に
お
い
て
、
福
祉
用
具
専
門
相
談
員

に
対
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
及
び
訓
練

を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

（
掲
示
及
び
目
録
の
備
え
付
け
）

（
掲
示
及
び
目
録
の
備
え
付
け
）

第
二
百
四
条

（
略
）

第
二
百
四
条

（
略
）

２

指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書

（
新
設
）

面
を
当
該
指
定
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ

で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲

示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
百
五
条

第
八
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、

第
二
百
五
条

第
八
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、

第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十

第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
五

八
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
並
び
に
第
百
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は

十
二
条
並
び
に
第
百
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
指
定
福
祉
用
具

、
指
定
福
祉
用
具
貸
与
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

貸
与
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
中
「
第

、
第
八
条
中
「
第
二
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
条
」
と
、
「
訪
問
介

二
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
条
」
と
、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る

護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
、
第
十
条
中
「
以
下

の
は
「
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
、
第
十
条
中
「
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ

同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
同
じ
。
）
、
取
り
扱
う
福
祉
用
具
の
種
目

る
の
は
「
以
下
同
じ
。
）
、
取
り
扱
う
福
祉
用
具
の
種
目
」
と
、
第
十
四
条

」
と
、
第
十
四
条
第
二
項
中
「
適
切
な
指
導
」
と
あ
る
の
は
「
適
切
な
相
談

第
二
項
中
「
適
切
な
指
導
」
と
あ
る
の
は
「
適
切
な
相
談
又
は
助
言
」
と
、

又
は
助
言
」
と
、
第
十
八
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者

第
十
八
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
「
初
回
訪

」
と
、
「
初
回
訪
問
時
及
び
利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
者
」
と
、
第
十

問
時
及
び
利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
者
」
と
、
第
十
九
条
中
「
提
供
日

九
条
中
「
提
供
日
及
び
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
の
開
始
日
及
び
終
了
日

及
び
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
の
開
始
日
及
び
終
了
日
並
び
に
種
目
及
び

並
び
に
種
目
及
び
品
名
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
種

品
名
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
種
目
、
品
名
」
と
、

目
、
品
名
」
と
、
第
百
一
条
第
二
項
中
「
処
遇
」
と
あ
る
の
は
「
サ
ー
ビ
ス

第
百
一
条
第
二
項
中
「
処
遇
」
と
あ
る
の
は
「
サ
ー
ビ
ス
利
用
」
と
読
み
替



- 29 -

利
用
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
百
六
条

第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

第
二
百
六
条

第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十

、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五

四
条
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
、

条
、
第
三
十
六
条
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
、
第
三
十
六
条
の
二

第
三
十
六
条
の
二
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
百
一
条
第
一

か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
百
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

項
及
び
第
二
項
、
第
百
九
十
三
条
、
第
百
九
十
五
条
、
第
百
九
十
六
条
並
び

第
百
九
十
三
条
、
第
百
九
十
五
条
、
第
百
九
十
六
条
並
び
に
第
四
節
（
第
百

に
第
四
節
（
第
百
九
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
百
五
条
を
除
く
。
）
の
規
定

九
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
百
五
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
基
準
該
当
福

は
、
基
準
該
当
福
祉
用
具
貸
与
の
事
業
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

祉
用
具
貸
与
の
事
業
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
中
「
第

、
第
八
条
中
「
第
二
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
条
」
と
、
「
訪
問
介

二
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
条
」
と
、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る

護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
、
第
十
条
中
「
実
施

の
は
「
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
、
第
十
条
中
「
実
施
地
域
」
と
あ
る
の

地
域
」
と
あ
る
の
は
「
実
施
地
域
、
取
り
扱
う
福
祉
用
具
の
種
目
」
と
、
第

は
「
実
施
地
域
、
取
り
扱
う
福
祉
用
具
の
種
目
」
と
、
第
十
四
条
第
二
項
中

十
四
条
第
二
項
中
「
適
切
な
指
導
」
と
あ
る
の
は
「
適
切
な
相
談
又
は
助
言

「
適
切
な
指
導
」
と
あ
る
の
は
「
適
切
な
相
談
又
は
助
言
」
と
、
第
十
八
条

」
と
、
第
十
八
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
第

中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
第
十
九
条
中
「
提
供

十
九
条
中
「
提
供
日
及
び
内
容
、
当
該
指
定
訪
問
介
護
に
つ
い
て
法
第
四
十

日
及
び
内
容
、
当
該
指
定
訪
問
介
護
に
つ
い
て
法
第
四
十
一
条
第
六
項
の
規

一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
代
わ
っ
て
支
払
を
受
け
る
居
宅
介
護

定
に
よ
り
利
用
者
に
代
わ
っ
て
支
払
を
受
け
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額

サ
ー
ビ
ス
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
の
開
始
日
及
び
終
了
日
、
種
目
、

」
と
あ
る
の
は
「
提
供
の
開
始
日
及
び
終
了
日
、
種
目
、
品
名
」
と
、
第
二

品
名
」
と
、
第
二
十
一
条
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指

十
一
条
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
訪
問
介
護
」
と

定
訪
問
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
福
祉
用
具
貸
与
」
と
、
第
百
一
条

あ
る
の
は
「
基
準
該
当
福
祉
用
具
貸
与
」
と
、
第
百
一
条
第
二
項
中
「
処
遇

第
二
項
中
「
処
遇
」
と
あ
る
の
は
「
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
」
と
、
第
百
九
十
七

」
と
あ
る
の
は
「
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
」
と
、
第
百
九
十
七
条
第
二
項
中
「
法

条
第
二
項
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
福
祉
用
具
貸

定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
福
祉
用
具
貸
与
」
と
あ
る
の
は

与
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
福
祉
用
具
貸
与
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前

「
基
準
該
当
福
祉
用
具
貸
与
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

は
「
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
百
十
六
条

第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま

第
二
百
十
六
条

第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま

で
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
の
二
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三

で
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十

十
四
条
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
百
一
条

五
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
、
第
百
一
条
第
一
項
及
び
第
二

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
九
十
八
条
、
第
二
百
条
か
ら
第
二
百
二
条
ま
で

項
、
第
百
九
十
八
条
、
第
二
百
条
か
ら
第
二
百
二
条
ま
で
並
び
に
第
二
百
四

並
び
に
第
二
百
四
条
の
規
定
は
、
指
定
特
定
福
祉
用
具
販
売
の
事
業
に
つ
い

条
の
規
定
は
、
指
定
特
定
福
祉
用
具
販
売
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
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て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
中
「
第
二
十
九
条
」
と
あ
る

の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
中
「
第
二
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十

の
は
「
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
条
」
と
、
「
訪
問
介
護

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
条
」
と
、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の

員
等
」
と
あ
る
の
は
「
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
、
第
十
条
中
「
以
下
同

は
「
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
、
第
十
条
中
「
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る

じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
同
じ
。
）
、
取
り
扱
う
特
定
福
祉
用
具
の
種

の
は
「
以
下
同
じ
。
）
、
取
り
扱
う
特
定
福
祉
用
具
の
種
目
」
と
、
第
十
四

目
」
と
、
第
十
四
条
第
二
項
中
「
適
切
な
指
導
」
と
あ
る
の
は
「
適
切
な
相

条
第
二
項
中
「
適
切
な
指
導
」
と
あ
る
の
は
「
適
切
な
相
談
又
は
助
言
」
と

談
又
は
助
言
」
と
、
第
十
八
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
従
業

、
第
十
八
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
「
初
回

者
」
と
、
「
初
回
訪
問
時
及
び
利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
者
」
と
、
第

訪
問
時
及
び
利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
者
」
と
、
第
三
十
一
条
中
「
訪

三
十
一
条
中
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
第
百
一
条

問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
第
百
一
条
第
二
項
中
「
処
遇

第
二
項
中
「
処
遇
」
と
あ
る
の
は
「
サ
ー
ビ
ス
利
用
」
と
、
第
百
九
十
八
条

」
と
あ
る
の
は
「
サ
ー
ビ
ス
利
用
」
と
、
第
百
九
十
八
条
中
「
福
祉
用
具
」

中
「
福
祉
用
具
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
福
祉
用
具
」
と
、
「
貸
与
」
と
あ
る

と
あ
る
の
は
「
特
定
福
祉
用
具
」
と
、
「
貸
与
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
」
と

の
は
「
販
売
」
と
、
第
二
百
条
中
「
利
用
料
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
費
用
の

、
第
二
百
条
中
「
利
用
料
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
費
用
の
額
」
と
、
第
二
百

額
」
と
、
第
二
百
一
条
及
び
第
二
百
二
条
中
「
福
祉
用
具
」
と
あ
る
の
は
「

一
条
及
び
第
二
百
二
条
中
「
福
祉
用
具
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
福
祉
用
具
」

特
定
福
祉
用
具
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
章

雑
則

（
新
設
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
二
百
十
七
条

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
提

（
新
設
）

供
に
当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
の
省
令
に
お
い
て
書
面
（
書
面

、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形

等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ

の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が

規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
十
一
条
第
一
項
（
第
三
十
九

条
の
三
、
第
四
十
三
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
八
条
、
第
七
十
四
条
、
第

八
十
三
条
、
第
九
十
一
条
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
三
、
第
百
九
条
、
第

百
十
九
条
、
第
百
四
十
条
（
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
百
四
十
条
の
十
五
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
、
第
百
五
十

五
条
（
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
二
条
の
十
二
、
第
二
百
五
条
、
第
二
百
六
条
及
び

第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
八
十
一
条

第
一
項
（
第
百
九
十
二
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並

び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
当
該
書
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面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る

者
は
、
交
付
、
説
明
そ
の
他
こ
の
省
令
に
お
い
て
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等

に
対
し
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
並

び
に
同
意
、
承
諾
及
び
締
結
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
第
八
条
第
二
項
に
規

定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
八
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
に

つ
い
て
準
用
す
る
。



- 32 -

（
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
。
附
則
に

お
い
て
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
五
章

雑
則
（
第
三
十
一
条
）

附
則

附
則

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止

（
新
設
）

等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し

、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
提
供
す
る
に
当

（
新
設
）

た
っ
て
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等
関
連
情

報
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
行
う
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
の
開
始
に

２

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
の
開
始
に

際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
が
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基

際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
が
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基

本
方
針
及
び
利
用
者
の
希
望
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
利
用
者

本
方
針
及
び
利
用
者
の
希
望
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
利
用
者

は
複
数
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
紹
介
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が

は
複
数
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
紹
介
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
、
そ
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
居

で
き
る
こ
と
等
に
つ
き
説
明
を
行
い
、
理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
総
数
の
う
ち
、
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
福
祉
用
具
貸

与
及
び
地
域
密
着
型
通
所
介
護
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
等
」

と
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
位
置
付
け
ら
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
数
が
占

め
る
割
合
並
び
に
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
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居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
訪
問
介
護
等
ご
と
の
回
数
の
う
ち

、
同
一
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
も
の
の
占
め
る
割
合
等
に
つ
き
説
明
を
行
い
、

理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）

（
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

（
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
十
三
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
方
針
は
、
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基
本

第
十
三
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
方
針
は
、
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基
本

方
針
及
び
前
条
に
規
定
す
る
基
本
取
扱
方
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

方
針
及
び
前
条
に
規
定
す
る
基
本
取
扱
方
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

介
護
支
援
専
門
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
介
護
支
援
専
門
員
が

九

介
護
支
援
専
門
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
介
護
支
援
専
門
員
が

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
の
た
め
に
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
参
加

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
の
た
め
に
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
参
加

を
基
本
と
し
つ
つ
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定
居

を
基
本
と
し
つ
つ
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
担
当
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う

宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
担
当
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う

。
）
を
召
集
し
て
行
う
会
議
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機

。
）
を
召
集
し
て
行
う
会
議
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
催
に
よ
り
、

器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と

利
用
者
の
状
況
等
に
関
す
る
情
報
を
担
当
者
と
共
有
す
る
と
と
も
に
、
当

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
（
以
下
こ
の

該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、
専
門

号
に
お
い
て
「
利
用
者
等
」
と
い
う
。
）
が
参
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

的
な
見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
（
末

、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
の
活
用
に
つ
い
て
当
該
利
用
者
等
の
同
意
を
得
な

期
の
悪
性
腫
瘍
の
患
者
に
限
る
。
）
の
心
身
の
状
況
等
に
よ
り
、
主
治
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
催
に
よ
り
、
利
用

医
師
又
は
歯
科
医
師
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
主
治
の
医
師
等
」
と
い

者
の
状
況
等
に
関
す
る
情
報
を
担
当
者
と
共
有
す
る
と
と
も
に
、
当
該
居

う
。
）
の
意
見
を
勘
案
し
て
必
要
と
認
め
る
場
合
そ
の
他
の
や
む
を
得
な

宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、
専
門
的
な

い
理
由
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
意

見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
（
末
期
の

見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

悪
性
腫
瘍
の
患
者
に
限
る
。
）
の
心
身
の
状
況
等
に
よ
り
、
主
治
の
医
師

又
は
歯
科
医
師
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
主
治
の
医
師
等
」
と
い
う
。

）
の
意
見
を
勘
案
し
て
必
要
と
認
め
る
場
合
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
意
見
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

十
～
十
八
の
二

（
略
）

十
～
十
八
の
二

（
略
）

十
八
の
三

介
護
支
援
専
門
員
は
、
そ
の
勤
務
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事

（
新
設
）
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業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
例
地
域
密
着
型
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
い
う
。
）
の

総
額
が
法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
区

分
支
給
限
度
基
準
額
に
占
め
る
割
合
、
訪
問
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
が
サ
ー
ビ
ス
費
に
占
め
る
割
合
が
一
定
水
準
以
上
で
あ
る
こ
と
そ

の
他
の
基
準
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る

場
合
で
あ
っ
て
、
市
町
村
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
利
用
の
妥
当
性
を
検
討

し
、
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
訪
問
介
護
が
必
要
な
理
由
等
を
記
載
す

る
と
と
も
に
、
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
市
町
村
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

十
九
～
二
十
七

（
略
）

十
九
～
二
十
七

（
略
）

（
管
理
者
の
責
務
）

（
管
理
者
の
責
務
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
管
理
者
は
、
性
的
な
言
動
又
は
著
し
い
迷

（
新
設
）

惑
行
為
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要

な
配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
十
八
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ご

第
十
八
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ご

と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（

と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（

以
下
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の

以
下
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

七

（
略
）

六

（
略
）
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（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
十
九
条
の
二

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発

（
新
設
）

生
時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
を
継
続
的
に

実
施
す
る
た
め
の
、
及
び
非
常
の
体
制
に
お
け
る
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る

た
め
の
計
画
（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業

務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
従
業
者
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ

い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を

行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
二
十
一
条
の
二

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支

（
新
設
）

援
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん

延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を

活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね
六
月
に
一

回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
支
援
専
門
員

に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん

延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
介
護
支
援
専
門
員
に
対

し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
及
び
訓
練
を
定

期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書

（
新
設
）

面
を
当
該
指
定
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
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い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
虐
待
の
防
止
）

第
二
十
七
条
の
二

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の

（
新
設
）

再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対

策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果

に
つ
い
て
、
介
護
支
援
専
門
員
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
指

針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
介
護
支
援
専
門
員
に
対

し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

と
。第

五
章

雑
則

（
新
設
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
三
十
一
条

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供

（
新
設
）

に
当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
の
省
令
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、

書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等

人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の

他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規

定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
七
条
（
第
三
十
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
三
条
第
二
十
四
号
（
第
三
十
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
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さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た
る

者
は
、
交
付
、
説
明
そ
の
他
こ
の
省
令
に
お
い
て
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等

に
対
し
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
並

び
に
同
意
及
び
承
諾
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る

電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
四
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
に

つ
い
て
準
用
す
る
。



- 39 -

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三

十
四
号
。
附
則
に
お
い
て
「
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
八
章

（
略
）

第
一
章
～
第
八
章

（
略
）

第
九
章

雑
則
（
第
百
八
十
三
条
）

附
則

附
則

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
一
般
原
則
）

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
一
般
原
則
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待

（
新
設
）

の
防
止
等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者

に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を

（
新
設
）

提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護

保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
行
う

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
の
員
数
）

（
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
の
員
数
）

第
三
条
の
四

（
略
）

第
三
条
の
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４
（
略
）

５

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
同
一
敷
地
内
に

５

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
同
一
敷
地
内
に

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
等
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
等
の

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
等
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
等
の

入
所
者
等
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら

入
所
者
等
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
施
設
等
の
職
員
を
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る

ず
、
当
該
施
設
等
の
職
員
を
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る

。

。

一

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百

一

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百

二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う

二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う

。
第
六
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
百
三
十
一
条
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ

。
第
百
三
十
一
条
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
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。
）

二

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百

二

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百

四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
を
い
う

四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
を
い
う

。
第
六
条
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

。
）

三

指
定
特
定
施
設
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
七
十
四
条
第
一
項

三

指
定
特
定
施
設
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
七
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
指
定
特
定
施
設
を
い
う
。
第
六
条
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て

に
規
定
す
る
指
定
特
定
施
設
を
い
う
。
）

同
じ
。
）

四

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規

四

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。
第
六
条
第
四

定
す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）

項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

五

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
第
九
十
条
第
一
項
に
規

五

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
第
九
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
第
六
条
第

定
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
第
四
十
五

四
項
第
五
号
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
、
第
六
十
三
条
第
六

条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
、
第
六
十
三
条
第
六
項
、
第
六
十
四
条
第
三
項

項
、
第
六
十
四
条
第
三
項
及
び
第
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
第
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

六

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
（
第
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地

六

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
（
第
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地

域
密
着
型
特
定
施
設
を
い
う
。
第
六
条
第
四
項
第
六
号
、
第
四
十
五
条
第

域
密
着
型
特
定
施
設
を
い
う
。
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一

一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
六
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。

項
及
び
第
六
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

）
七

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
第
百
三
十
条
第
一
項
に
規
定

七

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
第
百
三
十
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い
う
。
第
六
条
第
四
項
第

す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い
う
。
第
四
十
五
条
第
一

七
号
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
六
十
三
条
第

項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
六
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

八

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
第
百
七
十
一
条
第
一

八

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
第
百
七
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。

項
に
規
定
す
る
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
を
い
う
。

第
六
条
第
四
項
第
八
号
及
び
第
四
章
か
ら
第
七
章
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。

第
四
章
か
ら
第
七
章
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

）
九
～
十
二

（
略
）

九
～
十
二

（
略
）

６
～

（
略
）

６
～

（
略
）

12

12

（
管
理
者
等
の
責
務
）

（
管
理
者
等
の
責
務
）

第
三
条
の
二
十
八

（
略
）

第
三
条
の
二
十
八

（
略
）
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２

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
性

（
新
設
）

的
な
言
動
又
は
著
し
い
迷
惑
行
為
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研

修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
三
条
の
二
十
九

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は

第
三
条
の
二
十
九

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は

、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲

、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲

げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に

げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

九

（
略
）

八

（
略
）

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
三
条
の
三
十
の
二

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者

（
新
設
）

は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
指
定
定
期

巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の

、
及
び
非
常
の
体
制
に
お
け
る
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以

下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従

い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
従
業
者
に
対

し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓

練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
定
期
的
に
業

務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を

行
う
も
の
と
す
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
三
条
の
三
十
一

（
略
）

第
三
条
の
三
十
一

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
定

（
新
設
）

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し

、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
お
け
る

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会

（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装

置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）

を
お
お
む
ね
六
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い

て
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図

る
こ
と
。

二

当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
お
け
る

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
お
い
て

、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
の

予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す

る
こ
と
。

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
三
条
の
三
十
二

（
略
）

第
三
条
の
三
十
二

（
略
）

２

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定

（
新
設
）

す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護
事
業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に

閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
地
域
と
の
連
携
等
）

（
地
域
と
の
連
携
等
）

第
三
条
の
三
十
七

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は

第
三
条
の
三
十
七

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は

、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

利
用
者
、
利
用
者
の
家
族
、
地
域
住
民
の
代
表
者
、
地
域
の
医
療
関
係
者
、

利
用
者
、
利
用
者
の
家
族
、
地
域
住
民
の
代
表
者
、
地
域
の
医
療
関
係
者
、
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指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
が
所
在
す
る
市
町
村

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
が
所
在
す
る
市
町
村

の
職
員
又
は
当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
が

の
職
員
又
は
当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
が

所
在
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る

所
在
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
（
テ
レ
ビ
電

護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
（
以
下
こ
の

話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用

項
に
お
い
て
「
介
護
・
医
療
連
携
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
お

者
又
は
そ
の
家
族
（
以
下
こ
の
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条

お
む
ね
六
月
に
一
回
以
上
、
介
護
・
医
療
連
携
推
進
会
議
に
対
し
て
指
定
定

に
お
い
て
「
利
用
者
等
」
と
い
う
。
）
が
参
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
テ

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
提
供
状
況
等
を
報
告
し
、
介
護
・

レ
ビ
電
話
装
置
等
の
活
用
に
つ
い
て
当
該
利
用
者
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

医
療
連
携
推
進
会
議
に
よ
る
評
価
を
受
け
る
と
と
も
に
、
介
護
・
医
療
連
携

な
ら
な
い
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
・
医
療
連
携
推
進
会
議
」

推
進
会
議
か
ら
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
お
お
む
ね
六
月
に
一
回
以
上
、
介
護
・
医
療
連
携

な
い
。

推
進
会
議
に
対
し
て
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
提
供

状
況
等
を
報
告
し
、
介
護
・
医
療
連
携
推
進
会
議
に
よ
る
評
価
を
受
け
る
と

と
も
に
、
介
護
・
医
療
連
携
推
進
会
議
か
ら
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く

機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
虐
待
の
防
止
）

第
三
条
の
三
十
八
の
二

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業

（
新
設
）

者
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
お
け
る

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等

を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
お
け
る

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
お
い
て

、
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
に
対
し
、
虐
待
の
防

止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
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四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

と
。

（
訪
問
介
護
員
等
の
員
数
）

（
訪
問
介
護
員
等
の
員
数
）

第
六
条

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
夜
間

第
六
条

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
指
定
夜
間

対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以

対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以

下
「
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き

下
「
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き

従
業
者
（
以
下
「
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
職
種
及

従
業
者
（
以
下
「
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
職
種
及

び
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

び
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
基
づ
き
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は

定
に
基
づ
き
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は

、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
従
業
者
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
従
業
者
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
従
業
者

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
（
指
定
夜
間
対

一

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
従
業
者

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
（
指
定
夜
間
対

応
型
訪
問
介
護
を
提
供
す
る
時
間
帯
を
通
じ
て
利
用
者
か
ら
の
通
報
を
受

応
型
訪
問
介
護
を
提
供
す
る
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
利
用
者
か
ら
の
通
報

け
付
け
る
業
務
に
当
た
る
従
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ

を
受
け
付
け
る
業
務
に
当
た
る
従
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

。
）
と
し
て
一
以
上
及
び
利
用
者
の
面
接
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
者
と
し

同
じ
。
）
と
し
て
一
以
上
及
び
利
用
者
の
面
接
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
者

て
一
以
上
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上

と
し
て
一
以
上
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、

利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
、
当
該
夜
間

対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
、
同
一
敷
地
内
の
指
定

訪
問
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
事
業
所
の
職
務
又
は
利
用
者
以
外
の
者
か
ら
の
通
報
を
受
け
付
け
る
業

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
訪
問
介
護
員
等

定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
を

二

定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
訪
問
介
護
員
等

定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
訪
問
介
護
員
等
の
員
数
は
、
交
通
事
情
、
訪
問
頻
度
等
を
勘
案
し
、

行
う
訪
問
介
護
員
等
の
員
数
は
、
交
通
事
情
、
訪
問
頻
度
等
を
勘
案
し
、

利
用
者
に
適
切
に
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
数
以

利
用
者
に
適
切
に
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
数
以

上

上
と
す
る
。

三

随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
訪
問
介
護
員
等

随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を

三

随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
訪
問
介
護
員
等

随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
訪
問
介
護
員
等
の
員
数
は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
を
提
供
す

行
う
訪
問
介
護
員
等
の
員
数
は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
を
提
供
す

る
時
間
帯
を
通
じ
て
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
訪
問
介
護
員

る
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
訪
問
介

等
が
一
以
上
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上

護
員
等
が
一
以
上
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し

、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

事
業
所
の
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
指
定
訪
問
介
護
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事
業
所
若
し
く
は
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所

の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
新
設
）

。
た
だ
し
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
夜
間
対
応
型
訪

問
介
護
事
業
所
の
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
、
同

一
敷
地
内
の
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
職
務
又
は
利
用
者
以
外
の
者
か
ら
の
通
報
を
受

け
付
け
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
同
一
敷
地
内
に
次
に
掲
げ
る
い
ず

（
新
設
）

れ
か
の
施
設
等
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
等
の
入
所
者
等
の
処
遇

に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
施
設
等

の
職
員
を
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

二

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所

三

指
定
特
定
施
設

四

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

五

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所

六

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設

七

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

八

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

九

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

十

介
護
老
人
保
健
施
設

十
一

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

十
二

介
護
医
療
院

５

随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
訪
問
介
護
員
等
は
、
専
ら
当
該
随
時
訪
問
サ

（
新
設
）

ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の

処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
定
期

巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
若
し
く
は

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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６

当
該
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
利
用
者
に
対
す
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

（
新
設
）

ン
セ
ン
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
第
三
項
本
文
及
び

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
、
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
に

従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

前
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
し
て

（
新
設
）

い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
利
用
者

に
対
す
る
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
訪
問
介
護
員
等
を
置
か

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
管
理
者
等
の
責
務
）

（
管
理
者
等
の
責
務
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
性
的
な
言
動
又
は
著

（
新
設
）

し
い
迷
惑
行
為
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の
他

の
必
要
な
配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
十
四
条

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問

第
十
四
条

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問

介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に

介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に

関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め

関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

九

（
略
）

八

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事

２

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事

業
所
ご
と
に
、
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
訪
問
介
護
員
等

業
所
ご
と
に
、
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
訪
問
介
護
員
等

に
よ
っ
て
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
及
び
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
け
れ

に
よ
っ
て
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
及
び
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
が
、
適
切
に

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
他
の
指
定
訪

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
所
を
利
用
者
に
提
供
す
る
体
制
を
構
築
し
て
お

問
介
護
事
業
所
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問

り
、
他
の
指
定
訪
問
介
護
事
業
又
は
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て

護
看
護
事
業
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
等
」
と

、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
当
該
他
の
指
定
訪
問
介
護
事
業

い
う
。
）
と
の
密
接
な
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪

所
の
訪
問
介
護
員
等
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

問
介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ

て
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
市
町
村
長
が
地
域
の
実
情
を

勘
案
し
適
切
と
認
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
事
業

の
一
部
を
、
当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
等
の
従
業
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
サ
ー
ビ

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
が
指

ス
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
長
が
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
適
切
と
認
め
る
範
囲

定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け

内
に
お
い
て
、
複
数
の
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
間
の
契
約
に

、
か
つ
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
事
業
と
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対

基
づ
き
、
当
該
複
数
の
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
が
密
接
な
連
携

応
型
訪
問
介
護
看
護
の
事
業
と
が
同
一
敷
地
内
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ

を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
一
体
的
に
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
か
ら
の
通
報
を

れ
て
い
る
場
合
（
第
三
条
の
三
十
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
当
該
夜

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
従
業
者
が
当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
職
務
を
行
う
こ
と
に
つ
き
市
町
村
長
に
認
め
ら

れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と

き
は
、
市
町
村
長
が
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
適
切
と
認
め
る
範
囲
内
に
お
い

て
、
定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
一
部
を
他
の

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
又
は
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
従
業
者

に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
地
域
と
の
連
携
等
）

（
地
域
と
の
連
携
等
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事

（
新
設
）

業
所
の
所
在
す
る
建
物
と
同
一
の
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
て
指
定

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
建
物
に
居
住
す
る
利

用
者
以
外
の
者
に
対
し
て
も
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
提
供
を
行
う
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
準
用
）

（
準
用
）

第
十
八
条

第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
二
十
ま
で
、
第
三
条
の
二
十
五
、
第

第
十
八
条

第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
二
十
ま
で
、
第
三
条
の
二
十
五
、
第

三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で
及
び
第

三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
一
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で
、
第
三
条

三
条
の
三
十
八
か
ら
第
三
条
の
三
十
九
ま
で
の
規
定
は
、
夜
間
対
応
型
訪
問

の
三
十
八
及
び
第
三
条
の
三
十
九
の
規
定
は
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
事

介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第

業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
、
第

一
項
、
第
三
条
の
十
七
、
第
三
条
の
三
十
一
及
び
第
三
条
の
三
十
二
中
「
定

三
条
の
十
七
、
第
三
条
の
三
十
一
及
び
第
三
条
の
三
十
二
中
「
定
期
巡
回
・

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
夜
間
対
応

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
夜
間
対
応
型
訪
問
介

型
訪
問
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
条
の
十
二
中
「
計
画
作
成
責
任
者
」
と
あ

護
従
業
者
」
と
、
第
三
条
の
十
二
中
「
計
画
作
成
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
「

る
の
は
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
従
業
者
（
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
従
業
者
（
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
を
設
置

ー
を
設
置
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
訪
問
介
護
員
等
）
」
と
、
第
三
条
の

し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
訪
問
介
護
員
等
）
」
と
、
第
三
条
の
二
十
五
中

二
十
五
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の

「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
訪
問

は
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
、
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
（

介
護
員
等
」
と
、
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
（
随
時
対
応

随
時
対
応
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
」
と
読
み

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
者
の
責
務
）

（
管
理
者
の
責
務
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
性
的
な
言
動
又
は
著

（
新
設
）

し
い
迷
惑
行
為
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の
他

の
必
要
な
配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
二
十
九
条

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
地
域
密
着
型
通

第
二
十
九
条

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
地
域
密
着
型
通

所
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項

所
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項

に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定

に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定

め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十
一

（
略
）

十

（
略
）
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（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者

３

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者

の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
際
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
全
て
の
地
域

い
。

密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支

援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を

有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に

係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
非
常
災
害
対
策
）

（
非
常
災
害
対
策
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施

（
新
設
）

に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介

２

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介

護
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次

護
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
必
要

の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及

（
新
設
）

び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装

置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね
六

月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
地
域
密
着

型
通
所
介
護
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及

（
新
設
）

び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。
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三

当
該
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
地
域
密
着
型
通

（
新
設
）

所
介
護
従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の

研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

（
地
域
と
の
連
携
等
）

（
地
域
と
の
連
携
等
）

第
三
十
四
条

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
地
域
密
着
型
通

第
三
十
四
条

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
地
域
密
着
型
通

所
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
、
利
用
者
の
家
族
、
地
域
住
民
の

所
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
、
利
用
者
の
家
族
、
地
域
住
民
の

代
表
者
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
が
所
在
す
る
市
町
村
の
職
員

代
表
者
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
が
所
在
す
る
市
町
村
の
職
員

又
は
当
該
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
が
所
在
す
る
区
域
を
管
轄
す

又
は
当
該
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
が
所
在
す
る
区
域
を
管
轄
す

る
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

る
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
職
員
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
等
に
よ
り
構

の
職
員
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
等
に
よ
り
構

成
さ
れ
る
協
議
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る

成
さ
れ
る
協
議
会
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
営
推
進
会
議
」
と
い
う
。

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
等
が
参
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
テ
レ

）
を
設
置
し
、
お
お
む
ね
六
月
に
一
回
以
上
、
運
営
推
進
会
議
に
対
し
活
動

ビ
電
話
装
置
等
の
活
用
に
つ
い
て
当
該
利
用
者
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

状
況
を
報
告
し
、
運
営
推
進
会
議
に
よ
る
評
価
を
受
け
る
と
と
も
に
、
運
営

ら
な
い
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
営
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を

推
進
会
議
か
ら
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

設
置
し
、
お
お
む
ね
六
月
に
一
回
以
上
、
運
営
推
進
会
議
に
対
し
活
動
状
況

な
い
。

を
報
告
し
、
運
営
推
進
会
議
に
よ
る
評
価
を
受
け
る
と
と
も
に
、
運
営
推
進

会
議
か
ら
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
三
十
七
条

第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
三
か
ら

第
三
十
七
条

第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
三
か
ら

第
三
条
の
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十

第
三
条
の
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十

六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で

六
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
九
及

、
第
三
条
の
三
十
八
の
二
、
第
三
条
の
三
十
九
及
び
第
十
二
条
の
規
定
は
、

び
第
十
二
条
の
規
定
は
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十

い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程

九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
重
要

」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と

事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従

、
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
地

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
条
の
三

域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
条
の
三
十
二
中
「
定
期
巡
回
・
随

十
二
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
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時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護

「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
三
十
七
条
の
三

第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
三

第
三
十
七
条
の
三

第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
三

か
ら
第
三
条
の
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の

か
ら
第
三
条
の
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の

二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六

二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十

ま
で
、
第
三
条
の
三
十
八
の
二
、
第
三
条
の
三
十
九
、
第
十
二
条
及
び
第
十

九
、
第
十
二
条
及
び
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
第
四
項
並
び

九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
第
四
項
並
び
に
前
節
（
第
三
十
七
条
を

に
前
節
（
第
三
十
七
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所

除
く
。
）
の
規
定
は
、
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準

介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十

一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
運
営

九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
運
営
規
程
（
第
二
十
九
条
に
規

規
程
（
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
を
い
う
。
第
三
条
の
三
十
二
に

定
す
る
運
営
規
程
を
い
う
。
第
三
条
の
三
十
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、

お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業

「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生

者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業

型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
「
共
生
型
地
域

者
（
以
下
「
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、

密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
三
条
の
三
十
二
中
「
定

第
三
条
の
三
十
二
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
地

と
あ
る
の
は
「
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
二
条

域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
二
条
第
四
項
中
「
前
項
た
だ
し

第
四
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
（
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者

書
の
場
合
（
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
が
第
一
項
に
掲
げ
る
設
備

が
第
一
項
に
掲
げ
る
設
備
を
利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜
に
指
定
地
域
密
着
型

を
利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜
に
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ

通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は

ス
を
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
地
域
密
着
型
通

「
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
が
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護

所
介
護
事
業
者
が
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
の
設
備
を
利
用
し

事
業
所
の
設
備
を
利
用
し
、
夜
間
及
び
深
夜
に
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介

、
夜
間
及
び
深
夜
に
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提

護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
」
と
、
第
二
十
六
条
第
四
号
、
第
二

供
す
る
場
合
」
と
、
第
二
十
六
条
第
四
号
、
第
二
十
七
条
第
五
項
、
第
三
十

十
七
条
第
五
項
及
び
第
三
十
条
第
三
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者

条
第
三
項
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」

」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
六

と
あ
る
の
は
「
共
生
型
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
六
条

条
第
二
項
第
二
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
十
八
第
二
項
」

第
二
項
第
二
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
十
八
第
二
項
」
と

と
あ
る
の
は
「
第
三
条
の
十
八
第
二
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
次
条
に
お

あ
る
の
は
「
第
三
条
の
十
八
第
二
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
次
条
に
お
い

い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
条
の
二
十
六
」
と

て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
条
の
二
十
六
」
と
、

、
同
項
第
四
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
」

同
項
第
四
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
」
と

と
あ
る
の
は
「
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

あ
る
の
は
「
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
管
理
者
の
責
務
）

（
管
理
者
の
責
務
）

第
四
十
条
の
十
一

（
略
）

第
四
十
条
の
十
一

（
略
）

２

指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
性
的
な
言
動
又
は
著
し
い
迷

（
新
設
）

惑
行
為
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要

な
配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
～
６

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
四
十
条
の
十
二

指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
療
養
通
所
介
護
事

第
四
十
条
の
十
二

指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
療
養
通
所
介
護
事

業
所
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規

業
所
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規

程
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な

程
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十

（
略
）

九

（
略
）

（
安
全
・
サ
ー
ビ
ス
提
供
管
理
委
員
会
の
設
置
）

（
安
全
・
サ
ー
ビ
ス
提
供
管
理
委
員
会
の
設
置
）

第
四
十
条
の
十
四

指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
者
は
、
安
全
か
つ
適
切
な
サ
ー

第
四
十
条
の
十
四

指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
者
は
、
安
全
か
つ
適
切
な
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
を
確
保
す
る
た
め
、
地
域
の
医
療
関
係
団
体
に
属
す
る
者
、
地

ビ
ス
の
提
供
を
確
保
す
る
た
め
、
地
域
の
医
療
関
係
団
体
に
属
す
る
者
、
地

域
の
保
健
、
医
療
又
は
福
祉
の
分
野
を
専
門
と
す
る
者
そ
の
他
指
定
療
養
通

域
の
保
健
、
医
療
又
は
福
祉
の
分
野
を
専
門
と
す
る
者
そ
の
他
指
定
療
養
通

所
介
護
の
安
全
か
つ
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と

所
介
護
の
安
全
か
つ
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
安
全
・
サ
ー
ビ
ス
提
供
管
理
委
員
会
（
テ

認
め
ら
れ
る
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
安
全
・
サ
ー
ビ
ス
提
供
管
理
委
員
会
（
次

レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
（
次

項
に
お
い
て
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
に
お
い
て
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
四
十
条
の
十
六

第
三
条
の
八
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
四

第
四
十
条
の
十
六

第
三
条
の
八
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
四

か
ら
第
三
条
の
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の

か
ら
第
三
条
の
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の

二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六

二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
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ま
で
、
第
三
条
の
三
十
八
の
二
、
第
三
条
の
三
十
九
、
第
二
十
四
条
（
第
三

九
、
第
二
十
四
条
（
第
三
項
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
二
十
五
条
及
び
第
三

項
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
五
条
の

十
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
療
養
通
所
介
護
の
事
業
に
つ

二
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
療
養
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
三
十
二
中
「
運
営
規
程

の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
三
十
二
中
「
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第

」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
の
十
二
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程

四
十
条
の
十
二
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
「
定
期
巡
回

」
と
、
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は

・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
療
養
通
所
介
護
従

「
療
養
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
条
第
三
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所

業
者
」
と
、
第
三
十
条
第
三
項
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
地
域
密
着
型

介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
療
養
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
四
条

通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
療
養
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十

第
一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る

四
条
第
一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と

の
は
「
療
養
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ

あ
る
の
は
「
療
養
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」

る
の
は
「
十
二
月
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
当
た
っ
て
は
」
と
あ
る
の
は
「

と
あ
る
の
は
「
十
二
月
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
当
た
っ
て
は
」
と
あ
る
の

当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
状
態
に
応
じ
て
」
と
、
第
三
十
五
条
第
四
項
中
「

は
「
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
状
態
に
応
じ
て
」
と
、
第
三
十
五
条
第
四
項

第
二
十
二
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
の
四
第
四
項
」
と
読
み
替

中
「
第
二
十
二
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
の
四
第
四
項
」
と
読

え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
四
十
五
条

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
介

第
四
十
五
条

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
介

護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予

護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
居
間
若

応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
居
間
若

し
く
は
食
堂
又
は
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
若
し
く
は
指
定
地
域
密
着
型

し
く
は
食
堂
又
は
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
若
し
く
は
指
定
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
の
食
堂
若
し
く
は
共
同
生
活
室
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

介
護
老
人
福
祉
施
設
の
食
堂
若
し
く
は
共
同
生
活
室
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

事
業
所
又
は
施
設
（
以
下
第
四
十
七
条
に
お
い
て
「
本
体
事
業
所
等
」
と
い

事
業
所
又
は
施
設
の
利
用
者
、
入
居
者
又
は
入
所
者
と
と
も
に
行
う
指
定
認

う
。
）
の
利
用
者
、
入
居
者
又
は
入
所
者
と
と
も
に
行
う
指
定
認
知
症
対
応

知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
以
下
「
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
」

型
通
所
介
護
（
以
下
「
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
」
と
い
う
。

と
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所

）
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業

介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
共
用
型

者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
共
用
型
指
定
認
知

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者

症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
の
員
数
は

の
員
数
は
、
当
該
利
用
者
、
当
該
入
居
者
又
は
当
該
入
所
者
の
数
と
当
該
共

、
当
該
利
用
者
、
当
該
入
居
者
又
は
当
該
入
所
者
の
数
と
当
該
共
用
型
指
定

用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
利
用
者
（
当
該
共
用
型
指
定
認
知
症

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
利
用
者
（
当
該
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通

対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
が
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介

所
介
護
事
業
者
が
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者

護
事
業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
八
条
第
一
項
に
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（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

規
定
す
る
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
を
い
う

共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同

。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
共
用
型
指
定
認
知
症
対

じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所

応
型
通
所
介
護
の
事
業
と
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
の
事
業
と
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
同
項
に

（
同
項
に
規
定
す
る
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
い

規
定
す
る
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
い
う
。
以
下

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営

同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い

さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
共
用
型
指
定
認
知

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型

症
対
応
型
通
所
介
護
又
は
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

通
所
介
護
又
は
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
利
用
者

の
利
用
者
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
を
合
計
し
た
数
に
つ
い
て
、
第

。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
を
合
計
し
た
数
に
つ
い
て
、
第
九
十
条
、

九
十
条
、
第
百
十
条
若
し
く
は
第
百
三
十
一
条
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護

第
百
十
条
若
し
く
は
第
百
三
十
一
条
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
七
十
条
に
規
定
す
る
従
業
者
の
員
数
を
満
た
す
た
め

ビ
ス
基
準
第
七
十
条
に
規
定
す
る
従
業
者
の
員
数
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な

に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。

数
以
上
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
管
理
者
）

（
管
理
者
）

第
四
十
七
条

共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
共
用
型
指

第
四
十
七
条

共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
共
用
型
指

定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常

定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常

勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
用
型
指
定
認
知
症

勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
用
型
指
定
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用
型
指

対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用
型
指

定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷

定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷

地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。
な
お
、
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
管
理
上
支
障

の
と
す
る
。

が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
他
の
職
務

に
従
事
し
、
か
つ
、
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
本
体
事
業
所
等
の
職
務
に
従

事
す
る
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
五
十
四
条

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
認
知
症
対
応

第
五
十
四
条

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要

型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要

事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十
一

（
略
）

十

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
六
十
一
条

第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
三
か
ら

第
六
十
一
条

第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
三
か
ら

第
三
条
の
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十

第
三
条
の
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十

六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で

六
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
九
、

、
第
三
条
の
三
十
八
の
二
、
第
三
条
の
三
十
九
、
第
十
二
条
、
第
二
十
三
条

第
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三
十
条
か

、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
の
規

ら
第
三
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
に

定
は
、
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三

場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る

条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
に
規
定

運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る

す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

規
程
」
と
、
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る

護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、

の
は
「
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
条
の
三
十
二
中
「
定

第
三
条
の
三
十
二
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
認
知
症
対

と
あ
る
の
は
「
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一

応
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
条
第
三
項
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項

項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は

中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
認
知
症
対
応
型
通
所

「
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
第
三
十
五

介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ

条
第
四
項
中
「
第
二
十
二
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
四
条
第
四
項

い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
つ
い

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
第
三
十
五
条
第
四
項
中
「
第
二
十
二
条
第
四
項

」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
四
条
第
四
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
従
業
者
の
員
数
等
）

（
従
業
者
の
員
数
等
）

第
六
十
三
条

（
略
）

第
六
十
三
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
各
項
に
定
め
る
人
員
に
関

６

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
各
項
に
定
め
る
人
員
に
関

す
る
基
準
を
満
た
す
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
置
く
ほ
か
、
同

す
る
基
準
を
満
た
す
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
置
く
ほ
か
、
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
従
業
者
を
置

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
従
業
者
を
置

い
て
い
る
と
き
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

い
て
い
る
と
き
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
従
業
者
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が

護
従
業
者
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
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で
き
る
。

で
き
る
。

当
該
指
定
小
規

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事

介
護
職
員

当
該
指
定
小
規

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事

介
護
職
員

模
多
機
能
型
居

業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
、

模
多
機
能
型
居

業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
、

宅
介
護
事
業
所

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

宅
介
護
事
業
所

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

に
中
欄
に
掲
げ

、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老

に
中
欄
に
掲
げ

、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
医
療

る
施
設
等
の
い

人
保
健
施
設
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療

る
施
設
等
の
い

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号

ず
れ
か
が
併
設

施
設
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

ず
れ
か
が
併
設

）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る

さ
れ
て
い
る
場

第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号

さ
れ
て
い
る
場

療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
も

合

に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療

合

の
に
限
る
。
）
又
は
介
護
医
療
院

所
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
介
護

医
療
院

当
該
指
定
小
規

前
項
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
、
指
定
居

看
護
師
又

当
該
指
定
小
規

前
項
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
、
指
定
居

看
護
師
又

模
多
機
能
型
居

宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
事
業
所
、

は
准
看
護

模
多
機
能
型
居

宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
事
業
所
、

は
准
看
護

宅
介
護
事
業
所

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

師

宅
介
護
事
業
所

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

師

の
同
一
敷
地
内

護
看
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
通

の
同
一
敷
地
内

護
看
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
通

に
中
欄
に
掲
げ

所
介
護
事
業
所
又
は
指
定
認
知
症
対
応

に
中
欄
に
掲
げ

所
介
護
事
業
所
、
指
定
認
知
症
対
応
型

る
施
設
等
の
い

型
通
所
介
護
事
業
所

る
施
設
等
の
い

通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
老
人
福

ず
れ
か
が
あ
る

ず
れ
か
が
あ
る

祉
施
設
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設

場
合

場
合

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

13

13

（
管
理
者
）

（
管
理
者
）

第
六
十
四
条

（
略
）

第
六
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
管
理
者
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

３

前
二
項
の
管
理
者
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
（
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ

ン
タ
ー
（
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療

ス
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療

院
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同

院
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
第
百
七
十
三
条
に
規

生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
第
百
七
十
三
条
に
規

定
す
る
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

定
す
る
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

等
の
従
業
者
又
は
訪
問
介
護
員
等
（
介
護
福
祉
士
又
は
法
第
八
条
第
二
項
に

等
の
従
業
者
又
は
訪
問
介
護
員
等
（
介
護
福
祉
士
又
は
法
第
八
条
第
二
項
に
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規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。
次
条
、
第
九
十
一
条
第
三
項
、
第
九

規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。
次
条
、
第
九
十
一
条
第
二
項
、
第
九

十
二
条
及
び
第
百
七
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
三
年
以
上
認
知
症

十
二
条
及
び
第
百
七
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
三
年
以
上
認
知
症

で
あ
る
者
の
介
護
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
別
に
厚
生
労

で
あ
る
者
の
介
護
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
別
に
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修
了
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修
了
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
心
身
の
状
況
等
の
把
握
）

（
心
身
の
状
況
等
の
把
握
）

第
六
十
八
条

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
小
規
模
多

第
六
十
八
条

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
介
護
支
援
専
門
員
（
第
六
十
三

機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
介
護
支
援
専
門
員
（
第
六
十
三

条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
支
援
専
門
員
を
配
置
し
て
い
な
い
サ
テ
ラ

条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
支
援
専
門
員
を
配
置
し
て
い
な
い
サ
テ
ラ

イ
ト
型
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
本
体
事
業

イ
ト
型
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
本
体
事
業

所
の
介
護
支
援
専
門
員
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。

所
の
介
護
支
援
専
門
員
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
開
催
す
る
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
介
護
支
援
専
門
員
が
居
宅
サ
ー
ビ

）
が
開
催
す
る
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
介
護
支
援
専
門
員
が
居
宅
サ
ー
ビ

ス
計
画
の
作
成
の
た
め
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定

ス
計
画
の
作
成
の
た
め
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
担
当
者
を
召
集
し
て
行
う
会
議
（
テ
レ
ビ

ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
担
当
者
を
召
集
し
て
行
う
会
議
を
い
う
。

電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
利

）
等
を
通
じ
て
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
他

用
者
等
が
参
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
の
活
用
に
つ

の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努
め

い
て
当
該
利
用
者
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
を
い
う
。
）
等

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
通
じ
て
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
他
の
保

健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
八
十
一
条

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
小
規
模
多

第
八
十
一
条

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の

機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の

重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十
一

（
略
）

十

（
略
）

（
定
員
の
遵
守
）

（
定
員
の
遵
守
）
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第
八
十
二
条

（
略
）

第
八
十
二
条

（
略
）

２

前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
過
疎
地
域
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
地

（
新
設
）

域
で
あ
っ
て
、
地
域
の
実
情
に
よ
り
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
効

率
的
運
営
に
必
要
で
あ
る
と
市
町
村
が
認
め
た
場
合
は
、
一
定
の
期
間
に
限

り
、
登
録
定
員
並
び
に
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
定
員
を

超
え
て
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
八
十
八
条

第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、
第

第
八
十
八
条

第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、
第

三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条
の
三
十

三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十

二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
八
か
ら
第
三
条
の
三
十
九

六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
八
、
第
三
条
の
三
十
九
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十

ま
で
、
第
三
条
の
三
十
九
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
三
条
及
び

条
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居

第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
に
つ
い

宅
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の

第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る

八
十
一
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
「
定
期
巡
回
・
随

重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第

介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
条
の
三
十
二
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

三
条
の
三
十
二
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と

介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」

あ
る
の
は
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
八
条
第
二

と
、
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
章
第
四
節
」

項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
条
第
三
項

と
、
第
三
十
条
第
三
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は

及
び
第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の

「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
地

は
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「

域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模

地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規

多
機
能
型
居
宅
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ

の
は
「
二
月
」
と
、
「
活
動
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿

る
の
は
「
二
月
」
と
、
「
活
動
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び

泊
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
回
数
等
の
活
動
状
況
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
回
数
等
の
活
動
状
況
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
九
十
条

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「

第
九
十
条

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
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行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
」
と
い

行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
」
と
い

う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
に
当

う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
に
当

た
る
従
業
者
（
以
下
「
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
当
該
事
業

た
る
従
業
者
（
以
下
「
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
当
該
事
業

所
を
構
成
す
る
共
同
生
活
住
居
ご
と
に
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
以
外
の

所
を
構
成
す
る
共
同
生
活
住
居
ご
と
に
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
以
外
の

時
間
帯
に
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
る
介
護
従
業

時
間
帯
に
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
る
介
護
従
業

者
を
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
共
同
生
活
住
居
の
利
用
者
（
当
該
指
定
認

者
を
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
共
同
生
活
住
居
の
利
用
者
（
当
該
指
定
認

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
事
業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
七
十
条

生
活
介
護
事
業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
七
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
認
知
症
対

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
と
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
と
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る

護
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ

事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
又
は

っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
又
は

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
条
及

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
条
及

び
第
九
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と

び
第
九
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と

に
一
以
上
と
す
る
ほ
か
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
て
一
以
上
の
介

に
一
以
上
と
す
る
ほ
か
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
て
一
以
上
の
介

護
従
業
者
に
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
（
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
に
行
わ
れ

護
従
業
者
に
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
（
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
に
行
わ
れ

る
勤
務
（
宿
直
勤
務
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

る
勤
務
（
宿
直
勤
務
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な

）
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
認
知

数
以
上
と
す
る
。

症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
有
す
る
共
同
生
活
住
居
の
数
が
三
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
共
同
生
活
住
居
が
す
べ
て
同
一
の
階
に
お
い
て
隣

接
し
、
介
護
従
業
者
が
円
滑
に
利
用
者
の
状
況
把
握
を
行
い
、
速
や
か
な
対

応
が
可
能
な
構
造
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
事
業
者
に
よ
る
安
全
対
策
が
講
じ
ら
れ
、
利
用
者
の
安
全
性
が
確

保
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
に
指
定
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
事
業
所
ご
と
に
置
く
べ
き
介
護
従
業
者
の
員
数
は
、
夜
間
及

び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
て
二
以
上
の
介
護
従
業
者
に
夜
間
及
び
深
夜
の
勤

務
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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５

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共

５

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
共
同
生
活
住
居
ご
と
に

同
生
活
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
係
る
計
画
の
作
成
に

利
用
に
係
る
計
画
の
作
成
に
関
し
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
認

関
し
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
の
に
適
当
と
認
め

計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
の
に
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
専
ら
そ
の
職

ら
れ
る
も
の
を
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
計
画
作
成
担
当
者
と
し
な
け
れ

務
に
従
事
す
る
計
画
作
成
担
当
者
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指

用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
同
生
活
住
居
に
お
け
る
他
の

定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
お
け
る
他
の
職
務
に
従
事
す
る

職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

６
～
８

（
略
）

６
～
８

（
略
）

９

第
七
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
認
知
症
対
応

（
新
設
）

型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
で

あ
っ
て
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
そ
の
他
の
保
健
医
療
又
は
福
祉
に
関

す
る
事
業
に
つ
い
て
三
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
事
業
者
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
当
該
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
事
業
所
以
外
の
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
で
あ
っ
て

当
該
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
対
し
て
指
定
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
に
係
る
支
援
を
行
う
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
「
本
体
事
業
所
」
と
い
う
。
）
と
の
密
接
な
連
携
の
下
に
運
営
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
介
護
支
援
専
門
員
で
あ
る
計

画
作
成
担
当
者
に
代
え
て
、
第
六
項
の
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修

を
修
了
し
た
者
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

・

（
略
）

９
・

（
略
）

10

11

10

（
管
理
者
）

（
管
理
者
）

第
九
十
一
条

（
略
）

第
九
十
一
条

（
略
）

２

前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
生
活
住
居
の
管
理
上
支
障
が
な

（
新
設
）

い
場
合
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に

お
け
る
共
同
生
活
住
居
の
管
理
者
は
、
本
体
事
業
所
に
お
け
る
共
同
生
活
住

居
の
管
理
者
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）
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第
九
十
三
条

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
は
、
共
同
生
活
住

第
九
十
三
条

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
は
、
共
同
生
活
住

居
を
有
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
数
は
一
以
上
三
以
下
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定

居
を
有
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
数
は
一
又
は
二
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
認

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
一
又
は
二
）
と
す
る

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
係
る
用
地
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
こ

。

と
そ
の
他
地
域
の
実
情
に
よ
り
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所

の
効
率
的
運
営
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
一
の
事
業
所
に
お
け
る
共

同
生
活
住
居
の
数
を
三
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
取
扱
方
針
）

（
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
取
扱
方
針
）

第
九
十
七
条

（
略
）

第
九
十
七
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正

７

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正

化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
従
業
者

月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
従
業

そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

者
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

８

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
自
ら
そ
の
提
供
す
る
指

８

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
自
ら
そ
の
提
供
す
る
指

定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
質
の
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
次
に
掲

定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
質
の
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
定
期
的

げ
る
い
ず
れ
か
の
定
期
的
な
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、

に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ

常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

外
部
の
者
に
よ
る
評
価

（
新
設
）

二

第
百
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
営

（
新
設
）

推
進
会
議
に
お
け
る
評
価

（
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

（
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
百
一
条

共
同
生
活
住
居
の
管
理
者
は
、
同
時
に
介
護
保
険
施
設
、
指
定
居

第
百
一
条

共
同
生
活
住
居
の
管
理
者
は
、
同
時
に
介
護
保
険
施
設
、
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
認
知
症

宅
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若

対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
場
合
は
、
本
体
事
業
所
が
提
供
す
る
指
定

し
く
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
事
業
所
、
病

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
除
く
。
）
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若

院
、
診
療
所
又
は
社
会
福
祉
施
設
を
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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し
く
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
事
業
所
、
病

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
業
所
、
施
設
等
が
同
一
敷
地
内
に
あ
る
こ
と
等
に
よ

院
、
診
療
所
又
は
社
会
福
祉
施
設
を
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

り
当
該
共
同
生
活
住
居
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
業
所
、
施
設
等
が
同
一
敷
地
内
に
あ
る
こ
と
等
に
よ

。

り
当
該
共
同
生
活
住
居
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
二
条

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
共
同
生
活
住
居

第
百
二
条

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
共
同
生
活
住
居

ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程

ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程

を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

八

（
略
）

七

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
百
三
条

（
略
）

第
百
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
介
護
従
業
者
の
資
質
の

３

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
介
護
従
業
者
の
資
質
の

向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

際
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
全
て
の
介
護
従
業
者

（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
際

二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受

講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
八
条

第
三
条
の
七
、
第
三
条
の
八
、
第
三
条
の
十
、
第
三
条
の
十
一
、

第
百
八
条

第
三
条
の
七
、
第
三
条
の
八
、
第
三
条
の
十
、
第
三
条
の
十
一
、

第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条
の
三

第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
三

十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
四
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
六
、
第
三
条
の
三
十
八

十
四
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
六
、
第
三
条
の
三
十
八
、
第
三
条
の
三
十
九
、

か
ら
第
三
条
の
三
十
九
ま
で
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条

第
二
十
八
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
八
十
条
、
第
八
十
二
条
の
二
及
び
第
八
十
四

八
十
条
、
第
八
十
二
条
の
二
及
び
第
八
十
四
条
の
規
定
は
、
指
定
認
知
症
対
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条
の
規
定
は
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用

応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九

第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ

に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
二
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項

る
の
は
「
第
百
二
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
「
定
期

に
関
す
る
規
程
」
と
、
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者

巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業
者

」
と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
条
の
三
十
二
中
「
定
期
巡
回
・

」
と
、
第
三
条
の
三
十
二
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業
者
」
と
、

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
章
第
四
節
」
と
、

節
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「

密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
認
知
症
対

介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ

応
型
共
同
生
活
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る

い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に

の
は
「
二
月
」
と
、
第
八
十
条
中
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」

つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
、
第

と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業
者
」
と
、
第
八
十
二
条
の
二
中
「
指
定
小
規
模
多

八
十
条
中
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
従

機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

業
者
」
と
、
第
八
十
二
条
の
二
中
「
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

介
護
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

者
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
取
扱
方
針
）

（
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
取
扱
方
針
）

第
百
十
八
条

（
略
）

第
百
十
八
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束

６

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束

等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
二
十
五
条

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、

第
百
二
十
五
条

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
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指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て

の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十

（
略
）

九

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
百
二
十
六
条

（
略
）

第
百
二
十
六
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
地
域
密
着
型

４

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
地
域
密
着
型

特
定
施
設
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し

特
定
施
設
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

生
活
介
護
事
業
者
は
、
全
て
の
地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業
者
（
看
護
師
、

准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定

す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を

除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た

め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
二
十
九
条

第
三
条
の
十
、
第
三
条
の
十
一
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条

第
百
二
十
九
条

第
三
条
の
十
、
第
三
条
の
十
一
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条

の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十

の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
三

六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
八
か
ら
第
三
条
の
三
十
九
ま
で
、
第
二
十
八
条
、

十
八
、
第
三
条
の
三
十
九
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、

第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第

第
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
八
十
条
の
規
定
は
、
指
定
地

三
十
五
条
の
二
及
び
第
八
十
条
の
規
定
は
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入

域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

居
者
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三

場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
三
十
二
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
介
護
看

条
の
三
十
二
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の

護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業
者
」
と
、
第
二
十

は
「
地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業
者
」
と
、
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の

八
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十

節
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
地
域

四
条
第
一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と

密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業
者

あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有

」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を

す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
つ

る
。
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い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
百
三
十
一
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者

第
百
三
十
一
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
置
く
べ
き
従
業
者

の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄

の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

養
士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉

施
設
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
入
所

者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
四
号
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を

置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

一
以
上

四

栄
養
士

一
以
上

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
指
定
地

３

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
指
定
地

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

い
。
た
だ
し
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定

。

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
第
百
五
十
八
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト

型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定

介
護
老
人
福
祉
施
設
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
。
以
下
「
指
定
介
護

老
人
福
祉
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
併

設
す
る
場
合
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
指

定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
（
指
定
介
護
老
人
福
祉

施
設
基
準
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
配
置
さ
れ
る
看
護
職
員
に

限
る
。
）
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
併
設
す
る
場
合
の
指
定
地
域
密
着
型
介

護
老
人
福
祉
施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

の
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
（
第
百
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
配
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置
さ
れ
る
看
護
職
員
に
限
る
。
）
を
除
き
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
～
７

（
略
）

４
～
７

（
略
）

９

第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

８

第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又

、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
介
護
支
援
専
門
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
本

は
介
護
支
援
専
門
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
本
体
施
設
の
場
合
に
は
、

体
施
設
の
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
に
よ
り
当
該

め
る
職
員
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切

サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら

に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

一

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

生
活
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又

栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
介
護
支
援
専
門
員

は
介
護
支
援
専
門
員

二

介
護
老
人
保
健
施
設

支
援
相
談
員
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

二

介
護
老
人
保
健
施
設

支
援
相
談
員
、
栄
養
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業

、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
介
護
支
援
専

療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
介
護
支
援
専
門
員

門
員

三

病
院

栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
（
病
床
数
百
以
上
の
病
院
の
場

三

病
院

栄
養
士
（
病
床
数
百
以
上
の
病
院
の
場
合
に
限
る
。
）
又
は
介

合
に
限
る
。
）
又
は
介
護
支
援
専
門
員
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の

護
支
援
専
門
員
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
場
合
に
限
る
。
）

場
合
に
限
る
。
）

四

介
護
医
療
院

栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
又
は
介
護
支
援
専
門
員

四

介
護
医
療
院

栄
養
士
又
は
介
護
支
援
専
門
員

～

（
略
）

９
～

（
略
）

10

13

12

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
指
定
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
指
定
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定

14

13

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
事

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
介
護
事

業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
、
指

業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
等
、
指

定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
又
は
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介

定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
又
は
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
若
し
く
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
若
し
く
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

基
準
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

基
準
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
併

所
介
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
併

設
さ
れ
る
事
業
所
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
つ
い

設
さ
れ
る
事
業
所
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
つ
い

て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
生
活
相
談
員
、
栄
養

て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
生
活
相
談
員
、
栄
養

士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
よ
り
当
該
事
業
所
の
利

士
又
は
機
能
訓
練
指
導
員
に
よ
り
当
該
事
業
所
の
利
用
者
の
処
遇
が
適
切
に

用
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な

行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
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い
こ
と
が
で
き
る
。

～

（
略
）

～

（
略
）

14

17

14

17

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
取
扱
方
針
）

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
取
扱
方
針
）

第
百
三
十
七
条

（
略
）

第
百
三
十
七
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を

６

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を

図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）

（
地
域
密
着
型
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
）

（
地
域
密
着
型
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
）

第
百
三
十
八
条

（
略
）

第
百
三
十
八
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
入
所
者
に
対

６

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
入
所
者
に
対

す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
提
供
に
当

す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
提
供
に
当

た
る
他
の
担
当
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う
。
）
を
召

た
る
他
の
担
当
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う
。
）
を
召

集
し
て
行
う
会
議
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る

集
し
て
行
う
会
議
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
開
催
、
担

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
当
該
地
域
密
着
型
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の

「
入
所
者
等
」
と
い
う
。
）
が
参
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
テ
レ
ビ
電
話

原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、
専
門
的
な
見
地
か
ら
の
意
見
を
求

装
置
等
の
活
用
に
つ
い
て
当
該
入
所
者
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

め
る
も
の
と
す
る
。

。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
開
催
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
当
該
地
域
密
着
型
施
設
サ
ー

ビ
ス
計
画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、
専
門
的
な
見
地
か
ら

の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

12

12
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（
栄
養
管
理
）

第
百
四
十
三
条
の
二

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
者
の

（
新
設
）

低
栄
養
状
態
の
予
防
及
び
改
善
を
図
り
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
各
入
所
者
の
状
態
に
応
じ
た
栄
養
管
理
を
計
画
的
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
口
腔
衛
生
の
管
理
）

第
百
四
十
三
条
の
三

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
者
の

（
新
設
）

口
腔
の
健
康
の
保
持
を
図
り
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
口
腔
衛
生
管
理
体
制
を
整
備
し
、
各
入
所
者
の
状
態
に
応
じ
た
口
腔

衛
生
の
管
理
を
計
画
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
四
十
八
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施

第
百
四
十
八
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施

設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

九

（
略
）

八

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
百
四
十
九
条

（
略
）

第
百
四
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資
質

３

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資
質

の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、

の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
全
て
の
従
業
者
（
看
護
師

、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者

を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
百
五
十
一
条

（
略
）

第
百
五
十
一
条

（
略
）

２

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護

２

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し

老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し

な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食

一

当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食

中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（

中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を

テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）

お
お
む
ね
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て

を
お
お
む
ね
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い

、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ

三

当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ

の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防

の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防

止
の
た
め
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

第
百
五
十
五
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
事
故
の
発
生
又

第
百
五
十
五
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
事
故
の
発
生
又

は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
及
び
従
業
者
に
対
す
る
研
修
を
定

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
従
業
者
に
対
す
る
研
修
を

期
的
に
行
う
こ
と
。

定
期
的
に
行
う
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

（
新
設
）

と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
五
十
七
条

第
三
条
の
七
、
第
三
条
の
八
、
第
三
条
の
十
、
第
三
条
の
十

第
百
五
十
七
条

第
三
条
の
七
、
第
三
条
の
八
、
第
三
条
の
十
、
第
三
条
の
十

一
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条

一
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
二
、
第
三
条
の
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の
三
十
二
、
第
三
条
の
三
十
四
、
第
三
条
の
三
十
六
、
第
三
条
の
三
十
八
の

三
十
四
、
第
三
条
の
三
十
六
、
第
三
条
の
三
十
九
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十

二
、
第
三
条
の
三
十
九
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
四
条
第

二
条
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
地
域
密

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第

三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る

三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
八
条
に

の
は
「
第
百
四
十
八
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
「
定

規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」

問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
第
三
条
の
十
一
第
一

と
、
第
三
条
の
十
一
第
一
項
中
「
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

項
中
「
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
提
供
の
開
始
に
際

看
護
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
の
際
に
」
と
、
同
条

し
、
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
の
際
に
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
居
宅
介

第
二
項
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
が
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
等

護
支
援
が
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
等
の
場
合
で
あ
っ
て
必
要
と

の
場
合
で
あ
っ
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
要
介
護
認
定
」
と
あ
る
の
は
「

認
め
る
と
き
は
、
要
介
護
認
定
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
認
定
」
と
、
第
三

要
介
護
認
定
」
と
、
第
三
条
の
三
十
二
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

条
の
三
十
二
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ

介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
第
二
十
八
条
第
二
項
中

る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は

「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中

「
第
七
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護

「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
地

に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る

施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ

者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
の
は
「
二
月
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
設
備
）

（
設
備
）

第
百
六
十
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
設
備
の

第
百
六
十
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
設
備
の

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ユ
ニ
ッ
ト

一

ユ
ニ
ッ
ト

イ

居
室

イ

居
室

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

居
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ

居
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ

（２）

（２）

ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ

ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ

し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
定
員
は
、
原
則
と
し
て
お
お
む
ね
十
人

し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
定
員
は
、
お
お
む
ね
十
人
以
下
と
し
な

以
下
と
し
、
十
五
人
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
の
居
室
の
床
面
積
等
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

一
の
居
室
の
床
面
積
等
は
、
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

（３）

（３）

る
こ
と
。
た
だ
し
、

た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・

（１）

三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
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（
削
る
）

十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

た

（ｉ）

（１）

だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

と
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
居
室
を
改
修
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

（ｉｉ）
入
居
者
同
士
の
視
線
の
遮
断
の
確
保
を
前
提
に
し
た
上
で
、
居
室

を
隔
て
る
壁
に
つ
い
て
、
天
井
と
の
間
に
一
定
の
隙
間
が
生
じ
て

い
て
も
差
し
支
え
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（４）

（４）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
取
扱
方
針
）

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
取
扱
方
針
）

第
百
六
十
二
条

（
略
）

第
百
六
十
二
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
身
体
的
拘
束
等

８

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
身
体
的
拘
束
等

の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

９

（
略
）

９

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
六
十
六
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
次

第
百
六
十
六
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
次

に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お

に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十

（
略
）

九

（
略
）
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（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
百
六
十
七
条

（
略
）

第
百
六
十
七
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し

、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
そ
の
際
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、

。

全
て
の
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員

、
法
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的

な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
六
十
九
条

第
三
条
の
七
、
第
三
条
の
八
、
第
三
条
の
十
、
第
三
条
の
十

第
百
六
十
九
条

第
三
条
の
七
、
第
三
条
の
八
、
第
三
条
の
十
、
第
三
条
の
十

一
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条

一
、
第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
二
、
第
三
条
の

の
三
十
二
、
第
三
条
の
三
十
四
、
第
三
条
の
三
十
六
、
第
三
条
の
三
十
八
の

三
十
四
、
第
三
条
の
三
十
六
、
第
三
条
の
三
十
九
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十

二
、
第
三
条
の
三
十
九
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
第
一

二
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
百
三
十
三
条
か
ら
第
百

項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
百
三
十
三
条
か
ら
第
百
三
十
五
条
ま
で
、
第
百
三

三
十
五
条
ま
で
、
第
百
三
十
八
条
、
第
百
四
十
一
条
、
第
百
四
十
三
条
か
ら

十
八
条
、
第
百
四
十
一
条
、
第
百
四
十
三
条
か
ら
第
百
四
十
七
条
ま
で
及
び

第
百
四
十
七
条
ま
で
及
び
第
百
五
十
一
条
か
ら
第
百
五
十
六
条
ま
で
の
規
定

第
百
五
十
一
条
か
ら
第
百
五
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地

は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
準
用
す

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に

、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と

規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
重
要
事

あ
る
の
は
「
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、

項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業

「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
従
業

者
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
第
三
条
の
十
一
第
一
項
中
「
指
定
定
期

者
」
と
、
第
三
条
の
十
一
第
一
項
中
「
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
」
と
あ
る
の

介
護
看
護
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
」
と
あ
る
の
は
「
入
居
の
際
に
」
と
、

は
「
入
居
の
際
に
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
が
利
用
者

同
条
第
二
項
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
が
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
な

に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
等
の
場
合
で
あ
っ
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

い
等
の
場
合
で
あ
っ
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
要
介
護
認
定
」
と
あ
る
の

要
介
護
認
定
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
認
定
」
と
、
第
三
条
の
三
十
二
中
「

は
「
要
介
護
認
定
」
と
、
第
三
条
の
三
十
二
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者

訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
第
二
十
八
条
第
二

」
と
、
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
章
第
五
節

項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
章
第
五
節
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一

」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
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項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は

有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活

「
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有

介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」

す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
、
第
百
四
十
七
条
中
「

と
、
第
百
四
十
七
条
中
「
第
百
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条

第
百
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百

に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
八
条
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
百
三
十
七

三
十
八
条
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
百
三
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は

条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
二
条
第
七
項
」
と
、
同
条
第
六
号
中

「
第
百
六
十
二
条
第
七
項
」
と
、
同
条
第
六
号
中
「
第
百
五
十
七
条
」
と
あ

「
第
百
五
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
」
と
、
同
条
第
七
号
中

る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
」
と
、
同
条
第
七
号
中
「
第
百
五
十
五
条
第
三
項

「
第
百
五
十
五
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用

」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
五
条
第
三

す
る
第
百
五
十
五
条
第
三
項
」
と
、
第
百
五
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第

項
」
と
、
第
百
五
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
百
三
十
五
条
第
二
項
」
と

百
三
十
五
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五
条
第
二
項
」

第
百
三
十
五
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
第
百
三
十
七
条
第
五
項
」

と
、
同
項
第
三
号
中
「
第
百
三
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十

と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
二
条
第
七
項
」
と
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中

二
条
第
七
項
」
と
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「

「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
前
条
第

第
百
六
十
九
条
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
前
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
三
項
」

百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
八
十
二
条

第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、

第
百
八
十
二
条

第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、

第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条
の
三

第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
二
か
ら
第
三
条
の
三

十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
八
か
ら
第
三
条
の
三
十

十
六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
八
、
第
三
条
の
三
十
九
、
第
二
十
八
条
、
第
三

九
ま
で
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三

十
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
六
十
八
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま
で

十
五
条
の
二
、
第
六
十
八
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま
で
、
第
七
十
四
条
か
ら
第

、
第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
八
条
、
第
七
十
九
条
、
第

七
十
六
条
ま
で
、
第
七
十
八
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
一
条
か
ら
第
八
十

八
十
一
条
か
ら
第
八
十
四
条
ま
で
及
び
第
八
十
六
条
の
規
定
は
、
指
定
看
護

四
条
ま
で
及
び
第
八
十
六
条
の
規
定
は
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第

い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程

一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
一
条
に
規
定

八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す

す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

る
規
程
」
と
、
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ

護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者

る
の
は
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
条
の
三
十

」
と
、
第
三
条
の
三
十
二
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従

二
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「

二
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
章
第
四
節
」
と
、
第
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こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
条
及
び
第
三
十
三

三
十
条
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模

条
二
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
密
着
型

多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
密
着
型

通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模
多
機

通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は

能
型
居
宅
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は

「
二
月
」
と
、
「
活
動
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ

「
二
月
」
と
、
「
活
動
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
回
数
等
の
活
動
状
況
」
と
、
第
六
十
八
条
中
「
第
六
十
三
条

ー
ビ
ス
の
提
供
回
数
等
の
活
動
状
況
」
と
、
第
六
十
八
条
中
「
第
六
十
三
条

第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
一
条
第
十
三
項
」
と
、
第
七
十
条
及

第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
一
条
第
十
三
項
」
と
、
第
七
十
条
及

び
第
七
十
八
条
中
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「

び
第
七
十
八
条
中
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
八
十
六
条
中
「
第
六
十

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
八
十
六
条
中
「
第
六
十

三
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
一
条
第
七
項
各
号
」
と
読
み
替
え

三
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
一
条
第
七
項
各
号
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

第
九
章

雑
則

（
新
設
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
百
八
十
三
条

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
地
域
密
着
型

（
新
設
）

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
の
省
令
に
お
い

て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の

他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記

載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
三
条
の
十
第

一
項
（
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七
条
の
三
、
第
四
十
条
の
十
六

、
第
六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
五
十

七
条
、
第
百
六
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
九
十
五
条
第
一
項
、
第
百
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
五
条

第
一
項
（
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
次

項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
当
該
書
面
に
係

る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計

算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
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２

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
に
当
た
る
者
は
、
交
付
、
説
明
そ
の
他
こ
の
省
令
に
お
い
て
利
用
者
又

は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定

さ
れ
る
も
の
並
び
に
同
意
、
承
諾
及
び
締
結
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
第
三

条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
三
条
の
七
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も

の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

附

則

第
十
条

平
成
十
七
年
改
正
法
附
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
地
域

第
十
条

平
成
十
七
年
改
正
法
附
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
と
み
な
さ
れ
た
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
以

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
と
み
な
さ
れ
た
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
以

下
「
み
な
し
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ

下
「
み
な
し
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ

て
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及

て
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
附
則
第
四
条

び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
。
以
下
「
指

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
に
係
る
第
百
三
十
二
条
第
一
項

定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の

第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「
四
人
」
と
あ
る
の
は
「

適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
に
係
る
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の

原
則
と
し
て
四
人
」
と
、
同
号
ロ
中
「
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「
四
人
」
と
あ
る
の
は
「
原
則
と
し
て
四
人

の
は
「
収
納
設
備
等
を
除
き
、
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

」
と
、
同
号
ロ
中
「
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
収
納
設
備

等
を
除
き
、
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の

た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
四
条

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
。
附
則
に
お
い
て
「
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
十
三
章

（
略
）

第
一
章
～
第
十
三
章

（
略
）

第
十
四
章

雑
則
（
第
二
百
九
十
三
条
）

附
則

附
則

（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
一
般
原
則
）

（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
一
般
原
則
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の

（
新
設
）

防
止
等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に

対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

（
新
設
）

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険

等
関
連
情
報
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
行
う
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
者
の
責
務
）

（
管
理
者
の
責
務
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
性
的
な
言
動
又
は

（
新
設
）

著
し
い
迷
惑
行
為
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の

他
の
必
要
な
配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
五
十
三
条

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
訪

第
五
十
三
条

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
訪

問
入
浴
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要

問
入
浴
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要

事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

九

（
略
）

八

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
五
十
三
条
の
二

（
略
）

第
五
十
三
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従

３

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従

業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な

業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
全
て

ら
な
い
。

の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士

、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等

の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知

症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
五
十
三
条
の
二
の
二

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
感
染
症

（
新
設
）

や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
指
定
介
護
予
防
訪
問
入

浴
介
護
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の
、
及
び
非
常
の
体
制
に
お
け

る
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い

う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
従
業
者
に
対
し
、
業
務
継
続

計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の

見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す

る
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）
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第
五
十
三
条
の
三

（
略
）

第
五
十
三
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
入

（
新
設
）

浴
介
護
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防

及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話

装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い
う

。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね
六

月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
予
防

訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防

及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
介
護
予
防
訪

問
入
浴
介
護
従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た

め
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
五
十
三
条
の
四

（
略
）

第
五
十
三
条
の
四

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記

（
新
設
）

載
し
た
書
面
を
当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
に
備
え
付
け
、

か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
地
域
と
の
連
携
等
）

（
地
域
と
の
連
携
）

第
五
十
三
条
の
九

（
略
）

第
五
十
三
条
の
九

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介

（
新
設
）

護
事
業
所
の
所
在
す
る
建
物
と
同
一
の
建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
て

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
建
物
に
居
住

す
る
利
用
者
以
外
の
者
に
対
し
て
も
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
の
提
供

を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
虐
待
の
防
止
）

第
五
十
三
条
の
十
の
二

指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
虐
待
の

（
新
設
）

発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の

た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
に
周
知
徹
底
を

図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の

た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
介
護
予
防
訪

問
入
浴
介
護
従
業
者
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に

実
施
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

と
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
七
十
二
条

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
看

第
七
十
二
条

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
看

護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関

護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関

す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

八

（
略
）

七

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
七
十
二
条
の
二

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
し
適

（
新
設
）

切
な
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
指
定
介
護
予
防
訪
問

看
護
事
業
所
ご
と
に
、
看
護
師
等
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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２

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
所

ご
と
に
、
当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
所
の
看
護
師
等
に
よ
っ
て
指

定
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
看
護
師
等
の
資
質
の
向
上
の
た
め

に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
七
十
四
条

第
四
十
九
条
の
二
、
第
四
十
九
条
の
三
、
第
四
十
九
条
の
五
か

第
七
十
四
条

第
四
十
九
条
の
二
、
第
四
十
九
条
の
三
、
第
四
十
九
条
の
五
か

ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
九
か
ら
第
四
十
九
条
の
十
三
ま

ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
九
か
ら
第
四
十
九
条
の
十
三
ま

で
、
第
五
十
条
の
二
、
第
五
十
条
の
三
、
第
五
十
二
条
及
び
第
五
十
三
条
の

で
、
第
五
十
条
の
二
、
第
五
十
条
の
三
、
第
五
十
二
条
及
び
第
五
十
三
条
の

二
の
二
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
看

二
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
の

護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
介

「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
師
等
」
と
、
第

護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
師
等
」
と
、
第
四
十

四
十
九
条
の
二
及
び
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「

九
条
の
二
及
び
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
七

第
七
十
二
条
」
と
、
第
四
十
九
条
の
七
中
「
心
身
の
状
況
」
と
あ
る
の
は
「

十
二
条
」
と
、
第
四
十
九
条
の
七
中
「
心
身
の
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
心
身

心
身
の
状
況
、
病
歴
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
中
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介

の
状
況
、
病
歴
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
中
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
に

護
に
用
い
る
浴
槽
そ
の
他
の
設
備
及
び
備
品
等
」
と
あ
る
の
は
「
設
備
及
び

用
い
る
浴
槽
そ
の
他
の
設
備
及
び
備
品
等
」
と
あ
る
の
は
「
設
備
及
び
備
品

備
品
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
八
十
二
条

指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
事
業

第
八
十
二
条

指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
事
業

所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定

所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定

め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

七

（
略
）

六

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
八
十
四
条

第
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九
条

第
八
十
四
条

第
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九
条

の
九
か
ら
第
四
十
九
条
の
十
三
ま
で
、
第
五
十
条
の
二
、
第
五
十
条
の
三
、

の
九
か
ら
第
四
十
九
条
の
十
三
ま
で
、
第
五
十
条
の
二
、
第
五
十
条
の
三
、

第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
二
の
二
か
ら
第
五
十
三
条
の
五
ま
で
、
第
五

第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
二
か
ら
第
五
十
三
条
の
五
ま
で
、
第
五
十
三
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十
三
条
の
七
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
六
十
七
条
及
び
第
七
十
二

条
の
七
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
及
び
第
六
十
七
条
の
規
定
は
、
指
定

条
の
二
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業
に

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
介
護
予
防

場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」

訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は

と
あ
る
の
は
「
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
」
と
、
第
四

言
語
聴
覚
士
」
と
、
第
四
十
九
条
の
二
及
び
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第
五
十

十
九
条
の
二
及
び
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
二
条
」
と
、
第
四
十
九
条
の
七
中
「
心
身
の

八
十
二
条
」
と
、
第
四
十
九
条
の
七
中
「
心
身
の
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
心

状
況
」
と
あ
る
の
は
「
心
身
の
状
況
、
病
歴
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
中
「

身
の
状
況
、
病
歴
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
中
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
に
用
い
る
浴
槽
そ
の
他
の
設
備
及
び
備
品
等
」
と

に
用
い
る
浴
槽
そ
の
他
の
設
備
及
び
備
品
等
」
と
あ
る
の
は
「
設
備
及
び
備

あ
る
の
は
「
設
備
及
び
備
品
等
」
と
、
第
七
十
二
条
の
二
中
「
看
護
師
等
」

品
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

（
指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
八
十
六
条

指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
は
理
学
療

第
八
十
六
条

指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
は
理
学
療

法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
方
針
は
、

法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
方
針
は
、

第
七
十
八
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
前
条
に
規
定
す
る
基
本
取
扱
方
針

第
七
十
八
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
前
条
に
規
定
す
る
基
本
取
扱
方
針

に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

一

指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

主
治
の
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
か
ら
の
情
報
伝
達
又
は
サ
ー
ビ
ス
担
当

主
治
の
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
か
ら
の
情
報
伝
達
又
は
サ
ー
ビ
ス
担
当

者
会
議
若
し
く
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
会
議
（
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ

者
会
議
若
し
く
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
会
議
（
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
又
は
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
の

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
又
は
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
の

作
成
の
た
め
に
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
参
加
を
基
本
と
し
つ
つ
、
医

作
成
の
た
め
に
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
参
加
を
基
本
と
し
つ
つ
、
医

師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
指
定
介
護
予
防
支
援

師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
指
定
介
護
予
防
支
援

等
基
準
第
二
条
に
規
定
す
る
担
当
職
員
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原

等
基
準
第
二
条
に
規
定
す
る
担
当
職
員
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原

案
に
位
置
付
け
た
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
の
二
第
十
六

案
に
位
置
付
け
た
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
八
条
の
二
第
十
六

項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
）
の
担
当
者
そ
の

項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
）
の
担
当
者
そ
の

他
の
関
係
者
（
以
下
「
構
成
員
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
会
議

他
の
関
係
者
（
以
下
「
構
成
員
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
会
議

（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
通
じ
る
等
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
利
用
者

た
だ
し
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
利
用
者
等

の
病
状
、
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
利
用
者
の
日
常
生

」
と
い
う
。
）
が
参
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
の

活
全
般
の
状
況
の
的
確
な
把
握
を
行
う
も
の
と
す
る
。

活
用
に
つ
い
て
当
該
利
用
者
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
を
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い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
通
じ
る
等
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
の

病
状
、
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
利
用
者
の
日
常
生
活

全
般
の
状
況
の
的
確
な
把
握
を
行
う
も
の
と
す
る
。

二
～
十
四

（
略
）

二
～
十
四

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
九
十
一
条

指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予

第
九
十
一
条

指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予

防
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い

防
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い

て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

七

（
略
）

六

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
九
十
三
条

第
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九
条

第
九
十
三
条

第
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九
条

の
十
、
第
四
十
九
条
の
十
二
、
第
四
十
九
条
の
十
三
、
第
五
十
条
の
二
、
第

の
十
、
第
四
十
九
条
の
十
二
、
第
四
十
九
条
の
十
三
、
第
五
十
条
の
二
、
第

五
十
条
の
三
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
二
の
二
か
ら
第
五
十
三
条
の

五
十
条
の
三
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
二
か
ら
第
五
十
三
条
の
五
ま

五
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
七
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
六
十
七
条

で
、
第
五
十
三
条
の
七
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
及
び
第
六
十
七
条
の

及
び
第
七
十
二
条
の
二
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の

規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る

事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
介

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従

護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
従
業
者
」
と
、
第
四

指
導
従
業
者
」
と
、
第
四
十
九
条
の
二
及
び
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第
五
十

十
九
条
の
二
及
び
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
一
条
」
と
、
第
四
十
九
条
の
七
中
「
心
身
の

九
十
一
条
」
と
、
第
四
十
九
条
の
七
中
「
心
身
の
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
心

状
況
」
と
あ
る
の
は
「
心
身
の
状
況
、
病
歴
、
服
薬
歴
」
と
、
第
四
十
九
条

身
の
状
況
、
病
歴
、
服
薬
歴
」
と
、
第
四
十
九
条
の
十
二
中
「
初
回
訪
問
時

の
十
二
中
「
初
回
訪
問
時
及
び
利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
者
」
と
、
第

及
び
利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
者
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
中
「
介
護

五
十
三
条
の
三
中
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
に
用
い
る
浴
槽
そ
の
他
の
設

予
防
訪
問
入
浴
介
護
に
用
い
る
浴
槽
そ
の
他
の
設
備
及
び
備
品
等
」
と
あ
る

備
及
び
備
品
等
」
と
あ
る
の
は
「
設
備
及
び
備
品
等
」
と
、
第
七
十
二
条
の

の
は
「
設
備
及
び
備
品
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
中
「
看
護
師
等
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
従
業
者

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

（
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
具
体
的
取
扱
方
針
）
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第
九
十
五
条

（
略
）

第
九
十
五
条

（
略
）

２

薬
剤
師
の
行
う
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
方
針
は
、
次
に
掲

２

薬
剤
師
、
歯
科
衛
生
士
又
は
管
理
栄
養
士
の
行
う
指
定
介
護
予
防
居
宅
療

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

養
管
理
指
導
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
療
養
上

（
新
設
）

適
切
な
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
場
合
又
は
介
護
予
防
支
援
事
業
者
若
し
く
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場
合
は
、
介
護
予
防
支
援
事
業
者
又
は
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
、
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
に
必
要
な
情
報
提
供
又
は
助
言
を
行
う
も
の
と
す

る
。

五

前
号
に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
事
業
者
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

（
新
設
）

業
者
に
対
す
る
情
報
提
供
又
は
助
言
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
サ
ー

ビ
ス
担
当
者
会
議
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

前
号
の
場
合
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
へ
の
参
加
に
よ
る
こ

（
新
設
）

と
が
困
難
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
介
護
予
防
支
援
事
業
者
又
は
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
て
、
原
則
と
し
て
、
情
報
提
供
又
は
助
言
の
内

容
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七

（
略
）

四

（
略
）

３

歯
科
衛
生
士
又
は
管
理
栄
養
士
の
行
う
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指

（
新
設
）

導
の
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
医
師
又

は
歯
科
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
、
利
用
者
の
心
身
機
能
の
維
持
回
復
を
図

り
、
居
宅
に
お
け
る
日
常
生
活
の
自
立
に
資
す
る
よ
う
、
妥
当
適
切
に
行

う
も
の
と
す
る
。

二

指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
懇
切
丁

寧
に
行
う
こ
と
を
旨
と
し
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
療
養
上
必

要
な
事
項
に
つ
い
て
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
指
導
又
は
説
明
を
行
う
。

三

常
に
利
用
者
の
病
状
、
心
身
の
状
況
及
び
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
の

的
確
な
把
握
に
努
め
、
利
用
者
に
対
し
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も

の
と
す
る
。
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四

そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
者
に
つ
い
て
、
提
供
し
た
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導
の
内
容
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
診
療
記
録
を
作
成
す
る
と
と
も

に
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
者
等
の
責
務
）

（
管
理
者
等
の
責
務
）

第
百
十
九
条

（
略
）

第
百
十
九
条

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
の
管
理
者
は
、
性
的

（
新
設
）

な
言
動
又
は
著
し
い
迷
惑
行
為
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修

の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
二
十
条

指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
指
定

第
百
二
十
条

指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
指
定

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業

の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な

の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十

（
略
）

九

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
百
二
十
条
の
二

（
略
）

第
百
二
十
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
介
護
予
防
通
所

３

指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
介
護
予
防
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機

会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
指
定
介
護
予
防
通
所
リ

会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
全
て
の
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、

法
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な

研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
非
常
災
害
対
策
）

（
非
常
災
害
対
策
）

第
百
二
十
条
の
四

（
略
）

第
百
二
十
条
の
四

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す

（
新
設
）

る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
百
二
十
一
条

（
略
）

第
百
二
十
一
条

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
当
該
事
業
所
に

２

指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
は
、
当
該
事
業
所
に

お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲

お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
け
る
感

（
新
設
）

染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（

テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）

を
お
お
む
ね
六
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い

て
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る

こ
と
。

二

当
該
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
け
る
感

（
新
設
）

染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
い
て
、

（
新
設
）

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
の
予
防

及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ

と
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
二
十
三
条

第
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九

第
百
二
十
三
条

第
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九

条
の
九
か
ら
第
四
十
九
条
の
十
一
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
十
三
、
第
五
十
条

条
の
九
か
ら
第
四
十
九
条
の
十
一
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
十
三
、
第
五
十
条

の
二
、
第
五
十
条
の
三
、
第
五
十
三
条
の
二
の
二
、
第
五
十
三
条
の
四
、
第

の
二
、
第
五
十
条
の
三
、
第
五
十
三
条
の
四
、
第
五
十
三
条
の
五
、
第
五
十

五
十
三
条
の
五
、
第
五
十
三
条
の
七
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
及
び
第

三
条
の
七
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
及
び
第
六
十
七
条
の
規
定
は
、
指

六
十
七
条
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業

定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
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に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
介
護
予

の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者

防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
」
と
、
第

シ
ョ
ン
従
業
者
」
と
、
第
四
十
九
条
の
二
及
び
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第
五

四
十
九
条
の
二
及
び
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「

十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
二
十
条
」
と
、
第
四
十
九
条
の
七
中
「
心
身

第
百
二
十
条
」
と
、
第
四
十
九
条
の
七
中
「
心
身
の
状
況
」
と
あ
る
の
は
「

の
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
心
身
の
状
況
、
病
歴
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

心
身
の
状
況
、
病
歴
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
。

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
百
二
十
九
条

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以

第
百
二
十
九
条

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
（
以

下
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事

下
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事

業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
」

業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
」

と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供

と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供

に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
こ
の
節
か
ら
第
五
節
ま
で
に
お
い
て
「
介
護
予
防

に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
こ
の
節
か
ら
第
五
節
ま
で
に
お
い
て
「
介
護
予
防

短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す

短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。
た
だ
し
、
利
用
定
員
（
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

る
。
た
だ
し
、
利
用
定
員
（
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

所
に
お
い
て
同
時
に
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
を
受
け
る

所
に
お
い
て
同
時
に
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
利
用
者
（
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者

こ
と
が
で
き
る
利
用
者
（
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者

が
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
二

が
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
二

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生

下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生

活
介
護
の
事
業
と
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準

活
介
護
の
事
業
と
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準

第
百
二
十
条
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

第
百
二
十
条
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合

）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

又
は
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
節
及
び
次
節
並
び
に

又
は
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
節
及
び
次
節
並
び
に

第
百
三
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
か

第
百
三
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
か

ら
第
四
節
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
四
十
人
を
超
え
な
い
指
定
介
護
予
防

ら
第
四
節
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
四
十
人
を
超
え
な
い
指
定
介
護
予
防

短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養

短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養

士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
利

事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
利

用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
四
号
の
栄
養
士
を
置
か
な
い
こ
と

用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
四
号
の
栄
養
士
を
置
か
な
い
こ
と
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が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

一

医
師

一
以
上

一

医
師

一
人
以
上

二

生
活
相
談
員

常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
の
数
が
百
又
は
そ
の
端
数

二

生
活
相
談
員

常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
の
数
が
百
又
は
そ
の
端
数

を
増
す
ご
と
に
一
以
上

を
増
す
ご
と
に
一
人
以
上

三

介
護
職
員
又
は
看
護
師
若
し
く
は
准
看
護
師
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

三

介
護
職
員
又
は
看
護
師
若
し
く
は
准
看
護
師
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
看
護
職
員
」
と
い
う
。
）

常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
の
数
が
三
又

「
看
護
職
員
」
と
い
う
。
）

常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
の
数
が
三
又

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
人
以
上

四

栄
養
士

一
以
上

四

栄
養
士

一
人
以
上

五

機
能
訓
練
指
導
員

一
以
上

五

機
能
訓
練
指
導
員

一
人
以
上

六

（
略
）

六

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
一
項
第
二
号
の
生
活
相
談
員
の
う
ち
、
一
人
は
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら

５

第
一
項
第
二
号
の
生
活
相
談
員
並
び
に
同
項
第
三
号
の
介
護
職
員
及
び
看

な
い
。
ま
た
、
同
項
第
三
号
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
う
ち
い
ず
れ
か

護
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
一
人
は
、
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

一
人
は
、
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
定
員
が
二
十
人
未

し
、
利
用
定
員
が
二
十
人
未
満
で
あ
る
併
設
事
業
所
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

満
で
あ
る
併
設
事
業
所
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
生
活
相
談
員
、
介
護
職
員
及

こ
の
限
り
で
な
い
。

び
看
護
職
員
の
い
ず
れ
も
常
勤
で
配
置
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

６

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
第
一
項
第
三
号
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
り
看
護
職
員
を
配
置
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
利
用
者
の
状
態

像
に
応
じ
て
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
看
護
職
員
を
病
院
、
診
療
所
又
は
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
併
設
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
当
該
併
設
事
業
所
を

併
設
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
を
含
む
。
）
と
の
密
接
な
連
携
に
よ
り

確
保
す
る
こ
と
と
す
る
。

７
・
８

（
略
）

６
・
７

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
三
十
八
条

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ

第
百
三
十
八
条

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け

る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十

（
略
）

九

（
略
）
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（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
百
三
十
九
条
の
二

（
略
）

第
百
三
十
九
条
の
二

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
短

２

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
短

期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な

期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な

い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の

（
新
設
）

予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ

電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お

む
ね
六
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介

護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の

（
新
設
）

予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
介
護
予

（
新
設
）

防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の

防
止
の
た
め
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
四
十
二
条

第
四
十
九
条
の
三
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九

第
百
四
十
二
条

第
四
十
九
条
の
三
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九

条
の
九
、
第
四
十
九
条
の
十
、
第
四
十
九
条
の
十
三
、
第
五
十
条
の
二
、
第

条
の
九
、
第
四
十
九
条
の
十
、
第
四
十
九
条
の
十
三
、
第
五
十
条
の
二
、
第

五
十
条
の
三
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
二
の
二
、
第
五
十
三
条
の
四

五
十
条
の
三
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
四
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一

か
ら
第
五
十
三
条
の
九
（
第
二
項
を
除
く
。
）
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
十
か

、
第
百
二
十
条
の
二
及
び
第
百
二
十
条
の
四
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
短

ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
百
二
十
条
の
二
及
び
第
百
二
十
条
の
四
の

期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る

五
十
三
条
の
四
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
八
条
」
と
、

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の

「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
短
期
入
所

は
「
第
百
三
十
八
条
」
と
、
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る

生
活
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
二
十
条
の
二
第
三
項
中
「
介
護
予
防
通
所
リ

の
は
「
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
二
十
条
の
二
第

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介

三
項
中
「
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「

護
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
設
備
及
び
備
品
等
）

（
設
備
及
び
備
品
等
）
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第
百
五
十
三
条

（
略
）

第
百
五
十
三
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

６

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ユ
ニ
ッ
ト

一

ユ
ニ
ッ
ト

イ

居
室

イ

居
室

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

居
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ

居
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ

（２）

（２）

ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ

ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ

し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
利
用
定
員
（
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予

し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
利
用
定
員
（
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予

防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
同
時
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定

防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
に
お
い
て
同
時
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
利

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
利

用
者
（
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

用
者
（
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

者
が
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ

者
が
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型

ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定

を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生

を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生

活
介
護
の
事
業
と
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
（

活
介
護
の
事
業
と
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
（

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
条
の
二
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
条
の
二
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ

ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と

ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と

が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ

が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ

い
て
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
ユ

い
て
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
ユ

ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
節
及
び

ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
節
及
び

第
百
五
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
こ

第
百
五
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
上
限
を
い
う
。
以
下
こ

の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
原
則
と
し
て
お
お
む
ね
十
人
以
下
と

の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
お
お
む
ね
十
人
以
下
と
し
な
け
れ
ば

し
、
十
五
人
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

な
ら
な
い
。

利
用
者
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以

利
用
者
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以

（３）

（３）

上
と
す
る
こ
と
。

上
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
居
室
を
改
修
し
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
同
士
の
視
線
の
遮
断
の
確
保
を
前
提
に

し
た
上
で
、
居
室
を
隔
て
る
壁
に
つ
い
て
、
天
井
と
の
間
に
一
定
の

隙
間
が
生
じ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（４）

（４）
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ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
二

（
略
）

二

（
略
）

ニ

（
略
）

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
五
十
六
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は

第
百
五
十
六
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は

、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め

、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十
一

（
略
）

十

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
百
五
十
七
条

（
略
）

第
百
五
十
七
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
介
護
予
防

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
介
護
予
防

短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会

短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会

を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予

を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
は
、
全
て
の
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第

八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研

修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
六
十
六
条

第
四
十
九
条
の
三
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九

第
百
六
十
六
条

第
四
十
九
条
の
三
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九

条
の
九
、
第
四
十
九
条
の
十
、
第
四
十
九
条
の
十
三
、
第
五
十
条
の
二
、
第

条
の
九
、
第
四
十
九
条
の
十
、
第
四
十
九
条
の
十
三
、
第
五
十
条
の
二
、
第

五
十
条
の
三
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
二
の
二
、
第
五
十
三
条
の
四

五
十
条
の
三
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
四
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一

か
ら
第
五
十
三
条
の
九
（
第
二
項
を
除
く
。
）
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
十
か

、
第
百
二
十
条
の
二
及
び
第
百
二
十
条
の
四
、
第
百
二
十
八
条
及
び
第
百
三

ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
百
二
十
条
の
二
及
び
第
百
二
十
条
の
四
、

十
条
並
び
に
第
四
節
（
第
百
四
十
二
条
を
除
く
。
）
及
び
第
五
節
の
規
定
は

第
百
二
十
八
条
及
び
第
百
三
十
条
並
び
に
第
四
節
（
第
百
四
十
二
条
を
除
く

、
共
生
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ



- 93 -

。
）
及
び
第
五
節
の
規
定
は
、
共
生
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事

の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「

業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第

第
百
三
十
八
条
」
と
、
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は

五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
八
条
」
と
、
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴

「
共
生
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下

介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
提

「
共
生
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第

供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
「
共
生
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業

百
二
十
条
の
二
第
三
項
中
「
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者

者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
百
二
十
条
の
二
第
三
項
中
「
介
護
予
防
通
所
リ

」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
、
第

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
介
護
予
防
短
期
入
所

百
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
七
条
中
「
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介

生
活
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
七
条
中
「

護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生
型
介
護
予
防

」
と
、
第
百
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四

短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
次

十
九
条
の
十
三
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
九
条
の
十
三
第
二
項
」
と

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
九
条
の
十
三
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四

、
同
項
第
四
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
条
の
三
」
と
あ
る
の

十
九
条
の
十
三
第
二
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る

は
「
第
五
十
条
の
三
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

第
五
十
条
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
の
三
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「

五
十
三
条
の
八
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
八
第
二
項
」
と
、

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
の
八
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五

同
項
第
六
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
の
十
第
二
項
」
と

十
三
条
の
八
第
二
項
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
十
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

五
十
三
条
の
十
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
十
第
二
項
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
百
八
十
条

基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
基
準
該
当

第
百
八
十
条

基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
基
準
該
当

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
ご
と
に
置
く
べ
き
従
業
者
（
以
下
こ

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
ご
と
に
置
く
べ
き
従
業
者
（
以
下
こ

の
節
に
お
い
て
「
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の

の
節
に
お
い
て
「
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
い
う
。
）
の

員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養

員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
栄
養

士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活

士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活

介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て

介
護
事
業
所
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て

、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
三
号
の
栄
養
士
を
置
か
な
い

、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
三
号
の
栄
養
士
を
置
か
な
い

こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

一

生
活
相
談
員

一
以
上

一

生
活
相
談
員

一
人
以
上

二

介
護
職
員
又
は
看
護
職
員

常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
（
当
該
基
準

二

介
護
職
員
又
は
看
護
職
員

常
勤
換
算
方
法
で
、
利
用
者
（
当
該
基
準

該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期

該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
が
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期

入
所
生
活
介
護
の
事
業
と
基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ

入
所
生
活
介
護
の
事
業
と
基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
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ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
条
の
二
十
六
に
規
定
す
る
基
準
該
当
短
期
入
所

ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
条
の
二
十
六
に
規
定
す
る
基
準
該
当
短
期
入
所

生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
を
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て

生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
を
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て

一
体
的
に
運
営
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
基

一
体
的
に
運
営
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
基

準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介

準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介

護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

護
の
利
用
者
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
人
以
上

三

栄
養
士

一
以
上

三

栄
養
士

一
人
以
上

四

機
能
訓
練
指
導
員

一
以
上

四

機
能
訓
練
指
導
員

一
人
以
上

五

（
略
）

五

（
略
）

２
～
５

２
～
５

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
八
十
五
条

第
四
十
九
条
の
三
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九

第
百
八
十
五
条

第
四
十
九
条
の
三
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九

条
の
十
、
第
四
十
九
条
の
十
三
、
第
五
十
条
の
二
、
第
五
十
条
の
三
、
第
五

条
の
十
、
第
四
十
九
条
の
十
三
、
第
五
十
条
の
二
、
第
五
十
条
の
三
、
第
五

十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
二
の
二
、
第
五
十
三
条
の
四
か
ら
第
五
十
三
条
の

十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
四
か
ら
第
五
十
三
条
の
七
ま
で
、
第
五
十
三
条
の

七
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
八
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十

八
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
三
条
の
九
か
ら
第
五
十
三

三
条
の
九
（
第
二
項
を
除
く
。
）
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
百
二

条
の
十
一
ま
で
、
第
百
二
十
条
の
二
、
第
百
二
十
条
の
四
、
第
百
二
十
八
条

十
条
の
二
、
第
百
二
十
条
の
四
、
第
百
二
十
八
条
並
び
に
第
四
節
（
第
百
三

並
び
に
第
四
節
（
第
百
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
二
条
を
除
く
。
）

十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
二
条
を
除
く
。
）
及
び
第
五
節
の
規
定
は
、

及
び
第
五
節
の
規
定
は
、
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業

基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
九
条
の
十
三
中
「
内

の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
九
条
の
十
三
中
「
内
容
、
当
該
指
定
介
護
予
防

容
、
当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
に
つ
い
て
法
第
五
十
三
条
第
四
項

訪
問
入
浴
介
護
に
つ
い
て
法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に

の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
代
わ
っ
て
支
払
を
受
け
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

代
わ
っ
て
支
払
を
受
け
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
内

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
内
容
」
と
、
第
五
十
条
の
二
中
「
法
定
代
理
受
領
サ

容
」
と
、
第
五
十
条
の
二
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指

ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基

定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入

準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
」
と
、
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第
五

所
生
活
介
護
」
と
、
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「

十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
八

第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
八
条
」
と
、
「
介
護
予
防
訪

条
」
と
、
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防

問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業

短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
二
十
条
の
二
第
三
項
中
「
介
護
予

者
」
と
、
第
百
二
十
条
の
二
第
三
項
中
「
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
短
期
入

ョ
ン
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と

所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
三
十
五
条
第
二
項
中
「
法
定
代
理
受
領
サ

、
第
百
三
十
五
条
第
二
項
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指

ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
」
と
あ
る
の
は
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定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
介
護
予
防
短

「
基
準
該
当
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二

期
入
所
生
活
介
護
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項

項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
第
百
三
十
九
条
第
二
項
中
「
静
養
室
」
と

」
と
、
第
百
三
十
九
条
第
二
項
中
「
静
養
室
」
と
あ
る
の
は
「
静
養
室
等
」

あ
る
の
は
「
静
養
室
等
」
と
、
第
百
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号

と
、
第
百
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定

か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
八
十
五
条
」

中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
八
十
五
条
」
と
、
第
百
四
十
四
条
中
「

と
、
第
百
四
十
四
条
中
「
第
百
二
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
五
条

第
百
二
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百

に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
八
条
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

二
十
八
条
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用

八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
」
と
、
第
百
四
十
八
条
中
「
医
師
及
び

す
る
前
条
」
と
、
第
百
四
十
八
条
中
「
医
師
及
び
看
護
職
員
」
と
あ
る
の
は

看
護
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
職
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
看
護
職
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
百
九
十
二
条

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ

第
百
九
十
二
条

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
業
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ

る
事
業
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

八

（
略
）

七

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
九
十
五
条

第
四
十
九
条
の
三
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九

第
百
九
十
五
条

第
四
十
九
条
の
三
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
ま
で
、
第
四
十
九

条
の
九
、
第
四
十
九
条
の
十
、
第
四
十
九
条
の
十
三
、
第
五
十
条
の
二
、
第

条
の
九
、
第
四
十
九
条
の
十
、
第
四
十
九
条
の
十
三
、
第
五
十
条
の
二
、
第

五
十
条
の
三
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
二
の
二
、
第
五
十
三
条
の
四

五
十
条
の
三
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
四
、
第
五
十
三
条
の
五
、
第

、
第
五
十
三
条
の
五
、
第
五
十
三
条
の
七
か
ら
第
五
十
三
条
の
九
（
第
二
項

五
十
三
条
の
七
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
百
二
十
条
の
二
、
第
百

を
除
く
。
）
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
十
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
、
第

二
十
条
の
四
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
四
条
第
二
項

百
二
十
条
の
二
、
第
百
二
十
条
の
四
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
三
十
三
条
、

及
び
第
百
四
十
条
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
事
業

第
百
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
百
四
十
条
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
短
期

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第
五

入
所
療
養
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五

十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九
十
二
条
」
と
、
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介

十
三
条
の
四
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九
十
二
条
」
と
、
「

護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
と
、

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
短
期
入
所
療

第
百
二
十
条
の
二
第
三
項
中
「
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業

養
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
二
十
条
の
二
第
三
項
及
び
第
百
二
十
一
条
第
二

者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
三

項
中
「
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介

十
三
条
中
「
第
百
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九
十
二
条
」
と
、
「
介
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護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
と
、
第
百
三
十
三
条
中
「
第
百
三
十

護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
短
期
入
所

八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九
十
二
条
」
と
、
「
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活

療
養
介
護
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
二
百
七
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、

第
二
百
七
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て

次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

八

（
略
）

七

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
二
百
八
条

（
略
）

第
二
百
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
介
護
予
防

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
介
護
予
防

短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会

短
期
入
所
療
養
介
護
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会

を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予

を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
は
、
全
て
の
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第

八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研

修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
）

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
）

第
二
百
三
十
九
条

（
略
）

第
二
百
三
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等

３

指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等

の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月
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ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
二
百
四
十
条

指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
指

第
二
百
四
十
条

指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
指

定
介
護
予
防
特
定
施
設
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重

定
介
護
予
防
特
定
施
設
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重

要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十

（
略
）

九

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
二
百
四
十
一
条

（
略
）

第
二
百
四
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
介
護
予
防
特
定

４

指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
事
業
者
は
、
介
護
予
防
特
定

施
設
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け

施
設
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

れ
ば
な
ら
な
い
。

護
事
業
者
は
、
全
て
の
介
護
予
防
特
定
施
設
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師

、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令

で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）

に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
百
四
十
五
条

第
四
十
九
条
の
五
、
第
四
十
九
条
の
六
、
第
五
十
条
の
二

第
二
百
四
十
五
条

第
四
十
九
条
の
五
、
第
四
十
九
条
の
六
、
第
五
十
条
の
二

か
ら
第
五
十
二
条
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
二
の
二
、
第
五
十
三
条
の
四
か
ら

か
ら
第
五
十
二
条
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
四
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で

第
五
十
三
条
の
九
（
第
二
項
を
除
く
。
）
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
十
か
ら
第

、
第
百
二
十
条
の
四
及
び
第
百
三
十
九
条
の
二
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防

五
十
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
百
二
十
条
の
四
及
び
第
百
三
十
九
条
の
二
の
規

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

定
は
、
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用

い
て
、
第
三
十
条
中
「
第
二
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
四
十
条
」
と
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す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
条
中
「
第
二
十
六
条
」
と
あ
る
の
は

、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
特
定
施
設
従
業
者
」
と
、

「
第
二
百
四
十
条
」
と
、
「
訪
問
介
護
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
特

第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
三
条
の
四
中
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者

定
施
設
従
業
者
」
と
、
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
三
条
の
四
中
「
介
護
予
防

」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
特
定
施
設
従
業
者
」
と
、
同
条
中
「
第
五
十
三

訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
特
定
施
設
従
業
者
」
と

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
四
十
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
同
条
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
四
十
条
」
と
、
第
百
三

十
九
条
の
二
中
「
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「

介
護
予
防
特
定
施
設
従
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
二
百
五
十
九
条

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者

第
二
百
五
十
九
条

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事

生
活
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事

業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十
一

（
略
）

十

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
百
六
十
二
条

第
四
十
九
条
の
五
、
第
四
十
九
条
の
六
、
第
五
十
条
の
二

第
二
百
六
十
二
条

第
四
十
九
条
の
五
、
第
四
十
九
条
の
六
、
第
五
十
条
の
二

か
ら
第
五
十
二
条
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
二
の
二
、
第
五
十
三
条
の
四
か
ら

か
ら
第
五
十
二
条
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
四
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で

第
五
十
三
条
の
九
（
第
二
項
を
除
く
。
）
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
十
か
ら
第

、
第
百
二
十
条
の
四
、
第
百
三
十
九
条
の
二
、
第
二
百
三
十
五
条
か
ら
第
二

五
十
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
百
二
十
条
の
四
、
第
百
三
十
九
条
の
二
、
第
二

百
三
十
九
条
ま
で
及
び
第
二
百
四
十
一
条
か
ら
第
二
百
四
十
三
条
ま
で
の
規

百
三
十
五
条
か
ら
第
二
百
三
十
九
条
ま
で
及
び
第
二
百
四
十
一
条
か
ら
第
二

定
は
、
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

百
四
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定

の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
中
「
介

施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設

、
第
五
十
一
条
中
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
指

の
従
業
者
」
と
、
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

定
介
護
予
防
特
定
施
設
の
従
業
者
」
と
、
第
五
十
三
条
の
四
中
「
第
五
十
三

二
百
五
十
九
条
」
と
、
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
五
十
九
条
」
と
、
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
従
業
者
」
と
、
第
五
十
三
条

従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
従
業

の
六
中
「
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介

者
」
と
、
第
五
十
三
条
の
六
中
「
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
」

護
予
防
特
定
施
設
及
び
受
託
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
」
と
、
第
二
百
三

と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
及
び
受
託
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

十
七
条
第
二
項
中
「
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
」
と
あ
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業
所
」
と
、
第
百
三
十
九
条
の
二
中
「
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
従
業

る
の
は
「
基
本
サ
ー
ビ
ス
を
」
と
、
第
二
百
四
十
一
条
中
「
指
定
介
護
予
防

者
」
と
あ
る
の
は
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
従
業
者
」

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
本
サ
ー
ビ
ス
」
と
読
み
替

と
、
第
二
百
三
十
七
条
第
二
項
中
「
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活

え
る
も
の
と
す
る
。

介
護
を
」
と
あ
る
の
は
「
基
本
サ
ー
ビ
ス
を
」
と
、
第
二
百
四
十
一
条
中
「

指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
本
サ
ー
ビ

ス
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
二
百
七
十
条

指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防

第
二
百
七
十
条

指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防

福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重

福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重

要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

七

（
略
）

六

（
略
）

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
二
百
七
十
三
条

（
略
）

第
二
百
七
十
三
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
事
業
者
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
福
祉
用

（
新
設
）

具
貸
与
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防

及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話

装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね

六
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
福
祉
用

具
専
門
相
談
員
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防

及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
事
業
所
に
お
い
て
、
福
祉
用
具
専

門
相
談
員
に
対
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修

及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
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（
掲
示
及
び
目
録
の
備
え
付
け
）

（
掲
示
及
び
目
録
の
備
え
付
け
）

第
二
百
七
十
四
条

（
略
）

第
二
百
七
十
四
条

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記

（
新
設
）

載
し
た
書
面
を
事
業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に

自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
百
七
十
六
条

第
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
四
十
九
条
の
十
三
ま
で
、
第
五

第
二
百
七
十
六
条

第
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
四
十
九
条
の
十
三
ま
で
、
第
五

十
条
の
二
、
第
五
十
条
の
三
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
二
の
二
、
第

十
条
の
二
、
第
五
十
条
の
三
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
五
か
ら
第
五

五
十
三
条
の
五
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
並
び
に
第
百
二
十
条
の
二
第

十
三
条
の
十
一
ま
で
並
び
に
第
百
二
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
の
事
業
に
つ

は
、
指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
九
条
の
二
中
「
第
五
十
三

合
に
お
い
て
、
第
四
十
九
条
の
二
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
七
十
条
」
と
、
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従

百
七
十
条
」
と
、
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
福

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
、
第
四
十
九
条
の
四
中

祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
、
第
四
十
九
条
の
四
中
「
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ

「
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
同
じ
。
）
、
取
り
扱
う
福
祉
用
具

る
の
は
「
以
下
同
じ
。
）
、
取
り
扱
う
福
祉
用
具
の
種
目
」
と
、
第
四
十
九

の
種
目
」
と
、
第
四
十
九
条
の
八
第
二
項
中
「
適
切
な
指
導
」
と
あ
る
の
は

条
の
八
第
二
項
中
「
適
切
な
指
導
」
と
あ
る
の
は
「
適
切
な
相
談
又
は
助
言

「
適
切
な
相
談
又
は
助
言
」
と
、
第
四
十
九
条
の
十
二
中
「
介
護
予
防
訪
問

」
と
、
第
四
十
九
条
の
十
二
中
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ

入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
「
初
回
訪
問
時
及
び
利

る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
「
初
回
訪
問
時
及
び
利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
利

用
者
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
者
」
と
、
第
四
十
九
条
の
十
三
中
「
提
供
日
及

用
者
」
と
、
第
四
十
九
条
の
十
三
中
「
提
供
日
及
び
内
容
」
と
あ
る
の
は
「

び
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
の
開
始
日
及
び
終
了
日
並
び
に
種
目
及
び
品

提
供
の
開
始
日
及
び
終
了
日
並
び
に
種
目
及
び
品
名
」
と
、
第
五
十
条
の
二

名
」
と
、
第
五
十
条
の
二
中
「
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
種
目
、
品
名
」
と
、

中
「
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
種
目
、
品
名
」
と
、
第
百
二
十
条
の
二
第
二
項

第
百
二
十
条
の
二
第
二
項
中
「
処
遇
」
と
あ
る
の
は
「
サ
ー
ビ
ス
利
用
」
と

中
「
処
遇
」
と
あ
る
の
は
「
サ
ー
ビ
ス
利
用
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
百
八
十
条

第
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
四
十
九
条
の
八
ま
で
、
第
四
十
九

第
二
百
八
十
条

第
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
四
十
九
条
の
八
ま
で
、
第
四
十
九

条
の
十
か
ら
第
四
十
九
条
の
十
三
ま
で
、
第
五
十
条
の
二
、
第
五
十
条
の
三

条
の
十
か
ら
第
四
十
九
条
の
十
三
ま
で
、
第
五
十
条
の
二
、
第
五
十
条
の
三

、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
二
の
二
、
第
五
十
三
条
の
五
か
ら
第
五
十

、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
の
五
か
ら
第
五
十
三
条
の
七
ま
で
、
第
五
十
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三
条
の
七
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
八
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
、

三
条
の
八
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
三
条
の
九
か
ら
第

第
五
十
三
条
の
九
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
並
び
に
第
百
二
十
条
の
二

五
十
三
条
の
十
一
ま
で
並
び
に
第
百
二
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び

第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
一
節
、
第
二
節
（
第
二
百
六
十
六
条
を
除
く

に
第
一
節
、
第
二
節
（
第
二
百
六
十
六
条
を
除
く
。
）
、
第
三
節
、
第
四
節

。
）
、
第
三
節
、
第
四
節
（
第
二
百
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
六

（
第
二
百
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
六
条
を
除
く
。
）
及
び
前
節

条
を
除
く
。
）
及
び
前
節
の
規
定
は
、
基
準
該
当
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

の
規
定
は
、
基
準
該
当
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
の
事
業
に
準
用
す
る
。
こ

の
事
業
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
九
条
の
二
中
「
第
五

の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
九
条
の
二
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「

十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
七
十

第
二
百
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
七
十
条
」
と
、
「
介
護
予
防
訪

条
」
と
、
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
福
祉
用
具

問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
、
第
四

専
門
相
談
員
」
と
、
第
四
十
九
条
の
四
中
「
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は

十
九
条
の
四
中
「
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
同
じ
。
）
、
取
り

「
以
下
同
じ
。
）
、
取
り
扱
う
福
祉
用
具
の
種
目
」
と
、
第
四
十
九
条
の
八

扱
う
福
祉
用
具
の
種
目
」
と
、
第
四
十
九
条
の
八
第
二
項
中
「
適
切
な
指
導

第
二
項
中
「
適
切
な
指
導
」
と
あ
る
の
は
「
適
切
な
相
談
又
は
助
言
」
と
、

」
と
あ
る
の
は
「
適
切
な
相
談
又
は
助
言
」
と
、
第
四
十
九
条
の
十
二
中
「

第
四
十
九
条
の
十
二
中
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
第
四
十

「
従
業
者
」
と
、
第
四
十
九
条
の
十
三
中
「
提
供
日
及
び
内
容
、
当
該
指
定

九
条
の
十
三
中
「
提
供
日
及
び
内
容
、
当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
に
つ
い
て
法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

に
つ
い
て
法
第
五
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
代
わ
っ
て
支
払

利
用
者
に
代
わ
っ
て
支
払
を
受
け
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
」
と
あ
る

を
受
け
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
の
開
始
日
及

の
は
「
提
供
の
開
始
日
及
び
終
了
日
、
種
目
、
品
名
」
と
、
第
五
十
条
の
二

び
終
了
日
、
種
目
、
品
名
」
と
、
第
五
十
条
の
二
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー

中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介

ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準

護
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
」
と
、
第
百
二
十

該
当
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
」
と
、
第
百
二
十
条
の
二
第
二
項
中
「
処
遇

条
の
二
第
二
項
中
「
処
遇
」
と
あ
る
の
は
「
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
」
と
、
第
二

」
と
あ
る
の
は
「
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
」
と
、
第
二
百
六
十
九
条
第
二
項
中
「

百
六
十
九
条
第
二
項
中
「
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
介

法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
」

護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸

と
あ
る
の
は
「
基
準
該
当
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
」
と
、
同
条
第
三
項
中

与
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
読
み
替
え

「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
二
百
八
十
九
条

第
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
四
十
九
条
の
八
ま
で
、
第
四
十

第
二
百
八
十
九
条

第
四
十
九
条
の
二
か
ら
第
四
十
九
条
の
八
ま
で
、
第
四
十

九
条
の
十
か
ら
第
四
十
九
条
の
十
二
ま
で
、
第
五
十
条
の
三
、
第
五
十
二
条

九
条
の
十
か
ら
第
四
十
九
条
の
十
二
ま
で
、
第
五
十
条
の
三
、
第
五
十
二
条

、
第
五
十
三
条
の
二
の
二
、
第
五
十
三
条
の
三
、
第
五
十
三
条
の
五
か
ら
第

、
第
五
十
三
条
の
三
、
第
五
十
三
条
の
五
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
一
ま
で
、

五
十
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
百
二
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百

第
百
二
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
七
十
条
か
ら
第
二
百
七
十

七
十
条
か
ら
第
二
百
七
十
二
条
ま
で
並
び
に
第
二
百
七
十
四
条
の
規
定
は
、

二
条
ま
で
並
び
に
第
二
百
七
十
四
条
の
規
定
は
、
指
定
特
定
介
護
予
防
福
祉

指
定
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

用
具
販
売
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
九
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合
に
お
い
て
、
第
四
十
九
条
の
二
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

条
の
二
中
「
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準

百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
七
十
条
」
と
、
「
介
護
予
防
訪
問

用
す
る
第
二
百
七
十
条
」
と
、
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ

入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
、
第
四
十

る
の
は
「
福
祉
用
具
専
門
相
談
員
」
と
、
第
四
十
九
条
の
四
中
「
以
下
同
じ

九
条
の
四
中
「
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
同
じ
。
）
、
取
り
扱

。
）
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
同
じ
。
）
、
取
り
扱
う
特
定
介
護
予
防
福
祉
用

う
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
種
目
」
と
、
第
四
十
九
条
の
八
第
二
項
中
「

具
の
種
目
」
と
、
第
四
十
九
条
の
八
第
二
項
中
「
適
切
な
指
導
」
と
あ
る
の

適
切
な
指
導
」
と
あ
る
の
は
「
適
切
な
相
談
又
は
助
言
」
と
、
第
四
十
九
条

は
「
適
切
な
相
談
又
は
助
言
」
と
、
第
四
十
九
条
の
十
二
中
「
介
護
予
防
訪

の
十
二
中
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」

問
入
浴
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
「
初
回
訪
問
時
及
び

と
、
「
初
回
訪
問
時
及
び
利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
者
」
と
、
第
百
二

利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
者
」
と
、
第
百
二
十
条
の
二
第
二
項
中
「
処

十
条
の
二
第
二
項
中
「
処
遇
」
と
あ
る
の
は
「
サ
ー
ビ
ス
利
用
」
と
第
二
百

遇
」
と
あ
る
の
は
「
サ
ー
ビ
ス
利
用
」
と
第
二
百
七
十
条
中
「
利
用
料
」
と

七
十
条
中
「
利
用
料
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
費
用
の
額
」
と
、
第
二
百
七
十

あ
る
の
は
「
販
売
費
用
の
額
」
と
、
第
二
百
七
十
一
条
及
び
第
二
百
七
十
二

一
条
及
び
第
二
百
七
十
二
条
中
「
福
祉
用
具
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
介
護
予

条
中
「
福
祉
用
具
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
」
と
、
第
二

防
福
祉
用
具
」
と
、
第
二
百
七
十
四
条
中
「
第
二
百
七
十
条
」
と
あ
る
の
は

百
七
十
四
条
中
「
第
二
百
七
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
八
十
九
条
に
お

「
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
七
十
条
」
と
読
み
替
え
る

い
て
準
用
す
る
第
二
百
七
十
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

第
十
四
章

雑
則

（
新
設
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
二
百
九
十
三
条

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ

（
新
設
）

ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
の
省
令
に
お
い
て

書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他

文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載

さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で

行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
四
十
九
条
の
五

第
一
項
（
第
六
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条
、
第
九
十
三
条
、
第

百
二
十
三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
六
条
、
第
百
八
十
五
条
、
第
百
九
十
五
条
（
第
二

百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二

百
六
十
二
条
、
第
二
百
七
十
六
条
、
第
二
百
八
十
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第

二
百
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
次
項
に
規
定

す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
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記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

２

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
当
た
る
者
は
、
交
付
、
説
明
そ
の
他
こ
の
省
令
に
お
い
て
利
用
者
又
は
そ

の
家
族
等
に
対
し
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ

る
も
の
並
び
に
同
意
、
承
諾
及
び
締
結
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
第
四
十
九

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す

る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な

支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
五
条

指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果

的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七
号
。
附
則
に
お
い
て
「
指
定
介
護
予
防
支
援
等

基
準
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

雑
則
（
第
三
十
三
条
）

附
則

附
則

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止

（
新
設
）

等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し

、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
を
提
供
す
る
に
当

（
新
設
）

た
っ
て
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等
関
連
情

報
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
行
う
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
者
の
責
務
）

（
管
理
者
の
責
務
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
管
理
者
は
、
性
的
な
言
動
又
は
著
し
い
迷

（
新
設
）

惑
行
為
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要

な
配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
十
七
条

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
ご

第
十
七
条

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
ご

と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（

と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（

以
下
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の

以
下
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。
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一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

七

（
略
）

六

（
略
）

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
十
八
条
の
二

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発

（
新
設
）

生
時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
を
継
続
的
実

施
す
る
た
め
の
、
及
び
非
常
の
体
制
に
お
け
る
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た

め
の
計
画
（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務

継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
従
業
者
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ

い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を

行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

第
二
十
条
の
二

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
支
援

（
新
設
）

事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん

延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の

他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活

用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね
六
月
に
一
回

以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
担
当
職
員
に
周
知
徹

底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
に
お
け
る
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん

延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
担
当
職
員
に
対
し
、
感

染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に

実
施
す
る
こ
と
。
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（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書

（
新
設
）

面
を
当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ

で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲

示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
虐
待
の
防
止
）

第
二
十
六
条
の
二

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の

（
新
設
）

再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対

策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果

に
つ
い
て
、
担
当
職
員
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
指

針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
に
お
い
て
、
担
当
職
員
に
対
し
、
虐

待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

と
。

（
指
定
介
護
予
防
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

（
指
定
介
護
予
防
支
援
の
具
体
的
取
扱
方
針
）

第
三
十
条

指
定
介
護
予
防
支
援
の
方
針
は
、
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基
本

第
三
十
条

指
定
介
護
予
防
支
援
の
方
針
は
、
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基
本

方
針
及
び
前
条
に
規
定
す
る
基
本
取
扱
方
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

方
針
及
び
前
条
に
規
定
す
る
基
本
取
扱
方
針
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

担
当
職
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
担
当
職
員
が
介
護
予
防
サ
ー

九

担
当
職
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
担
当
職
員
が
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
計
画
の
作
成
の
た
め
に
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
参
加
を
基
本
と

ビ
ス
計
画
の
作
成
の
た
め
に
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
参
加
を
基
本
と

し
つ
つ
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定
介
護
予

し
つ
つ
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
位
置
付
け
た
指
定
介
護
予
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防
サ
ー
ビ
ス
等
の
担
当
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う

防
サ
ー
ビ
ス
等
の
担
当
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う

。
）
を
召
集
し
て
行
う
会
議
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ

。
）
を
召
集
し
て
行
う
会
議
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
催
に
よ
り
、

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
（
以
下
こ

利
用
者
の
状
況
等
に
関
す
る
情
報
を
担
当
者
と
共
有
す
る
と
と
も
に
、
当

の
号
に
お
い
て
「
利
用
者
等
」
と
い
う
。
）
が
参
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て

該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、

は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
の
活
用
に
つ
い
て
当
該
利
用
者
等
の
同
意
を
得

専
門
的
な
見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
催
に
よ
り
、
利

得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ

用
者
の
状
況
等
に
関
す
る
情
報
を
担
当
者
と
共
有
す
る
と
と
も
に
、
当
該

り
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、
専

門
的
な
見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り

意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

十
～
二
十
八

（
略
）

十
～
二
十
八

（
略
）

第
六
章

雑
則

（
新
設
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
三
十
三
条

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供

（
新
設
）

に
当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
の
省
令
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、

書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等

人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の

他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規

定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
七
条
（
第
三
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
条
第
二
十
六
号
（
第
三
十
二
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く

。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方

式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
当
た
る

者
は
、
交
付
、
説
明
そ
の
他
こ
の
省
令
に
お
い
て
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等

に
対
し
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
並

び
に
同
意
及
び
承
諾
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
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電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
四
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
六
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
。
附

則
に
お
い
て
「
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
五
章

雑
則
（
第
九
十
条
）

附
則

附
則

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
一
般
原
則
）

（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
一
般
原
則
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
利
用
者
の
人
権
の
擁

（
新
設
）

護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ

の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
指
定
地
域
密
着
型
介

（
新
設
）

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
活
用
し
、
適

切
か
つ
有
効
に
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
八
条

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ

第
八
条

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ

ー
ビ
ス
基
準
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

ー
ビ
ス
基
準
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予

応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予

防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
居
間
若
し
く
は
食
堂
又
は
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
（
指
定
地
域
密

）
の
居
間
若
し
く
は
食
堂
又
は
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
（
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
特
定

着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
特
定

施
設
を
い
う
。
次
条
及
び
第
四
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く

施
設
を
い
う
。
次
条
及
び
第
四
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く

は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基

は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
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準
第
百
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

準
第
百
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

を
い
う
。
次
条
及
び
第
四
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
食
堂
若
し

を
い
う
。
次
条
及
び
第
四
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
食
堂
若
し

く
は
共
同
生
活
室
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
事
業
所
又
は
施
設
（
以
下
第
十
条

く
は
共
同
生
活
室
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
事
業
所
又
は
施
設
の
利
用
者
、
入

に
お
い
て
「
本
体
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
者
、
入
居
者
又
は
入
所

居
者
又
は
入
所
者
と
と
も
に
行
う
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

者
と
と
も
に
行
う
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
以
下
「
共
用

（
以
下
「
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
」
と
い
う
。
）

型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
」
と
い
う
。
）
の
事
業
を
行
う

の
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介

者
（
以
下
「
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
」
と

護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
共
用
型
指

い
う
。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認

定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き

知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
の
員
数

従
業
者
の
員
数
は
、
当
該
利
用
者
、
当
該
入
居
者
又
は
当
該
入
所
者
の
数
と

は
、
当
該
利
用
者
、
当
該
入
居
者
又
は
当
該
入
所
者
の
数
と
当
該
共
用
型
指

当
該
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
利
用
者
（
当
該
共

定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
利
用
者
（
当
該
共
用
型
指
定
介
護

用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
が
共
用
型
指
定
認
知

予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
が
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所

症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
五

介
護
事
業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規

条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
を
い

定
す
る
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
共
用
型
指
定
介
護
予

。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応

防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
と
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介

型
通
所
介
護
の
事
業
と
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
（
同
項
に
規

護
（
同
項
に
規
定
す
る
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
い
う
。
以

定
す
る
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

下
同
じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て

事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認

っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

知
症
対
応
型
通
所
介
護
又
は
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
利
用

所
介
護
又
は
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
利
用
者
。
次
条
に
お

者
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
を
合
計
し
た
数
に
つ
い
て
、
第
七
十
条

い
て
同
じ
。
）
の
数
を
合
計
し
た
数
に
つ
い
て
、
第
七
十
条
又
は
指
定
地
域

又
は
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
九
十
条
、
第
百
十
条
若
し
く
は
第

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
九
十
条
、
第
百
十
条
若
し
く
は
第
百
三
十
一
条
の

百
三
十
一
条
の
規
定
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。

規
定
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
管
理
者
）

（
管
理
者
）

第
十
条

共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
共
用

第
十
条

共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
共
用

型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務

型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務

に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
用

に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
用

型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い

型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い

場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の

場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
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他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の

他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の

職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
共
用
型
指
定
介
護

職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用

型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
か
つ

、
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
本
体
事
業
所
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
し

て
も
差
し
支
え
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
管
理
者
の
責
務
）

（
管
理
者
の
責
務
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
性
的
な

（
新
設
）

言
動
又
は
著
し
い
迷
惑
行
為
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の

実
施
そ
の
他
の
必
要
な
配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
二
十
七
条

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介

第
二
十
七
条

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介

護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運

護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運

営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営

営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営

規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十
一

（
略
）

十

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
介
護
予
防
認
知
症

３

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を

対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
全
て
の
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業
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者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条

第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を

受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
二
十
八
条
の
二

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
感

（
新
設
）

染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
し
指
定
介
護
予
防
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の
、
及
び
非
常

の
体
制
に
お
け
る
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
業
務
継

続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
従
業
者
に
対
し
、

業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を

定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
定
期
的
に
業
務
継

続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
非
常
災
害
対
策
）

（
非
常
災
害
対
策
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る

（
新
設
）

訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
介
護
予

２

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
当
該
指
定
介
護
予

防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま

防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま

ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ん
延
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
。

。
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一

当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
け
る
感
染

（
新
設
）

症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ

レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等

」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お

お
む
ね
六
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
け
る
感
染

（
新
設
）

症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
介

（
新
設
）

護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び

ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る

（
新
設
）

事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事

業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
虐
待
の
防
止
）

第
三
十
七
条
の
二

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
虐

（
新
設
）

待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
け
る
虐
待

の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活

用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従

業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
け
る
虐
待

の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
、
介
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護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め

の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

と
。

（
地
域
と
の
連
携
等
）

（
地
域
と
の
連
携
等
）

第
三
十
九
条

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介

第
三
十
九
条

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介

護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
、
利
用

護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
、
利
用

者
の
家
族
、
地
域
住
民
の
代
表
者
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介

者
の
家
族
、
地
域
住
民
の
代
表
者
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
事
業
所
が
所
在
す
る
市
町
村
の
職
員
又
は
当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

護
事
業
所
が
所
在
す
る
市
町
村
の
職
員
又
は
当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
事
業
所
が
所
在
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
法
第
百
十
五
条
の
四

応
型
通
所
介
護
事
業
所
が
所
在
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
法
第
百
十
五
条
の
四

十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
、
介
護
予
防
認

十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
、
介
護
予
防
認

知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る

知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る

協
議
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

協
議
会
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
営
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を
設
置

る
。
た
だ
し
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
九
条
に

し
、
お
お
む
ね
六
月
に
一
回
以
上
、
運
営
推
進
会
議
に
対
し
活
動
状
況
を
報

お
い
て
「
利
用
者
等
」
と
い
う
。
）
が
参
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
テ
レ

告
し
、
運
営
推
進
会
議
に
よ
る
評
価
を
受
け
る
と
と
も
に
、
運
営
推
進
会
議

ビ
電
話
装
置
等
の
活
用
に
つ
い
て
当
該
利
用
者
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

か
ら
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
営
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を

設
置
し
、
お
お
む
ね
六
月
に
一
回
以
上
、
運
営
推
進
会
議
に
対
し
活
動
状
況

を
報
告
し
、
運
営
推
進
会
議
に
よ
る
評
価
を
受
け
る
と
と
も
に
、
運
営
推
進

会
議
か
ら
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
従
業
者
の
員
数
等
）

（
従
業
者
の
員
数
等
）

第
四
十
四
条

（
略
）

第
四
十
四
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
各
項
に
定
め
る
人
員
に
関

６

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
各
項
に
定
め
る
人
員
に
関

す
る
基
準
を
満
た
す
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
置
く

す
る
基
準
を
満
た
す
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を
置
く

ほ
か
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
従

ほ
か
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
従

業
者
を
置
い
て
い
る
と
き
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
介
護
予
防
小
規

業
者
を
置
い
て
い
る
と
き
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
当
該
介
護
予
防
小
規
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模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務

に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
指
定
介
護

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事

介
護
職
員

当
該
指
定
介
護

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事

介
護
職
員

予
防
小
規
模
多

業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
、

予
防
小
規
模
多

業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
、

機
能
型
居
宅
介

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

機
能
型
居
宅
介

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

護
事
業
所
に
中

、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老

護
事
業
所
に
中

、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
医
療

欄
に
掲
げ
る
施

人
保
健
施
設
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療

欄
に
掲
げ
る
施

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号

設
等
の
い
ず
れ

施
設
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

設
等
の
い
ず
れ

）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る

か
が
併
設
さ
れ

第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号

か
が
併
設
さ
れ

療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
も

て
い
る
場
合

に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療

て
い
る
場
合

の
に
限
る
。
）
又
は
介
護
医
療
院

所
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
介
護

医
療
院

当
該
指
定
介
護

前
項
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
、
指
定
居

看
護
師
又

当
該
指
定
介
護

前
項
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
、
指
定
居

看
護
師
又

予
防
小
規
模
多

宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
事
業
所
、

は
准
看
護

予
防
小
規
模
多

宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
事
業
所
、

は
准
看
護

機
能
型
居
宅
介

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

師

機
能
型
居
宅
介

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

師

護
事
業
所
の
同

護
看
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
通

護
事
業
所
の
同

護
看
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
通

一
敷
地
内
に
中

所
介
護
事
業
所
又
は
指
定
認
知
症
対
応

一
敷
地
内
に
中

所
介
護
事
業
所
、
指
定
認
知
症
対
応
型

欄
に
掲
げ
る
施

型
通
所
介
護
事
業
所

欄
に
掲
げ
る
施

通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
老
人
福

設
等
の
い
ず
れ

設
等
の
い
ず
れ

祉
施
設
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設

か
が
あ
る
場
合

か
が
あ
る
場
合

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

13

13

（
管
理
者
）

（
管
理
者
）

第
四
十
五
条

（
略
）

第
四
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
管
理
者
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

３

前
二
項
の
管
理
者
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
（
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ

ン
タ
ー
（
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療

ス
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療

院
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス

院
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
七
十
三
条
に
規
定
す
る
指

事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
七
十
三
条
に
規
定
す
る
指

定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
指
定
介

定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
指
定
介
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護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
従
業
者
又
は
訪
問
介
護
員

護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
従
業
者
又
は
訪
問
介
護
員

等
（
介
護
福
祉
士
又
は
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
を

等
（
介
護
福
祉
士
又
は
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
を

い
う
。
次
条
、
第
七
十
一
条
第
三
項
及
び
第
七
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

い
う
。
次
条
、
第
七
十
一
条
第
二
項
及
び
第
七
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
し
て
三
年
以
上
認
知
症
で
あ
る
者
の
介
護
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

と
し
て
三
年
以
上
認
知
症
で
あ
る
者
の
介
護
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

で
あ
っ
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修
了
し
て
い
る
も
の
で

で
あ
っ
て
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修
了
し
て
い
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
心
身
の
状
況
等
の
把
握
）

（
心
身
の
状
況
等
の
把
握
）

第
四
十
九
条

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定

第
四
十
九
条

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
介
護
支
援

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
介
護
支
援

専
門
員
（
第
四
十
四
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
専
門
員
を
配

専
門
員
（
第
四
十
四
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
専
門
員
を
配

置
し
て
い
な
い
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

置
し
て
い
な
い
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
本
体
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
。
以
下
こ
の
条
及

事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
本
体
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
。
以
下
こ
の
条
及

び
第
六
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
開
催
す
る
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（

び
第
六
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
開
催
す
る
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（

介
護
支
援
専
門
員
が
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
係
る
計
画
の
作

介
護
支
援
専
門
員
が
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
係
る
計
画
の
作

成
の
た
め
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
係
る
計
画
の
原
案
に
位

成
の
た
め
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
係
る
計
画
の
原
案
に
位

置
付
け
た
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
担
当
者
を
召
集
し
て
行
う
会
議
（

置
付
け
た
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
担
当
者
を
召
集
し
て
行
う
会
議
を

テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

い
う
。
）
等
を
通
じ
て
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環

し
、
利
用
者
等
が
参
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
の
活

境
、
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
の
把
握

用
に
つ
い
て
当
該
利
用
者
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
を
い
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
）
等
を
通
じ
て
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、

他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
の
把
握
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
五
十
七
条

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定

第
五
十
七
条

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業

の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な

の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）
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十
一

（
略
）

十

（
略
）

（
定
員
の
遵
守
）

（
定
員
の
遵
守
）

第
五
十
八
条

（
略
）

第
五
十
八
条

（
略
）

２

前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
過
疎
地
域
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
地

（
新
設
）

域
で
あ
っ
て
、
地
域
の
実
情
に
よ
り
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
の
効
率
的
運
営
に
必
要
で
あ
る
と
市
町
村
が
認
め
た
場
合
は
、
一
定
の

期
間
に
限
り
、
登
録
定
員
並
び
に
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
定
員
を
超
え
て
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
六
十
四
条

第
十
一
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条

第
六
十
四
条

第
十
一
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条

、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
八
条
の
二
、
第
三

、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十

十
一
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
か
ら

六
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
の

第
三
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準

の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
に
規

「
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
七
条
に
規

定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に

定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所

関
す
る
規
程
」
と
、
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ

介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業

る
の
は
「
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
六

者
」
と
、
第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
章
第
四

条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
章
第
四
節
」
と
、
第
二
十
八

節
」
と
、
第
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第
三
十
二
条
中
「
介
護
予
防
認
知
症
対

条
第
三
項
及
び
第
三
十
二
条
中
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業

応
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、

介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知

所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
小
規
模
多

見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に

機
能
型
居
宅
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の

つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
、
「

は
「
二
月
」
と
、
「
活
動
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊

活
動
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
回

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
回
数
等
の
活
動
状
況
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

数
等
の
活
動
状
況
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）
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第
七
十
条

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者

第
七
十
条

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者

（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
」
と
い
う

（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
」
と
い
う

。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型

。
）
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
介
護
予
防
認

共
同
生
活
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
介
護
予
防
認

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
「
介
護
従
業

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
る
従
業
者
（
以
下
「
介
護
従
業

者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
当
該
事
業
所
を
構
成
す
る
共
同
生
活
住
居
ご

者
」
と
い
う
。
）
の
員
数
は
、
当
該
事
業
所
を
構
成
す
る
共
同
生
活
住
居
ご

と
に
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
以
外
の
時
間
帯
に
指
定
介
護
予
防
認
知
症

と
に
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
以
外
の
時
間
帯
に
指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
る
介
護
従
業
者
を
、
常
勤
換
算
方
法

対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
る
介
護
従
業
者
を
、
常
勤
換
算
方
法

で
、
当
該
共
同
生
活
住
居
の
利
用
者
（
当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型

で
、
当
該
共
同
生
活
住
居
の
利
用
者
（
当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
事
業
者
が
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
（
指

共
同
生
活
介
護
事
業
者
が
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
（
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
認
知
症

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
認
知
症

対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て

対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
を
併
せ
て

受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
と
指

受
け
、
か
つ
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
と
指

定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
八

定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
八

十
九
条
に
規
定
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同

十
九
条
に
規
定
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る

じ
。
）
の
事
業
と
が
同
一
の
事
業
所
に
お
い
て
一
体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
又
は
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
利
用
者
。
以
下

共
同
生
活
介
護
又
は
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
利
用
者
。
以
下

こ
の
条
及
び
第
七
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を

こ
の
条
及
び
第
七
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を

増
す
ご
と
に
一
以
上
と
す
る
ほ
か
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
て
一

増
す
ご
と
に
一
以
上
と
す
る
ほ
か
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
て
一

以
上
の
介
護
従
業
者
に
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
（
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯

以
上
の
介
護
従
業
者
に
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
（
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯

に
行
わ
れ
る
勤
務
（
宿
直
勤
務
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

に
行
わ
れ
る
勤
務
（
宿
直
勤
務
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
た
め

て
同
じ
。
）
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

に
必
要
な
数
以
上
と
す
る
。

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
有
す
る
共
同
生
活

住
居
の
数
が
三
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
共
同
生
活
住
居
が
す
べ
て
同

一
の
階
に
お
い
て
隣
接
し
、
職
員
が
円
滑
に
利
用
者
の
状
況
把
握
を
行
い
、

速
や
か
な
対
応
が
可
能
な
構
造
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
指
定
介
護
予

防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
に
よ
る
安
全
対
策
が
講
じ
ら
れ
、

利
用
者
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯

に
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
ご
と
に
置
く
べ
き

介
護
従
業
者
の
員
数
は
、
夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ
て
二
以
上
の
介
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護
従
業
者
に
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
を
行
わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
数
以
上
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予

５

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
共
同
生
活
住

防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又

居
ご
と
に
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
係
る
計
画

は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
係
る
計
画
の
作
成
に
関
し
知
識
及
び
経
験
を
有

の
作
成
に
関
し
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
介
護
予
防
認
知
症
対

す
る
者
で
あ
っ
て
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
計
画
の
作
成
を

応
型
共
同
生
活
介
護
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
の
に
適
当
と
認
め
ら
れ
る

担
当
さ
せ
る
の
に
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る

も
の
を
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
計
画
作
成
担
当
者
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

計
画
作
成
担
当
者
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
処
遇
に

な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
同
生
活

支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

住
居
に
お
け
る
他
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

事
業
所
に
お
け
る
他
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

６
～
８

（
略
）

６
～
８

（
略
）

９

第
七
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
防
認

（
新
設
）

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
（
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
事
業
所
で
あ
っ
て
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
そ
の
他
の
保
健

医
療
又
は
福
祉
に
関
す
る
事
業
に
つ
い
て
三
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
指
定

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
当
該

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
以
外
の
指
定
介
護
予

防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
指
定
介
護
予
防
認

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
対
し
て
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
に
係
る
支
援
を
行
う
も
の
（
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
「
本
体
事
業
所
」
と
い
う
。
）
と
の
密
接
な
連
携
の
下
に
運
営
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
介
護
支
援
専
門
員
で
あ
る
計
画

作
成
担
当
者
に
代
え
て
、
前
項
の
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修

了
し
た
者
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

・

（
略
）

９
・

（
略
）

10

11

10

（
管
理
者
）

（
管
理
者
）

第
七
十
一
条

（
略
）

第
七
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

（
新
設
）

介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予
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防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
本
体
事
業
所
の
管

理
者
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

第
七
十
三
条

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
は
、
共

第
七
十
三
条

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
は
、
共

同
生
活
住
居
を
有
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
数
は
一
以
上
三
以
下
（
サ
テ
ラ
イ

同
生
活
住
居
を
有
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
数
は
一
又
は
二
と
す
る
。
た
だ
し

ト
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、

、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
係
る
用
地
の
確

一
又
は
二
）
と
す
る
。

保
が
困
難
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
地
域
の
実
情
に
よ
り
指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
効
率
的
運
営
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
一
の
事
業
所
に
お
け
る
共
同
生
活
住
居
の
数
を
三
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
）

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
）

第
七
十
七
条

（
略
）

第
七
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束

３

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束

等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
従
業
者

月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
従
業

そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

者
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

（
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
七
十
八
条

共
同
生
活
住
居
の
管
理
者
は
、
同
時
に
介
護
保
険
施
設
、
指
定

第
七
十
八
条

共
同
生
活
住
居
の
管
理
者
は
、
同
時
に
介
護
保
険
施
設
、
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

若
し
く
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
介
護
予

若
し
く
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
事
業
所
、
病
院

防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
場
合
は
、
本
体
事
業
所
が
提
供

、
診
療
所
又
は
社
会
福
祉
施
設
を
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た

す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
除
く
。
）
の
事
業
を

だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
業
所
、
施
設
等
が
同
一
敷
地
内
に
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
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行
う
事
業
所
、
病
院
、
診
療
所
又
は
社
会
福
祉
施
設
を
管
理
す
る
者
で
あ
っ

当
該
共
同
生
活
住
居
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
業
所
、
施
設
等
が
同
一
敷
地
内
に

あ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
共
同
生
活
住
居
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
七
十
九
条

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
共

第
七
十
九
条

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
共

同
生
活
住
居
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に

同
生
活
住
居
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に

関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

八

（
略
）

七

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
八
十
条

（
略
）

第
八
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
介
護
従
業
者

３

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
介
護
従
業
者

の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
際
、
当
該
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者

い
。

は
、
全
て
の
介
護
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支

援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を

有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に

係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
八
十
五
条

第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
三

第
八
十
五
条

第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
三

条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
八
条
の
二
、
第
三
十
一
条
か
ら

条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、

第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、

第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
三
十
八
条
、
第
三

第
三
十
七
条
の
二
、
第
三
十
七
条
の
二
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
（
第

十
九
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
八
条
の
二
及
び
第

五
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
六
条
、
第
五
十
八
条
の
二
及
び
第
六
十
条
の
規

六
十
条
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業



- 124 -

定
は
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
二

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
に
規

十
七
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る

定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に

重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従

関
す
る
規
程
」
と
、
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
こ
の

る
の
は
「
介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る

節
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
二
条
中
「
介
護
予
防
認

の
は
「
第
四
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
二
条
中
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型

知
症
対
応
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三

通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
九
条
第
一

十
九
条
第
一
項
中
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を

項
中
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」

有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
つ

と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
つ
い
て
知
見
を

い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
、
第
五

有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
、
第
五
十
六
条
中
「

十
六
条
中
「
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
従
業

「
介
護
従
業
者
」
と
、
第
五
十
八
条
の
二
中
「
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

者
」
と
、
第
五
十
八
条
の
二
中
「
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

能
型
居
宅
介
護
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共

護
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

同
生
活
介
護
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
基
本
取
扱
方
針
）

（
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
基
本
取
扱
方
針
）

第
八
十
六
条

（
略
）

第
八
十
六
条

（
略
）

２

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
自
ら
そ
の
提

２

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者
は
、
自
ら
そ
の
提

供
す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
質
の
評
価
を
行
う

供
す
る
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
質
の
評
価
を
行
う

と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
定
期
的
な
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら

と
と
も
に
、
定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果

の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

外
部
の
者
に
よ
る
評
価

（
新
設
）

二

第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運

（
新
設
）

営
推
進
会
議
に
お
け
る
評
価

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

第
五
章

雑
則

（
新
設
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
九
十
条

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
地
域
密

（
新
設
）

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ

の
省
令
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
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本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（

第
十
四
条
第
一
項
（
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子

的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
は
、
交
付
、
説
明
そ
の
他
こ
の
省
令

に
お
い
て
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
並
び
に
同
意
及
び
承
諾
に
つ
い
て
は
、
書

面
又
は
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

。
３

第
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
七
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
九
号
。
附
則
に
お
い
て
「
養

護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め

（
新
設
）

、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
職
員
に
対
し
、
研
修
を
実

施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
七
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要

第
七
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要

事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

八

（
略
）

七

（
略
）

（
非
常
災
害
対
策
）

（
非
常
災
害
対
策
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
つ
て
、
地

（
新
設
）

域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

11

11

第
一
項
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ
ラ

第
一
項
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
サ
テ
ラ

12

12

イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
調
理
員
、
事
務
員

イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
調
理
員
、
事
務
員

そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
本
体
施
設
の
場
合
に
は
、
次
の

そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
本
体
施
設
の
場
合
に
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
に
よ
り
当
該
サ
テ

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
に
よ
り
当
該
サ
テ
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ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と

ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

養
護
老
人
ホ
ー
ム

生
活
相
談
員
、
栄
養
士
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ

一

養
護
老
人
ホ
ー
ム

栄
養
士
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職
員

の
他
の
職
員

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

（
処
遇
の
方
針
）

（
処
遇
の
方
針
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲

６

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
支
援
員
そ
の

と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三
月

他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
支
援
員
そ
の

他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
施
設
長
の
責
務
）

（
施
設
長
の
責
務
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
長
は
、
性
的
な
言
動
又
は
著
し
い
迷
惑
行
為
等

（
新
設
）

の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
配
慮
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修

３

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修

の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
全
て
の
職
員
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
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員
、
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格

を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護

に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
二
十
三
条
の
二

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に

（
新
設
）

お
い
て
、
入
所
者
に
対
し
処
遇
を
継
続
的
に
行
う
た
め
の
、
及
び
非
常
の
体

制
に
お
け
る
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
業
務
継
続
計

画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す

る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必

要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食

２

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食

中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置

中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま

一

当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま

ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等

ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
お
お
む
ね
三
月
に
一

を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね
三
月
に

回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
支
援
員
そ
の
他
の

一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
支
援
員
そ
の
他

職
員
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

の
職
員
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、
支
援
員
そ
の
他
の
職
員
に
対
し
、

三

当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、
支
援
員
そ
の
他
の
職
員
に
対
し
、

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
及
び
訓

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期

練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

的
に
実
施
す
る
こ
と
。



- 130 -

四

（
略
）

四

（
略
）

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

第
二
十
九
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す

第
二
十
九
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す

る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
及
び
支
援
員
そ
の
他
の
職
員
に
対

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
支
援
員
そ
の
他
の
職
員
に

す
る
研
修
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
。

対
す
る
研
修
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

（
新
設
）

と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
虐
待
の
防
止
）

第
三
十
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る

（
新
設
）

た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討

す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て

、
職
員
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備

す
る
こ
と
。

三

当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、
職
員
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た

め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

と
。

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
三
十
一
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
そ
の
職
員
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ

（
新
設
）

の
省
令
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副

本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
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き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
書
面
又
は
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
八
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
。
附
則

に
お
い
て
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

雑
則
（
第
五
十
条
）

附
則

附
則

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等

（
新
設
）

の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、

研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

（
新
設
）

る
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等

関
連
情
報
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
行
う
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
二
条

法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に

第
二
条

法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に

置
く
べ
き
従
業
者
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
所
定
員

置
く
べ
き
従
業
者
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
所
定
員

が
四
十
人
を
超
え
な
い
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
あ
っ
て
は
、
他
の
社
会

が
四
十
人
を
超
え
な
い
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
あ
っ
て
は
、
他
の
社
会

福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当

福
祉
施
設
等
の
栄
養
士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
指
定
介
護
老
人

該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る

福
祉
施
設
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、

場
合
で
あ
っ
て
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
四
号
の
栄
養

入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
四
号
の
栄
養
士
を
置
か
な
い
こ

士
又
は
管
理
栄
養
士
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

一

医
師

入
所
者
に
対
し
健
康
管
理
及
び
療
養
上
の
指
導
を
行
う
た
め
に

一

医
師

入
所
者
に
対
し
健
康
管
理
及
び
療
養
上
の
指
導
を
行
う
た
め
に

必
要
な
数

必
要
な
数

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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四

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

一
以
上

四

栄
養
士

一
以
上

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉

４

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉

施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
所
者
の

施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
介
護

処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

老
人
福
祉
施
設
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
第
三
十
八
条
に

規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
ユ
ニ
ッ
ト

型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
併
設
す
る
場
合
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
（

第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
配
置
さ
れ
る
看
護
職
員
に
限
る
。
）

又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人

福
祉
施
設
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
八
条
に
規
定
す
る
ユ

ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
併
設
す
る
場
合
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
ユ
ニ

ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
配
置
さ
れ
る
看
護
職
員
に
限
る
。
）
を
除
き
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が

な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
～

（
略
）

５
～

（
略
）

10

10

（
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

（
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、

６

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三
月

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。
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に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）

（
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
）

（
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
入
所
者
に
対

６

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
入
所
者
に
対

す
る
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
他
の
担
当
者
（
以
下

す
る
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
他
の
担
当
者
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う
。
）
を
召
集
し
て
行
う
会
議
（
テ
レ

こ
の
条
に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う
。
）
を
召
集
し
て
行
う
会
議
を
い
う

ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

。
以
下
同
じ
。
）
の
開
催
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
当
該
施
設

入
所
者
又
は
そ
の
家
族
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
入
所
者
等
」
と
い
う
。

サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、
専
門
的
な
見
地

）
が
参
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
の
活
用
に
つ
い
て

か
ら
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

当
該
入
所
者
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
開
催
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
当
該
施
設
サ
ー
ビ
ス
計

画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、
専
門
的
な
見
地
か
ら
の
意
見

を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

12

12

（
栄
養
管
理
）

第
十
七
条
の
二

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
者
の
低
栄
養
状
態
の
予

（
新
設
）

防
及
び
改
善
を
図
り
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

各
入
所
者
の
状
態
に
応
じ
た
栄
養
管
理
を
計
画
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
口
腔
衛
生
の
管
理
）

第
十
七
条
の
三

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
者
の
口
腔
の
健
康
の
保

（
新
設
）

持
を
図
り
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
口
腔
衛
生

管
理
体
制
を
整
備
し
、
各
入
所
者
の
状
態
に
応
じ
た
口
腔
衛
生
の
管
理
を
計

画
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
管
理
者
の
責
務
）

（
管
理
者
の
責
務
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
管
理
者
は
、
性
的
な
言
動
又
は
著
し
い
迷
惑

（
新
設
）

行
為
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な

配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
二
十
三
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ

第
二
十
三
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ

い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定

い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定

め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

九

（
略
）

八

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た

３

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た

め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
指
定
介

め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

護
老
人
福
祉
施
設
は
、
全
て
の
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉

士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者

等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認

知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
二
十
四
条
の
二

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発

（
新
設
）

生
時
に
お
い
て
、
入
所
者
に
対
し
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の
、
及
び
非
常
の
体
制
に
お
け
る
早
期
の
業
務
再
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開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し

、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い

て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行

い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
非
常
災
害
対
策
）

（
非
常
災
害
対
策
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ

（
新
設
）

て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て

感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号

感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防

一

当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防

及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話

及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
お
お
む
ね
三

装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね

月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員

三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職

そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業

三

当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業

者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の

者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の

研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
掲
示
）

（
掲
示
）
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第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

（
新
設
）

を
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も

関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

第
三
十
五
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を

第
三
十
五
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を

防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
及
び
従
業
者
に
対
す
る
研
修
を
定

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
従
業
者
に
対
す
る
研
修
を

期
的
に
行
う
こ
と
。

定
期
的
に
行
う
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

（
新
設
）

と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
虐
待
の
防
止
）

第
三
十
五
条
の
二

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再

（
新
設
）

発
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対
策

を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に

つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
指
針

を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業

者
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

と
。
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（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
三
十
九
条

（
略
）

第
三
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐

（
新
設
）

待
の
防
止
等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業

者
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

（
新
設
）

ス
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

介
護
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に

行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
備
）

（
設
備
）

第
四
十
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の

第
四
十
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一

ユ
ニ
ッ
ト

一

ユ
ニ
ッ
ト

イ

居
室

イ

居
室

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

居
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ

居
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ

（２）

（２）

ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ

ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ

し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
定
員
は
、
原
則
と
し
て
お
お
む
ね
十
人

し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
定
員
は
、
お
お
む
ね
十
人
以
下
と
し
な

以
下
と
し
、
十
五
人
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
の
居
室
の
床
面
積
等
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

一
の
居
室
の
床
面
積
等
は
、
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

（３）

（３）

る
こ
と
。
た
だ
し
、

た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・

（１）

三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

た

（ｉ）

（１）

だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

と
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
居
室
を
改
修
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

（ｉｉ）
入
居
者
同
士
の
視
線
の
遮
断
の
確
保
を
前
提
に
し
た
上
で
、
居
室

を
隔
て
る
壁
に
つ
い
て
、
天
井
と
の
間
に
一
定
の
隙
間
が
生
じ
て
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い
て
も
差
し
支
え
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（４）

（４）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
四
十
六
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設

第
四
十
六
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設

の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な

の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十

（
略
）

九

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
四
十
七
条

（
略
）

第
四
十
七
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資
質

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資
質

の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、

の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
全
て
の
従
業
者
（
看
護
師

、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者

を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
四
十
九
条

第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条

第
四
十
九
条

第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条

、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
四
条
の
二
及
び
第
二
十

、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
ま
で
及
び
第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
七

六
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉

条
ま
で
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
準
用

施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
中
「
第

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
に
規
定
す

二
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
に
規
定
す

る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
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る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
」
と

る
規
程
」
と
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
章

あ
る
の
は
「
第
五
章
第
三
節
」
と
、
第
三
十
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
八

第
三
節
」
と
、
第
三
十
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
八
条
第
二
項
」
と
あ
る

条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
二

の
は
「
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
二

項
」
と
、
第
二
十
二
条
の
二
中
「
第
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
九
条

条
の
二
中
「
第
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
」
と
、
第
二
十
二
条
の
二
第
五
号
及
び
第
三

第
十
二
条
」
と
、
第
二
十
二
条
の
二
第
五
号
及
び
第
三
十
七
条
第
二
項
第
三

十
七
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
十
一
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二

号
中
「
第
十
一
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
第
七
項
」
と
、
第

条
第
七
項
」
と
、
第
三
十
七
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
二
十
条
」
と
あ
る
の

三
十
七
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
二
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
九
条
に

は
「
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
」
と
、
第
二
十
二
条
の
二

お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
条
」
と
、
第
二
十
二
条
の
二
第
六
号
及
び
第
三
十

第
六
号
及
び
第
三
十
七
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
三
十
三
条
第
二
項
」
と
あ

七
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
三
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
九

る
の
は
「
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
三
条
第
二
項
」
と
、
第

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
三
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
二
条
の
二
第
七

二
十
二
条
の
二
第
七
号
及
び
第
三
十
七
条
第
二
項
第
六
号
中
「
第
三
十
五
条

号
及
び
第
三
十
七
条
第
二
項
第
六
号
中
「
第
三
十
五
条
第
三
項
」
と
あ
る
の

第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
第

は
「
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え

三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

雑
則

（
新
設
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
五
十
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ

（
新
設
）

の
他
こ
の
省
令
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正

本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る

も
の
（
第
五
条
第
一
項
（
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
第
八
条
第
一
項
（
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
当

該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ

て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
交
付
、
説
明
そ
の
他
こ

の
省
令
に
お
い
て
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
書
面
で
行
う
こ
と
が

規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
並
び
に
同
意
及
び
承
諾
に
つ
い
て
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は
、
書
面
又
は
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

第
四
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
九
条

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
。

附
則
に
お
い
て
「
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

雑
則
（
第
五
十
条
）

附
則

附
則

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
入
所
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た

（
新
設
）

め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修

を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
に
当
た

（
新
設
）

っ
て
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等
関
連
情
報

そ
の
他
必
要
な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
二
条

法
第
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
に
置
く

第
二
条

法
第
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
に
置
く

べ
き
医
師
、
看
護
師
、
介
護
支
援
専
門
員
及
び
介
護
そ
の
他
の
業
務
に
従
事

べ
き
医
師
、
看
護
師
、
介
護
支
援
専
門
員
及
び
介
護
そ
の
他
の
業
務
に
従
事

す
る
従
業
者
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

す
る
従
業
者
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

入
所
定
員
百
以
上
の
介
護
老
人
保
健
施
設

六

栄
養
士

入
所
定
員
百
以
上
の
介
護
老
人
保
健
施
設
に
あ
っ
て
は
、
一

に
あ
っ
て
は
、
一
以
上

以
上

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

介
護
老
人
保
健
施
設
の
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
職

４

介
護
老
人
保
健
施
設
の
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
職

務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
所
者
の
処
遇
に
支

務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
介
護
老
人
保
健
施
設
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障
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
（
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト

型
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
を

併
設
す
る
場
合
の
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施

設
の
介
護
職
員
を
除
き
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

６

第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

６

第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
（
当
該
施
設
を
設
置
し
よ
う
と

サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
（
当
該
施
設
を
設
置
し
よ
う
と

す
る
者
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
当
該
施
設
以
外
の
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く

す
る
者
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
当
該
施
設
以
外
の
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く

は
介
護
医
療
院
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
（
以
下
「
本
体
施
設
」
と
い
う

は
介
護
医
療
院
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
（
以
下
「
本
体
施
設
」
と
い
う

。
）
と
の
密
接
な
連
携
を
確
保
し
つ
つ
、
本
体
施
設
と
は
別
の
場
所
で
運
営

。
）
と
の
密
接
な
連
携
を
確
保
し
つ
つ
、
本
体
施
設
と
は
別
の
場
所
で
運
営

さ
れ
、
入
所
者
の
在
宅
へ
の
復
帰
の
支
援
を
目
的
と
す
る
定
員
二
十
九
人
以

さ
れ
、
入
所
者
の
在
宅
へ
の
復
帰
の
支
援
を
目
的
と
す
る
定
員
二
十
九
人
以

下
の
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
医
師
、
支
援
相
談
員

下
の
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
医
師
、
支
援
相
談
員

、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
、
栄
養
士
若
し
く
は

、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
、
栄
養
士
又
は
介
護

管
理
栄
養
士
又
は
介
護
支
援
専
門
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
本
体
施
設

支
援
専
門
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
本
体
施
設
の
場
合
に
は
、
次
の
各

の
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ

員
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入
所
者
の
処

イ
ト
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る

遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

一

介
護
老
人
保
健
施
設

医
師
、
支
援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

一

介
護
老
人
保
健
施
設

医
師
、
支
援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
又
は
介
護

法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
、
栄
養
士
又
は
介
護
支
援
専
門
員

支
援
専
門
員

二

介
護
医
療
院

医
師
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
又
は
介
護
支
援

二

介
護
医
療
院

医
師
、
栄
養
士
又
は
介
護
支
援
専
門
員

専
門
員

三

病
院

医
師
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
（
病
床
数
百
以
上
の
病

三

病
院

医
師
、
栄
養
士
（
病
床
数
百
以
上
の
病
院
の
場
合
に
限
る
。
）

院
の
場
合
に
限
る
。
）
又
は
介
護
支
援
専
門
員
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部

又
は
介
護
支
援
専
門
員
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条

成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号

に
よ
る
改
正
前
の
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護

に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
場
合
に
限
る
。
）

療
養
型
医
療
施
設
の
場
合
に
限
る
。
）
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四

（
略
）

四

（
略
）

７

第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

７

第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

医
療
機
関
併
設
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
（
介
護
医
療
院
又
は
病
院
若

医
療
機
関
併
設
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
（
介
護
医
療
院
又
は
病
院
若

し
く
は
診
療
所
に
併
設
さ
れ
、
入
所
者
の
在
宅
へ
の
復
帰
の
支
援
を
目
的
と

し
く
は
診
療
所
に
併
設
さ
れ
、
入
所
者
の
在
宅
へ
の
復
帰
の
支
援
を
目
的
と

す
る
定
員
二
十
九
人
以
下
の
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
っ
て
、
前
項
に
規
定

す
る
定
員
二
十
九
人
以
下
の
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
っ
て
、
前
項
に
規
定

す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以

す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
医
師
、
支
援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く

下
同
じ
。
）
の
医
師
、
支
援
相
談
員
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く

は
言
語
聴
覚
士
、
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
又
は
介
護
支
援
専
門
員
の

は
言
語
聴
覚
士
、
栄
養
士
又
は
介
護
支
援
専
門
員
の
員
数
の
基
準
は
、
次
の

員
数
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一

医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
栄
養

一

医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
栄
養

士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士

併
設
さ
れ
る
介
護
医
療
院
又
は
病
院
若
し
く

士

併
設
さ
れ
る
介
護
医
療
院
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
医
師
、
理

は
診
療
所
の
医
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士

学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
又
は
栄
養
士
に
よ
り
当

又
は
栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
に
よ
り
当
該
医
療
機
関
併
設
型
小
規

該
医
療
機
関
併
設
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
が
適

模
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら

切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と

れ
る
と
き
は
、
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に

６

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に

掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三
月

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）

（
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
）

（
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
）
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第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
入
所
者
に
対

６

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
入
所
者
に
対

す
る
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
他
の
担
当
者
（
以
下
こ
の

す
る
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
他
の
担
当
者
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う
。
）
を
召
集
し
て
行
う
会
議
（
テ
レ
ビ
電

条
に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う
。
）
を
召
集
し
て
行
う
会
議
を
い
う
。
以

話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
所

下
同
じ
。
）
の
開
催
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
当
該
施
設
サ
ー

者
又
は
そ
の
家
族
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
入
所
者
等
」
と
い
う
。
）
が

ビ
ス
計
画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、
専
門
的
な
見
地
か
ら

参
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
の
活
用
に
つ
い
て
当
該

の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

入
所
者
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
開
催
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
当
該
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の

原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、
専
門
的
な
見
地
か
ら
の
意
見
を
求

め
る
も
の
と
す
る
。

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

12

12

（
栄
養
管
理
）

第
十
七
条
の
二

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
入
所
者
の
低
栄
養
状
態
の
予
防
及

（
新
設
）

び
改
善
を
図
り
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
各
入

所
者
の
状
態
に
応
じ
た
栄
養
管
理
を
計
画
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
口
腔
衛
生
の
管
理
）

第
十
七
条
の
三

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
入
所
者
の
口
腔
の
健
康
の
保
持
を

（
新
設
）

図
り
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
口
腔
衛
生
管
理

体
制
を
整
備
し
、
各
入
所
者
の
状
態
に
応
じ
た
口
腔
衛
生
の
管
理
を
計
画
的

に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
者
の
責
務
）

（
管
理
者
の
責
務
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

介
護
老
人
保
健
施
設
の
管
理
者
は
、
性
的
な
言
動
又
は
著
し
い
迷
惑
行
為

（
新
設
）

等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
配
慮

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）
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（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
二
十
五
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て

第
二
十
五
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て

の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て

の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

八

（
略
）

七

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修

３

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修

の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施

の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
は
、
全
て
の
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援

専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有

す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係

る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
二
十
六
条
の
二

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時

（
新
設
）

に
お
い
て
、
入
所
者
に
対
し
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
継
続
的
に

実
施
す
る
た
め
の
、
及
び
非
常
の
体
制
に
お
け
る
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る

た
め
の
計
画
（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業

務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、

必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
非
常
災
害
対
策
）

（
非
常
災
害
対
策
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、

（
新
設
）

地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
い
て
感
染
症
又

２

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
い
て
感
染
症
又

は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
感
染
症
又
は
食
中
毒
の
予
防
及
び

一

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
感
染
症
又
は
食
中
毒
の
予
防
及
び

ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置

ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
お
お
む
ね
三
月
に

等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね
三
月

一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に

三

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に

対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修

対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修

及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当

（
新
設
）

該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に

自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

第
三
十
六
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止

第
三
十
六
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
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す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
及
び
従
業
者
に
対
す
る
研
修
を
定

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
従
業
者
に
対
す
る
研
修
を

期
的
に
行
う
こ
と
。

定
期
的
に
行
う
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

（
新
設
）

と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
虐
待
の
防
止
）

第
三
十
六
条
の
二

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を

（
新
設
）

防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検

討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い

て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整

備
す
る
こ
と
。

三

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に

対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

と
。

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
入
所
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の

（
新
設
）

防
止
等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に

対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

（
新
設
）

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
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等
関
連
情
報
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
行
う
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
四
十
一
条

（
略
）

第
四
十
一
条

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ユ
ニ
ッ
ト

一

ユ
ニ
ッ
ト

イ

療
養
室

イ

療
養
室

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

療
養
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該

療
養
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該

（２）

（２）

ユ
ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た

ユ
ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た

だ
し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
定
員
は
、
原
則
と
し
て
お
お
む
ね
十

だ
し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
定
員
は
、
お
お
む
ね
十
人
以
下
と
し

人
以
下
と
し
、
十
五
人
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
の
療
養
室
の
床
面
積
等
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と

一
の
療
養
室
の
床
面
積
等
は
、
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

（３）

（３）

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一

（1）

・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
（1

（i）
）
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
と
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
療
養
室
を
改
修
し
た
も
の
に
つ
い
て
は

（ii）
、
入
居
者
同
士
の
視
線
の
遮
断
の
確
保
を
前
提
に
し
た
上
で
、
療

養
室
を
隔
て
る
壁
に
つ
い
て
、
天
井
と
の
間
に
一
定
の
隙
間
が
生

じ
て
い
て
も
差
し
支
え
な
い
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（４）

（８）

（４）

（８）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

第
四
十
三
条

（
略
）

第
四
十
三
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）
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８

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る

８

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る

た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

９

（
略
）

９

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
四
十
七
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運

第
四
十
七
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運

営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

九

（
略
）

八

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
四
十
八
条

（
略
）

第
四
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向

上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該

上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
全
て
の
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護

師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。

）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
五
十
条

第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
七

第
五
十
条

第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
七

条
の
三
ま
で
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
の
二
ま
で
、
第

条
ま
で
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
の
二
ま
で
及
び
第
二
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二
十
六
条
の
二
及
び
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
ユ
ニ

十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
中
「
第
二

第
五
条
第
一
項
中
「
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「

十
五
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る

第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
第
二
十
四
条
第

重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
」
と
あ

二
項
中
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
章
第
三
節
」
と
、
第
三
十
八
条
第

る
の
は
「
第
五
章
第
三
節
」
と
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
八
条

二
項
第
二
号
中
「
第
八
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準

第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
四
項
」

用
す
る
第
八
条
第
四
項
」
と
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
九
条
第

と
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
第
二
項
」
と

五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
四
条
の
二
中
「

、
第
二
十
四
条
の
二
中
「
第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て

第
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
」
と

準
用
す
る
第
十
四
条
」
と
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
二
十
二
条

、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
二
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十

」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
」
と
、
第
二

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
」
と
、
第
二
十
四
条
の
二
第
四
号
及
び

十
四
条
の
二
第
四
号
及
び
第
三
十
八
条
第
二
項
第
六
号
中
「
第
三
十
四
条
第

第
三
十
八
条
第
二
項
第
六
号
中
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
四
条
第
二
項

五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
四
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
四
条
の
二

」
と
、
第
二
十
四
条
の
二
第
五
号
及
び
第
三
十
八
条
第
二
項
第
七
号
中
「
第

第
五
号
及
び
第
三
十
八
条
第
二
項
第
七
号
中
「
第
三
十
六
条
第
三
項
」
と
あ

三
十
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
三
項
」
と
、
第
三

六
条
第
三
項
」
と
、
第
三
十
八
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」

十
八
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三

と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
第
七
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

条
第
七
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

雑
則

（
新
設
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
五
十
一
条

介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の

（
新
設
）

他
こ
の
省
令
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本

、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も

の
（
第
六
条
第
一
項
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
第
九
条
第
一
項
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び

に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
当
該
書
面

に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ

っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電

子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
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う
こ
と
が
で
き
る
。

２

介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
交
付
、
説
明
そ
の
他
こ
の
省

令
に
お
い
て
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
並
び
に
同
意
及
び
承
諾
に
つ
い
て
は
、

書
面
又
は
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

。
３

第
五
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
。
附
則
に
お
い
て
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次

の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

雑
則
（
第
五
十
一
条
）

附
則

附
則

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
入
院
患
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防

（
新
設
）

止
等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対

し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

（
新
設
）

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険

等
関
連
情
報
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
行
う
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
二
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
療
養
病
床
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三

第
二
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
療
養
病
床
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
い

年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
置
く
べ
き

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
置
く
べ
き

従
業
者
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

従
業
者
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

医
師
及
び
薬
剤
師

そ
れ
ぞ
れ
医
療
法
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
有
す

一

医
師
、
薬
剤
師
及
び
栄
養
士

そ
れ
ぞ
れ
医
療
法
に
規
定
す
る
療
養
病

る
病
院
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
以
上

床
を
有
す
る
病
院
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
以
上

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

療
養
病
床
が
百
以
上
の
指
定
介
護
療
養
型

（
新
設
）

医
療
施
設
に
あ
っ
て
は
、
一
以
上

六

（
略
）

五

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第

３

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第

四
百
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床

四
百
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床

に
よ
り
構
成
さ
れ
る
病
棟
（
以
下
「
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
」
と
い

に
よ
り
構
成
さ
れ
る
病
棟
（
以
下
「
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
」
と
い

う
。
）
を
有
す
る
病
院
（
以
下
「
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
を
有
す
る

う
。
）
を
有
す
る
病
院
（
以
下
「
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
を
有
す
る

病
院
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
の
員
数

病
院
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
置
く
べ
き
従
業
者
の
員
数

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

医
師
及
び
薬
剤
師

そ
れ
ぞ
れ
医
療
法
上
必
要
と
さ
れ
る
数
以
上

一

医
師
、
薬
剤
師
及
び
栄
養
士

そ
れ
ぞ
れ
医
療
法
上
必
要
と
さ
れ
る
数

以
上

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

六

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
に
係
る
病

（
新
設
）

床
数
及
び
療
養
病
床
が
百
以
上
の
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
あ
っ
て

は
、
一
以
上

七

（
略
）

六

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

７

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
指
定
介
護
療
養
型

７

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
指
定
介
護
療
養
型

医
療
施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
も
っ
て
充
て
な
け
れ
ば

医
療
施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
も
っ
て
充
て
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
院
患
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介

り
で
な
い
。

護
療
養
型
医
療
施
設
（
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を

併
設
す
る
場
合
の
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護

療
養
型
医
療
施
設
の
介
護
職
員
を
除
き
、
入
院
患
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８
～

（
略
）

８
～

（
略
）

10

10

（
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

（
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め

６

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め

、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三
月

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）

（
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
）

（
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
入
院
患
者
に

６

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
入
院
患
者
に

対
す
る
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
他
の
担
当
者
（
以

対
す
る
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
他
の
担
当
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う
。
）
を
召
集
し
て
行
う
会
議
（
テ

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う
。
）
を
召
集
し
て
行
う
会
議
を
い

レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
催
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
当
該
施

、
入
院
患
者
又
は
そ
の
家
族
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
入
院
患
者
等
」
と

設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、
専
門
的
な
見

い
う
。
）
が
参
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
の
活
用
に

地
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

つ
い
て
当
該
入
院
患
者
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
開
催
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
当
該
施
設
サ

ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、
専
門
的
な
見
地
か

ら
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

12

12

（
栄
養
管
理
）

第
十
七
条
の
二

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
入
院
患
者
の
低
栄
養
状
態

（
新
設
）

の
予
防
及
び
改
善
を
図
り
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
各
入
院
患
者
の
状
態
に
応
じ
た
栄
養
管
理
を
計
画
的
に
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
口
腔
衛
生
の
管
理
）

第
十
七
条
の
三

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
入
院
患
者
の
口
腔
の
健
康

（
新
設
）
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の
保
持
を
図
り
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
口
腔

衛
生
管
理
体
制
を
整
備
し
、
各
入
院
患
者
の
状
態
に
応
じ
た
口
腔
衛
生
の
管

理
を
計
画
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
者
の
責
務
）

（
管
理
者
の
責
務
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
管
理
者
は
、
性
的
な
言
動
又
は
著
し
い
迷

（
新
設
）

惑
行
為
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要

な
配
慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
二
十
四
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に

第
二
十
四
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に

つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を

つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を

定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

八

（
略
）

七

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ

３

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ

の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
指
定
介
護

の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

療
養
型
医
療
施
設
は
、
全
て
の
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉

士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者

等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認

知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）
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第
二
十
五
条
の
二

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の

（
新
設
）

発
生
時
に
お
い
て
、
入
院
患
者
に
対
し
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の
、
及
び
非
常
の
体
制
に
お
け
る
早
期
の
業

務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策

定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ

い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を

行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
非
常
災
害
対
策
）

（
非
常
災
害
対
策
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た

（
新
設
）

っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
お

２

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
お

い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の

い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
お
け
る
感
染
症
又
は
食
中
毒
の
予

一

当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
お
け
る
感
染
症
又
は
食
中
毒
の
予

防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電

防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
お
お
む
ね

話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む

三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職

ね
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護

員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従

三

当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従

業
者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め

業
者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
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の
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書

（
新
設
）

面
を
当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ

で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲

示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

第
三
十
四
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発

第
三
十
四
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発

を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
及
び
従
業
者
に
対
す
る
研
修
を
定

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
従
業
者
に
対
す
る
研
修
を

期
的
に
行
う
こ
と
。

定
期
的
に
行
う
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

（
新
設
）

と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
虐
待
の
防
止
）

第
三
十
四
条
の
二

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の

（
新
設
）

再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対

策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果

に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
指
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針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従

業
者
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と

。
四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

と
。

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
入
院
患
者
の
人
権
の
擁
護

（
新
設
）

、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の

従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー

（
新
設
）

ビ
ス
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
介
護
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効

に
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２

前
項
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
、
廊
下
、

２

前
項
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
、
廊
下
、

機
能
訓
練
室
及
び
浴
室
に
つ
い
て
は
、
次
の
基
準
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら

機
能
訓
練
室
及
び
浴
室
に
つ
い
て
は
、
次
の
基
準
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

ユ
ニ
ッ
ト

一

ユ
ニ
ッ
ト

イ

病
室

イ

病
室

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

病
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ

病
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ

（２）

（２）

ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ

ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ

し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
院
患
者
の
定
員
は
、
原
則
と
し
て
お
お
む

し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
院
患
者
の
定
員
は
、
お
お
む
ね
十
人
以
下

ね
十
人
以
下
と
し
、
十
五
人
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
の
病
室
の
床
面
積
等
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

一
の
病
室
の
床
面
積
等
は
、
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

（３）

（３）
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る
こ
と
。
た
だ
し
、

た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・

（１）

三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

た

（ⅰ）

（１）

だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

と
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
病
室
を
改
修
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

（ⅱ）
入
院
患
者
同
士
の
視
線
の
遮
断
の
確
保
を
前
提
に
し
た
上
で
、
病

室
を
隔
て
る
壁
に
つ
い
て
、
天
井
と
の
間
に
一
定
の
隙
間
が
生
じ

て
い
て
も
差
し
支
え
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（４）

（４）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

（
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

第
四
十
三
条

（
略
）

第
四
十
三
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化

８

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化

を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

９

（
略
）

９

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
四
十
七
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施

第
四
十
七
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施

設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）
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八

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

九

（
略
）

八

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
四
十
八
条

（
略
）

第
四
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資

質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際

質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、
全
て
の
従
業
者
（
看

護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ

せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
五
十
条

第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
七

第
五
十
条

第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
七

条
の
三
ま
で
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
五
条
の

条
ま
で
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
ま
で
及
び
第
二
十
七
条
か
ら

二
及
び
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定

第
三
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に

介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四

条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
四

条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
重
要

十
七
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
第
二
十
三
条
第
二
項

事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の

中
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
章
第
三
節
」
と
、
第
三
十
六
条
第
二
項

は
「
第
五
章
第
三
節
」
と
、
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
十
条
第
二

第
二
号
中
「
第
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項
」
と
、

る
第
十
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
三
条
の
二
中
「
第
十
五
条
」
と
あ
る
の
は

第
二
十
三
条
の
二
中
「
第
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準

「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
」
と
、
第
三
十
六
条
第
二
項
第

用
す
る
第
十
五
条
」
と
、
第
三
十
六
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
二
十
一
条
」

四
号
中
「
第
二
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
」
と
、
第
二
十

二
十
一
条
」
と
、
第
二
十
三
条
の
二
第
三
号
及
び
第
三
十
六
条
第
二
項
第
五

三
条
の
二
第
三
号
及
び
第
三
十
六
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
三
十
二
条
第
二

号
中
「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
二
条
第
二
項
」

る
第
三
十
二
条
第
二
項
」
と
、
第
二
十
三
条
の
二
第
四
号
及
び
第
三
十
六
条

と
、
第
二
十
三
条
の
二
第
四
号
及
び
第
三
十
六
条
第
二
項
第
六
号
中
「
第
三

第
二
項
第
六
号
中
「
第
三
十
四
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お

十
四
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
四

い
て
準
用
す
る
第
三
十
四
条
第
三
項
」
と
、
第
三
十
六
条
第
二
項
第
三
号
中

条
第
三
項
」
と
、
第
三
十
六
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
十
四
条
第
五
項
」
と
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「
第
十
四
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
第
七
項
」
と
読
み
替
え

あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
第
七
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

雑
則

（
新
設
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
五
十
一
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保

（
新
設
）

存
そ
の
他
こ
の
省
令
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本

、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ

れ
る
も
の
（
第
七
条
第
一
項
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
及
び
第
十
条
第
一
項
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
当

該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ

て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
交
付
、
説
明
そ
の
他

こ
の
省
令
に
お
い
て
入
院
患
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
書
面
で
行
う
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
並
び
に
同
意
及
び
承
諾
に
つ

い
て
は
、
書
面
又
は
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

第
六
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

附

則

第
十
九
条

老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
を
有
す
る
病
院
（
平
成
二
十
四
年

第
十
九
条

老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
を
有
す
る
病
院
（
平
成
二
十
四
年

三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
、
医
療
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
規
定
の
適
用

三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
、
医
療
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
の
規
定
の
適
用

を
受
け
て
い
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
置

を
受
け
て
い
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
置

く
べ
き
従
業
者
の
員
数
は
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
二

く
べ
き
従
業
者
の
員
数
は
、
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
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条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

医
師
及
び
薬
剤
師

そ
れ
ぞ
れ
医
療
法
上
必
要
と
さ
れ
る
数
以
上

一

医
師
、
薬
剤
師
及
び
栄
養
士

そ
れ
ぞ
れ
医
療
法
上
必
要
と
さ
れ
る
数

以
上

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

六

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
に
係
る
病

（
新
設
）

床
数
及
び
療
養
病
床
が
百
以
上
の
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
あ
っ
て

は
、
一
以
上

七

（
略
）

六

（
略
）



- 167 -

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
。
附
則
に
お
い

て
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
六
章

（
略
）

第
一
章
～
第
六
章

（
略
）

第
七
章

雑
則
（
第
六
十
四
条
）

附
則

附
則

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の

（
新
設
）

た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
職
員
に
対
し
、
研
修

を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
員
の
専
従
）

（
職
員
の
専
従
）

第
六
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
職
員
は
、
専
ら
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

第
六
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
職
員
は
、
専
ら
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
所
者
の
処

ム
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
養
護
老

遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

人
ホ
ー
ム
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
第
三
十
二
条
に
規
定
す

る
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
を
併
設
す
る
場
合
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
ユ
ニ
ッ
ト

型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
（
第
四
十
条
第
二
項

（
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
配

置
さ
れ
る
看
護
職
員
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
第
六

十
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
併
設
す
る
場
合
の
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
介
護
職
員
及

び
看
護
職
員
、
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
第
十
二
条
第
七
項
に
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規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
い
い
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域

密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
併
設
す
る
場
合
の
地
域
密
着
型
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
介
護
職
員

及
び
看
護
職
員
又
は
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
地

域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
併
設
す
る
場
合
の
地
域
密
着
型
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
介

護
職
員
及
び
看
護
職
員
を
除
き
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
七
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の

第
七
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の

重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

九

（
略
）

八

（
略
）

（
非
常
災
害
対
策
）

（
非
常
災
害
対
策
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て

（
新
設
）

、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
遇
の
方
針
）

（
処
遇
の
方
針
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次

６

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次

に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三
月

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。
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に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）

（
施
設
長
の
責
務
）

（
施
設
長
の
責
務
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
長
は
、
性
的
な
言
動
又
は
著
し
い
迷
惑
行

（
新
設
）

為
等
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
配

慮
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の

３

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の

研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
特
別
養
護
老

研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
ホ
ー
ム
は
、
全
て
の
職
員
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護

支
援
専
門
員
、
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者

等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認

知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
二
十
四
条
の
二

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生

（
新
設
）

時
に
お
い
て
、
入
所
者
に
対
し
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た

め
の
、
及
び
非
常
の
体
制
に
お
け
る
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画

（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画

に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周

知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

３

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い

、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
感
染

２

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
感
染

症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲

症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及

一

当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及

び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装

び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
お
お
む
ね
三
月

置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね
三

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員

の
他
の
職
員
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

そ
の
他
の
職
員
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
に

三

当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
に

対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修

対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修

及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

第
三
十
一
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防

第
三
十
一
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防

止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
及
び
職
員
に
対
す
る
研
修
を
定
期

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
職
員
に
対
す
る
研
修
を
定

的
に
行
う
こ
と
。

期
的
に
行
う
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

（
新
設
）

と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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（
虐
待
の
防
止
）

第
三
十
一
条
の
二

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発

（
新
設
）

を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一

当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を

検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ

い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を

整
備
す
る
こ
と
。

三

当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者

に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

と
。

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待

（
新
設
）

の
防
止
等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
職
員
に

対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
三
十
四
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の

第
三
十
四
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の

運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

十

（
略
）

九

（
略
）

（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）
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第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

４

前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ユ
ニ
ッ
ト

一

ユ
ニ
ッ
ト

イ

居
室

イ

居
室

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

居
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ

居
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ

（２）

（２）

ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ

ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ

し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
定
員
は
、
原
則
と
し
て
お
お
む
ね
十
人

し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
定
員
は
、
お
お
む
ね
十
人
以
下
と
し
な

以
下
と
し
、
十
五
人
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（３）

（３）

一
の
居
室
の
床
面
積
等
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

一
の
居
室
の
床
面
積
等
は
、
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

（４）

（４）

る
こ
と
。
た
だ
し
、

た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・

（１）

三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

た

（ｉ）

（１）

だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

と
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
居
室
を
改
修
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

（ｉｉ）
入
居
者
同
士
の
視
線
の
遮
断
の
確
保
を
前
提
に
し
た
上
で
、
居
室

を
隔
て
る
壁
に
つ
い
て
、
天
井
と
の
間
に
一
定
の
隙
間
が
生
じ
て

い
て
も
差
し
支
え
な
い
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（５）

（９）

（５）

（９）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

（
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図

８

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図

る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

９

（
略
）

９

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向

上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該

上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
全
て
の
職
員
（
看
護
師
、
准
看
護

師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
項
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者

を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
四
十
二
条

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
の

第
四
十
二
条

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
の

二
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、

二
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
及

第
二
十
四
条
の
二
及
び
第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
一
条
の
二
ま
で
の
規
定
は

び
第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
二
項

お
い
て
、
第
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
十
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「

第
三
号
中
「
第
十
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
六
条
第
七
項
」
と

第
三
十
六
条
第
七
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
あ

、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
に

る
の
は
「
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
、
同

お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
三
十
一

項
第
五
号
中
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
に
お
い

条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条

て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
第
七
条

第
三
項
」
と
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第

か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の

十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
条
及
び
第

は
「
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
並
び
に
第
四
十

三
十
六
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
並
び
に
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る

二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
十
四

第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
八
条
、
第
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条
ま
で
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
及
び
第
二
十
六
条

二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
及
び
第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
」

か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

（
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
五
十
六
条

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
五
十
六
条

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の

る
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

栄
養
士
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
当
該
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
入
所

者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
第
五
号
の
栄
養
士
を
置
か
な
い
こ
と
が

で
き
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２
～
８

（
略
）

２
～
８

（
略
）

９

第
一
項
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

９

第
一
項
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又

サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又

は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
本
体
施
設

は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
本
体
施
設

の
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職

の
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
職

員
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ

員
に
よ
り
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ

れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

生
活
相
談
員
、
栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員

一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

栄
養
士
、
機
能
訓
練
指
導
員
又
は
調
理
員
、

又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職
員

事
務
員
そ
の
他
の
職
員

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

10

15

10

15

（
地
域
と
の
連
携
等
）

（
地
域
と
の
連
携
等
）

第
五
十
八
条

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ

第
五
十
八
条

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ

て
は
、
入
所
者
、
入
所
者
の
家
族
、
地
域
住
民
の
代
表
者
、
当
該
地
域
密
着

て
は
、
入
所
者
、
入
所
者
の
家
族
、
地
域
住
民
の
代
表
者
、
当
該
地
域
密
着

型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
所
在
す
る
市
町
村
の
職
員
又
は
当
該
地
域
密
着

型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
所
在
す
る
市
町
村
の
職
員
又
は
当
該
地
域
密
着

型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
所
在
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
介
護
保
険
法
第
百

型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
所
在
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
介
護
保
険
法
第
百

十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
、

十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
、

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
等
に
よ
り

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
等
に
よ
り

構
成
さ
れ
る
協
議
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き

構
成
さ
れ
る
協
議
会
（
以
下
「
運
営
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
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る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

お
お
む
ね
二
月
に
一
回
以
上
、
運
営
推
進
会
議
に
対
し
活
動
状
況
を
報
告
し

て
「
入
所
者
等
」
と
い
う
。
）
が
参
加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
テ
レ
ビ
電

、
運
営
推
進
会
議
に
よ
る
評
価
を
受
け
る
と
と
も
に
、
運
営
推
進
会
議
か
ら

話
装
置
等
の
活
用
に
つ
い
て
当
該
入
所
者
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。
）
（
以
下
「
運
営
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
お
お
む
ね
二

月
に
一
回
以
上
、
運
営
推
進
会
議
に
対
し
活
動
状
況
を
報
告
し
、
運
営
推
進

会
議
に
よ
る
評
価
を
受
け
る
と
と
も
に
、
運
営
推
進
会
議
か
ら
必
要
な
要
望

、
助
言
等
を
聴
く
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
五
十
九
条

第
二
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
十
五
条
ま

第
五
十
九
条

第
二
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
十
五
条
ま

で
、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、

で
、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
地
域

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

い
て
、
第
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
十
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

、
第
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
十
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十

五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
五
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「

九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
五
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二

第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十

二
十
九
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る

九
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は

の
は
「
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
、
第
二

「
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
、
第
二
十
三

十
三
条
第
二
項
中
「
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
二
条
の
二
か
ら
第

条
第
二
項
中
「
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十

三
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
七
条
及
び
第
五
十
八
条
並
び
に
第

一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
七
条
及
び
第
五
十
八
条
並
び
に
第
五
十

五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
の
二

九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
の
二
か
ら

か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条

第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
」
と

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）

第
六
十
一
条

（
略
）

第
六
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

４

前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ユ
ニ
ッ
ト

一

ユ
ニ
ッ
ト

イ

居
室

イ

居
室

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）
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居
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ

居
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ

（２）

（２）

ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ

ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た
だ

し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
定
員
は
、
原
則
と
し
て
お
お
む
ね
十
人

し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
定
員
は
、
お
お
む
ね
十
人
以
下
と
し
な

以
下
と
し
、
十
五
人
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（３）

（３）

一
の
居
室
の
床
面
積
等
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

（４）
る
こ
と
。
た
だ
し
、

た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・

一
の
居
室
の
床
面
積
等
は
、
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

（１）

（４）

三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

た

（ｉ）

（１）

だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

と
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
居
室
を
改
修
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

（ｉｉ）
入
居
者
同
士
の
視
線
の
遮
断
の
確
保
を
前
提
に
し
た
上
で
、
居
室

を
隔
て
る
壁
に
つ
い
て
、
天
井
と
の
間
に
一
定
の
隙
間
が
生
じ
て

い
て
も
差
し
支
え
な
い
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（５）

（９）

（５）

（９）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
六
十
三
条

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
の

第
六
十
三
条

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
の

二
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、

二
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、

第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
、

第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三

第
三
十
一
条
の
二
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十

十
四
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
及
び
第
五
十

八
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
地

八
条
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い

域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
十
五

て
、
第
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
十
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六

条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
七
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「

第
七
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中

二
十
九
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る

「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
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の
は
「
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
、
第
二

第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
第
七
条
か
ら
第
九
条

十
三
条
第
二
項
中
「
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
二
条
の
二
か
ら
第

ま
で
及
び
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十

三
十
一
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
二
条
並
び
に
第
六
十
三
条
に
お
い

二
条
並
び
に
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
二

て
準
用
す
る
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第

条
の
二
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま

十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九

で
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、

条
ま
で
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
か
ら

第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
及
び
第
五
十
八
条
」
と

第
四
十
一
条
ま
で
及
び
第
五
十
八
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章

雑
則

（
新
設
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
六
十
四
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
そ
の
職
員
は
、
作
成
、
保
存
そ
の

（
新
設
）

他
こ
の
省
令
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本

、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も

の
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
当
該
書

面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
そ
の
職
員
は
、
説
明
そ
の
他
こ
の
省
令
に
お

い
て
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
及
び
同
意
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
方

法
（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る

基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電

磁
的
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基

準
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
号
。
附
則
に
お
い
て

「
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
五
章

雑
則
（
第
四
十
条
）

附
則

附
則

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め

（
新
設
）

、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
職
員
に
対
し
、
研
修
を
実

施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
七
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要

第
七
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要

事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な

事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

八

（
略
）

七

（
略
）

（
非
常
災
害
対
策
）

（
非
常
災
害
対
策
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地

（
新
設
）

域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
方
針
）

（
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
方
針
）
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第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲

５

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三
月

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
施
設
長
の
責
務
）

（
施
設
長
の
責
務
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
長
は
、
性
的
な
言
動
又
は
著
し
い
迷
惑
行
為
等

（
新
設
）

の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
配
慮
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修

３

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修

の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
全
て
の
職
員
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門

員
、
介
護
保
険
法
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を

有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に

係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
二
十
四
条
の
二

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に

（
新
設
）
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お
い
て
、
入
所
者
に
対
し
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
の

、
及
び
非
常
の
体
制
に
お
け
る
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以

下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従

い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す

る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必

要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま

一

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま

ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等

ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
お
お
む
ね
三
月
に
一

を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね
三
月
に

回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他

一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の

の
職
員
に
対
し
、
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

他
の
職
員
に
対
し
、
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
に
対
し

三

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
に
対
し

、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
並
び
に
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
及

、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
並
び
に
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を

び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該

（
新
設
）

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由

に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。



- 183 -

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

第
三
十
三
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す

第
三
十
三
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す

る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
及
び
職
員
に
対
す
る
研
修
を
定
期

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
職
員
に
対
す
る
研
修
を
定

的
に
行
う
こ
と
。

期
的
に
行
う
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

（
新
設
）

と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
虐
待
の
防
止
）

第
三
十
三
条
の
二

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防

（
新
設
）

止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討

す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て

、
職
員
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備

す
る
こ
と
。

三

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、
職
員
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た

め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

と
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
三
十
九
条

第
三
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
二
条
か
ら
第
三
十
三
条
の

第
三
十
九
条

第
三
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
二
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま

二
ま
で
の
規
定
は
、
都
市
型
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

で
の
規
定
は
、
都
市
型
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第

に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二

十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
次
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「

条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
次
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
三

第
三
十
八
条
並
び
に
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
か
ら
第
九
条

十
八
条
並
び
に
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
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ま
で
及
び
第
十
二
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

及
び
第
十
二
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

。

第
五
章

雑
則

（
新
設
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
四
十
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
及
び
そ
の
職
員
は
、
作
成
、
交
付
、
保
存
そ
の

（
新
設
）

他
こ
の
省
令
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本

、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も

の
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
当
該
書

面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
及
び
そ
の
職
員
は
、
交
付
、
説
明
そ
の
他
こ
の
省
令
に

お
い
て
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ

て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
並
び
に
同
意
、
承
諾
及
び
締
結
に
つ
い
て
は

、
書
面
又
は
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

第
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

附

則

（
経
過
的
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
）

（
経
過
的
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
こ
の
省
令

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
こ
の
省
令

の
施
行
の
後
に
増
築
さ
れ
、
又
は
全
面
的
に
改
築
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。
）

の
施
行
の
後
に
増
築
さ
れ
、
又
は
全
面
的
に
改
築
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。
）

の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
指
定

の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
指
定

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
二
ま
で
の
規
定
に
か

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ

か
わ
ら
ず
、
次
条
か
ら
附
則
第
十
七
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ら
ず
、
次
条
か
ら
附
則
第
十
七
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
に
係
る
基
本
方
針
）

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
に
係
る
基
本
方
針
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
は
、
入
所
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の

（
新
設
）

た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
職
員
に
対
し
、
研
修

を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
十
条

第
三
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十

第
十
条

第
三
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十

七
条
か
ら
第
二
十
条
の
三
ま
で
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
三

七
条
か
ら
第
二
十
条
の
三
ま
で
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
三

十
三
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
に
つ
い
て
準
用
す
る

十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま

の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、

で
、
第
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
次
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
」
と
あ
る

第
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
次
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は

の
は
「
附
則
第
七
条
か
ら
附
則
第
九
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
十
条
に
お
い
て

「
附
則
第
七
条
か
ら
附
則
第
九
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第

す
る
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七

十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
」
と

条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
」
と
読
み

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ｂ
型
に
係
る
基
本
方
針
）

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ｂ
型
に
係
る
基
本
方
針
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ｂ
型
は
、
入
所
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の

（
新
設
）

た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
職
員
に
対
し
、
研
修

を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
十
七
条

第
三
条
か
ら
第
五
条
第
一
項
ま
で
、
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、

第
十
七
条

第
三
条
か
ら
第
五
条
第
一
項
ま
で
、
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、

第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条

第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条

ま
で
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
軽
費
老
人

ま
で
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
軽
費
老
人
ホ
ー
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ホ
ー
ム
Ｂ
型
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
第

ム
Ｂ
型
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
第
二
項

二
項
中
「
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
次
条

中
「
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
次
条
か
ら

か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
五
条
及
び
附
則
第
十
六

第
三
十
三
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
五
条
及
び
附
則
第
十
六
条
並

条
並
び
に
附
則
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、

び
に
附
則
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十

第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条

二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で

ま
で
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
。
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（
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
三
十
一
年
厚
生
省
令
第
五
号
。
附
則

に
お
い
て
「
介
護
医
療
院
基
準
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

雑
則
（
第
五
十
五
条
）

附
則

附
則

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

介
護
医
療
院
は
、
入
所
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
必

（
新
設
）

要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施

す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

介
護
医
療
院
は
、
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

（
新
設
）

法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
必

要
な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
従
業
者
の
員
数
）

（
従
業
者
の
員
数
）

第
四
条

法
第
百
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
医
療
院
に
置
く
べ
き
医

第
四
条

法
第
百
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
医
療
院
に
置
く
べ
き
医

師
、
看
護
師
、
介
護
支
援
専
門
員
及
び
介
護
そ
の
他
の
業
務
に
従
事
す
る
従

師
、
看
護
師
、
介
護
支
援
専
門
員
及
び
介
護
そ
の
他
の
業
務
に
従
事
す
る
従

業
者
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

業
者
の
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

入
所
定
員
百
以
上
の
介
護
医
療
院
に
あ
っ

六

栄
養
士

入
所
定
員
百
以
上
の
介
護
医
療
院
に
あ
っ
て
は
、
一
以
上

て
は
、
一
以
上

七
～
九

（
略
）

七
～
九

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

介
護
医
療
院
の
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
介
護
医
療
院
の
職
務
に
従
事
す
る

４

介
護
医
療
院
の
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
介
護
医
療
院
の
職
務
に
従
事
す
る

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
介
護
医
療
院
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
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に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

療
院
（
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
を
併
設
す
る
場
合
の
介
護
医
療
院
及
び
ユ
ニ
ッ
ト

型
介
護
医
療
院
の
介
護
職
員
を
除
き
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合

に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

診
察
室

二

診
察
室

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

臨
床
検
査
施
設
に
お
い
て
検
体
検
査
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

（
新
設
）

、
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
九
条

の
七
か
ら
第
九
条
の
七
の
三
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三
～
十

（
略
）

三
～
十

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
構
造
設
備
の
基
準
）

（
構
造
設
備
の
基
準
）

第
六
条

介
護
医
療
院
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
条

介
護
医
療
院
の
構
造
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

診
察
の
用
に
供
す
る
電
気
、
光
線
、
熱
、
蒸
気
又
は
ガ
ス
に
関
す
る
構

四

診
察
の
用
に
供
す
る
電
気
、
光
線
、
熱
、
蒸
気
又
は
ガ
ス
に
関
す
る
構

造
設
備
に
つ
い
て
は
、
危
害
防
止
上
必
要
な
方
法
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、

造
設
備
に
つ
い
て
は
、
危
害
防
止
上
必
要
な
方
法
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、

放
射
線
に
関
す
る
構
造
設
備
に
つ
い
て
は
、
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

放
射
線
に
関
す
る
構
造
設
備
に
つ
い
て
は
、
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二

十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
、
第
三
十
条
の
四
、
第
三
十
条

十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
、
第
三
十
条
の
四
、
第
三
十
条

の
十
三
、
第
三
十
条
の
十
四
、
第
三
十
条
の
十
六
、
第
三
十
条
の
十
七
、

の
十
三
、
第
三
十
条
の
十
四
、
第
三
十
条
の
十
六
、
第
三
十
条
の
十
七
、

第
三
十
条
の
十
八
（
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
除
く
。
）
、
第

第
三
十
条
の
十
八
（
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
除
く
。
）
、
第

三
十
条
の
十
九
、
第
三
十
条
の
二
十
第
二
項
、
第
三
十
条
の
二
十
一
、
第

三
十
条
の
十
九
、
第
三
十
条
の
二
十
第
二
項
、
第
三
十
条
の
二
十
一
、
第

三
十
条
の
二
十
二
、
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
三
十
条
の
二
十
五

三
十
条
の
二
十
二
、
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
三
十
条
の
二
十
五

、
第
三
十
条
の
二
十
六
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
三
十
条
の
二
十

、
第
三
十
条
の
二
十
六
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
三
十
条
の
二
十
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七
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
三
十
条
の
十
八

七
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
三
十
条
の
十
八

第
一
項
中
「
い
ず
れ
か
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
」

第
一
項
中
「
い
ず
れ
か
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
」

と
あ
る
の
は
、
「
い
ず
れ
か
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
、
「
い
ず
れ
か
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

介
護
医
療
院
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る

６

介
護
医
療
院
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三
月

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

７

（
略
）

７

（
略
）

（
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
）

（
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
入
所
者
に
対

６

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
（
入
所
者
に
対

す
る
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
他
の
担
当
者
（
以
下
こ
の
条

す
る
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
他
の
担
当
者
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う
。
）
を
召
集
し
て
行
う
会
議
（
テ
レ
ビ
電
話

に
お
い
て
「
担
当
者
」
と
い
う
。
）
を
召
集
し
て
行
う
会
議
を
い
う
。
第
十

装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
所
者

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
開
催
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
当

又
は
そ
の
家
族
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
入
所
者
等
」
と
い
う
。
）
が
参

該
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、
専
門
的

加
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
の
活
用
に
つ
い
て
当
該
入

な
見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

所
者
等
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
を
い
う
。
第
十
一
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
開
催
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
当
該
施
設
サ
ー

ビ
ス
計
画
の
原
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
者
か
ら
、
専
門
的
な
見
地
か
ら
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の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

７
～

（
略
）

７
～

（
略
）

12

12

（
栄
養
管
理
）

第
二
十
条
の
二

介
護
医
療
院
は
、
入
所
者
の
低
栄
養
状
態
の
予
防
及
び
改
善

（
新
設
）

を
図
り
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
各
入
所
者
の

状
態
に
応
じ
た
栄
養
管
理
を
計
画
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
口
腔
衛
生
の
管
理
）

第
二
十
条
の
三

介
護
医
療
院
は
、
入
所
者
の
口
腔
の
健
康
の
保
持
を
図
り
、

（
新
設
）

自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
口
腔
衛
生
管
理
体
制
を

整
備
し
、
各
入
所
者
の
状
態
に
応
じ
た
口
腔
衛
生
の
管
理
を
計
画
的
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
者
の
責
務
）

（
管
理
者
の
責
務
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

介
護
医
療
院
の
管
理
者
は
、
性
的
な
言
動
又
は
著
し
い
迷
惑
行
為
等
の
ハ

（
新
設
）

ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
係
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
配
慮
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
二
十
九
条

介
護
医
療
院
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要

第
二
十
九
条

介
護
医
療
院
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要

事
項
に
関
す
る
規
程
（
第
三
十
五
条
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）

事
項
に
関
す
る
規
程
（
第
三
十
五
条
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）

を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

八

（
略
）

七

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

介
護
医
療
院
は
、
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の

３

介
護
医
療
院
は
、
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の

研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該
介
護
医
療
院

研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
全
て
の
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専

門
員
、
法
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る

者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基

礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
三
十
条
の
二

介
護
医
療
院
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て

（
新
設
）

、
入
所
者
に
対
し
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た

め
の
、
及
び
非
常
の
体
制
に
お
け
る
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画

（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画

に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

介
護
医
療
院
は
、
従
業
者
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る

と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

介
護
医
療
院
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に

応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
非
常
災
害
対
策
）

（
非
常
災
害
対
策
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

介
護
医
療
院
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住

（
新
設
）

民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

介
護
医
療
院
は
、
当
該
介
護
医
療
院
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発

２

介
護
医
療
院
は
、
当
該
介
護
医
療
院
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発

生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
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一

当
該
介
護
医
療
院
に
お
け
る
感
染
症
又
は
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延

一

当
該
介
護
医
療
院
に
お
け
る
感
染
症
又
は
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延

の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活

の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
お
お
む
ね
三
月
に
一
回
以

用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね
三
月
に
一
回

上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従

以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の

業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

当
該
介
護
医
療
院
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、

三

当
該
介
護
医
療
院
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
及
び
訓

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期

練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

２

介
護
医
療
院
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
介
護

（
新
設
）

医
療
院
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
）

第
四
十
条

介
護
医
療
院
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め

第
四
十
条

介
護
医
療
院
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め

、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
及
び
従
業
者
に
対
す
る
研
修
を
定

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
及
び
従
業
者
に
対
す
る
研
修
を

期
的
に
行
う
こ
と
。

定
期
的
に
行
う
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

（
新
設
）

と
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
虐
待
の
防
止
）

第
四
十
条
の
二

介
護
医
療
院
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る

（
新
設
）
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た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
介
護
医
療
院
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る

委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ

電
話
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護

職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

当
該
介
護
医
療
院
に
お
け
る
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る

こ
と
。

三

当
該
介
護
医
療
院
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ

と
。

（
基
本
方
針
）

（
基
本
方
針
）

第
四
十
四
条

（
略
）

第
四
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
は
、
入
所
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等

（
新
設
）

の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、

研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
は
、
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
に
当

（
新
設
）

た
っ
て
は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等
関
連
情

報
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
行
う
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
四
十
五
条

（
略
）

第
四
十
五
条

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ユ
ニ
ッ
ト

一

ユ
ニ
ッ
ト

イ

療
養
室

イ

療
養
室

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

療
養
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該

療
養
室
は
、
い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該

（２）

（２）
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ユ
ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た

ユ
ニ
ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
た

だ
し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
者
の
定
員
は
、
原
則
と
し
て
お
お
む

だ
し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
者
の
定
員
は
、
お
お
む
ね
十
人
以
下

ね
十
人
以
下
と
し
、
十
五
人
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
の
療
養
室
の
床
面
積
等
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と

一
の
療
養
室
の
床
面
積
等
は
、
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
こ
と
。

（３）

（３）

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一

（1）

・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

た

（ⅰ）

（1）

だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

と
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
療
養
室
を
改
修
し
た
も
の
に
つ
い
て
は

（ⅱ）
、
入
居
者
同
士
の
視
線
の
遮
断
の
確
保
を
前
提
に
し
た
上
で
、
療

養
室
を
隔
て
る
壁
に
つ
い
て
、
天
井
と
の
間
に
一
定
の
隙
間
が
生

じ
て
い
て
も
差
し
支
え
な
い
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（４）

（７）

（４）

（７）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

第
四
十
七
条

（
略
）

第
四
十
七
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、

８

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月

ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三

に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ

月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員

の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

９

（
略
）

９

（
略
）

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）
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第
五
十
一
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ

第
五
十
一
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ

い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

九

（
略
）

八

（
略
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
は
、
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
は
、
従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た

め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
該

め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
は
、
全
て
の
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介

護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対

し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
五
十
四
条

第
七
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
か
ら
第

第
五
十
四
条

第
七
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
か
ら
第

二
十
条
の
三
ま
で
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、

二
十
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
及
び
第

第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
二
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
ユ
ニ

三
十
二
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
に

ッ
ト
型
介
護
医
療
院
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九

第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十

条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
重
要

一
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
第
二
十
七
条
第
二
項
中

事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の

「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
章
第
三
節
」
と
、
第
四
十
二
条
第
二
項
第

は
「
第
五
章
第
三
節
」
と
、
第
四
十
二
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
十
六
条
第

四
号
中
「
第
十
六
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条
第
七
項
」
と
読

五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条
第
七
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

。

第
六
章

雑
則

（
新
設
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
五
十
五
条

介
護
医
療
院
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
の

（
新
設
）
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省
令
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本

、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第

十
条
第
一
項
（
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第

十
三
条
第
一
項
（
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び

に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
又
は
当
該
書
面

に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ

っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電

子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

２

介
護
医
療
院
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
こ
の
省
令
に
お
け
る
交
付
、
説
明
そ

の
他
こ
の
省
令
に
お
い
て
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
書
面
で
行
う

こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
並
び
に
同
意
及
び
承
諾
に

つ
い
て
は
、
書
面
又
は
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

第
七
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

附

則

第
十
一
条

病
床
を
有
す
る
診
療
所
の
開
設
者
が
、
当
該
診
療
所
の
病
床
を
令

（
新
設
）

和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
転
換
を
行
っ
て
介
護
医
療
院
を
開
設
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
介
護
医
療
院
の
浴
室
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
二
項

第
七
号
ロ
の
規
定
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
築
、
増
築
又
は
全
面
的
な
改

築
の
工
事
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
は
、
一
般
浴
槽
の
ほ
か
、
入
浴
に
介
助
を

必
要
と
す
る
者
の
入
浴
に
適
し
た
設
備
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
十
三
条
第

十
八
号
の
二
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
虐
待
の
防
止
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
基
準
（
以
下
「
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
及
び
第
三
十
七
条
の
二
（
同
省
令
第
三
十
九

条
の
三
、
第
四
十
三
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
八
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第
九
十
一
条
、
第
百
五
条
、
第
百

五
条
の
三
、
第
百
九
条
、
第
百
十
九
条
、
第
百
四
十
条
（
同
省
令
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
百
四
十
条
の
十
五
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
、
第
百
五
十
五
条
（
同
省
令
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
二
条
の
十
二
、
第
二
百
五
条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
十
六
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
（
以
下
「
新
指
定
居
宅
介

護
支
援
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
五
項
及
び
第
二
十
七
条
の
二
（
同
省
令
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
（
以
下
「
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」

と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
及
び
第
三
条
の
三
十
八
の
二
（
同
省
令
第
三
条
の
四
十
一
、
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三

十
七
条
の
三
、
第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百

六
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
等
基
準
（
以
下
「
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
十
三
条
の
十
の
二
（
同
省

令
第
六
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条
、
第
九
十
三
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
同
省
令
第
百
五
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
六
条
、
第
百
八
十
五
条
、
第
百
九
十
五
条
（
同
省
令
第
二
百
十
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
六
十
二
条
、
第
二
百
七
十
六
条
、
第
二
百
八
十
条
及
び

第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準

（
以
下
「
新
指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
五
項
及
び
第
二
十
六
条
の
二
（
同
省
令
第
三
十
二

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
（
以

下
「
新
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
及
び
第
三
十
七
条
の
二
（
同
省
令
第
六
十
四

条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
（



- 200 -

以
下
「
新
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
及
び
第
三
十
条
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定

介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
（
以
下
「
新
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
四
項
、
第
三
十
五
条

の
二
（
同
省
令
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
九
条
第
三
項
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
（
以
下
「
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
四
項
、
第
三
十
六

条
の
二
（
同
省
令
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
条
第
三
項
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
（
以
下
「
新
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
四
項
、
第

三
十
四
条
の
二
（
同
省
令
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
八
条
第
三
項
、
第
十
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
（
以
下
「
新
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
（

同
省
令
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
一
条
の
二
（
同
省
令
第
四
十
二
条
、
第
五
十
九
条
、

第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
三
条
第
三
項
（
同
省
令
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
（
以
下
「
新
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
、
第
三
十
三
条
の
二
（
同
省
令
第
三
十
九
条
並
び
に
附
則
第
十
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
医
療
院
基
準
（
以
下
「
新
介
護
医
療
院
基
準
」
と
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い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
、
第
四
十
条
の
二
（
同
省
令
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
四
条

第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
講
じ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
」
と
し
、
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
十
九
条
（
同
省
令
第
三
十
九
条
の
三
及
び
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
三
条
（
同
省
令
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
三
条
、
第
八
十
二

条
、
第
九
十
条
、
第
百
条
（
第
百
五
条
の
三
及
び
第
百
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
十
七
条
、
第
百

三
十
七
条
（
同
省
令
第
百
四
十
条
の
十
五
及
び
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
四
十

条
の
十
一
、
第
百
五
十
三
条
、
第
百
五
十
五
条
の
十
、
第
百
八
十
九
条
、
第
百
九
十
二
条
の
九
及
び
第
二
百
条
（
同
省
令
第

二
百
六
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
十
八
条
（
同
省

令
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
三
条
の
二
十
九
（
同
省
令
第
三
条

の
四
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
、
第
二
十
九
条
（
同
省
令
第
三
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
十
二
、
第
五
十
四
条
、
第
八
十
一
条
（
同
省
令
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
条
、
第
百
二
十
五
条
、
第
百
四
十
八
条
及
び
第
百
六
十
六
条
、
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準

第
五
十
三
条
（
同
省
令
第
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
二
条
、
第
八
十
二
条
、
第
九
十
一
条
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、
第
百
二
十
条
、
第
百
三
十
八
条
（
同
省
令
第
百
六
十
六
条
及
び
第
百
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
百
五
十
六
条
、
第
百
九
十
二
条
、
第
二
百
七
条
、
第
二
百
四
十
条
、
第
二
百
五
十
九
条
及
び
第
二
百
七
十
条
（
同
省
令
第

二
百
八
十
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準
第
十
七
条
（

同
省
令
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
十
七
条
、
第

五
十
七
条
及
び
第
七
十
九
条
、
新
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
七
条
、
新
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
二
十
三
条
及
び
第

四
十
六
条
、
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
二
十
五
条
及
び
第
四
十
七
条
、
新
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
二
十
四
条
及

び
第
四
十
七
条
、
新
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
七
条
（
同
省
令
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
第
三
十
四
条
（
同
省
令
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
七
条
（
同
省

令
第
三
十
九
条
並
び
に
附
則
第
十
条
及
び
第
十
七
条
）
並
び
に
新
介
護
医
療
院
基
準
第
二
十
九
条
及
び
第
五
十
一
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
、
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
に
関

す
る
規
程
を
定
め
て
お
く
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
次
に
」
と
、
「
重
要
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
重
要
事
項
（
虐
待
の
防
止

の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
」
す
る
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
に
係
る
経
過
措
置
）
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第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
三
十
条
の
二
（
同

省
令
第
三
十
九
条
の
三
、
第
四
十
三
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
八
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第
九
十
一
条
、
第

百
五
条
、
第
百
五
条
の
三
、
第
百
九
条
、
第
百
十
九
条
、
第
百
四
十
条
（
同
省
令
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
四
十
条
の
十
五
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
、
第
百
五
十
五
条
（
同
省
令
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
二
条
の
十
二
、
第
二
百
五
条
、
第
二
百
六
条
及
び
第
二

百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
十
九
条
の
二
（
同
省
令
第
三
十
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
三
条
の
三
十
の
二
（
同
省
令
第
三
条
の
四
十
一
、

第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七
条
の
三
、
第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二

十
九
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
等
基
準
第
五
十
三
条
の
二
の
二
（
同
省
令
第
六
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条
、
第
九
十
三
条
、
第
百
二
十

三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
同
省
令
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
六
条
、
第
百
八
十
五

条
、
第
百
九
十
五
条
（
同
省
令
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
六
十
二

条
、
第
二
百
七
十
六
条
、
第
二
百
八
十
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
介
護
予
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防
支
援
等
基
準
第
十
八
条
の
二
（
同
省
令
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
十
八
条
の
二
（
同
省
令
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
養

護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
二
十
三
条
の
二
、
新
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
二
十
四
条
の
二
（
同
省
令
第
四
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
二
十
六
条
の
二
（
同
省
令
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
二
十
五
条
の
二
（
同
省
令
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
新
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
二
十
四
条
の
二
（
同
省
令
第
四
十
二
条
、
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
二
十
四
条
の
二
（
同
省
令
第
三
十
九
条
並
び
に
附
則
第

十
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
医
療
院
基
準
第
三
十
条
の
二
（
同
省
令
第
五
十
四
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は

「
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
「
実
施
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
「
行

う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
す
る
。

（
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
対
策
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
三
十
一
条
第
三
項
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（
同
省
令
第
三
十
九
条
の
三
、
第
四
十
三
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
八
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第
九
十
一
条

及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
四
条
第
二
項
（
同
省
令
第
百
五
条
の
三
、
第
百
九
条
、

第
百
四
十
条
（
同
省
令
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
四
十
条
の
十
五
、
第
百
四
十
条

の
三
十
二
、
第
百
九
十
二
条
及
び
第
百
九
十
二
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
十
八
条
第
二
項
（

同
省
令
第
百
五
十
五
条
（
同
省
令
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び
第
二
百
三
条
第
六
項
（
同
省
令
第
二
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
居
宅
介
護

支
援
等
基
準
第
二
十
一
条
の
二
（
同
省
令
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基

準
第
三
条
の
三
十
一
第
三
項
（
同
省
令
第
三
条
の
四
十
一
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三

十
三
条
第
二
項
（
同
省
令
第
三
十
七
条
の
三
、
第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十

九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
五
十
三
条
の
三
第
三

項
（
同
省
令
第
六
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
四
条
、
第
九
十
三
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
百
二
十
一
条
第
二
項
（
同
省
令
第
百
九
十
五
条
（
同
省
令
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
三
十
九
条
の
二
第
二
項
（
同
省
令
第
百
五
十
九
条
、
第
百
六
十
六
条
、
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第
百
八
十
五
条
、
第
二
百
四
十
五
条
及
び
第
二
百
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
百
七
十
三
条

第
六
項
（
同
省
令
第
二
百
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準
第
二
十
条
の
二

（
同
省
令
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
新
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
三
十
一

条
第
二
項
（
同
省
令
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。

（
認
知
症
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
の
受
講
に
係
る
経
過
措
置
）

第
五
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
五
十
三
条
の
二
第

三
項
（
同
省
令
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
一
条
第
三
項
（
同
省
令
第
百
五
条
の
三
、
第
百

九
条
、
第
百
十
九
条
、
第
百
四
十
条
、
第
百
四
十
条
の
十
五
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
及
び
第
百
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
四
十
条
の
十
一
の
二
第
四
項
、
第
百
五
十
五
条
の
十
の
二
及
び
第
百
九
十
条
（
同
省
令
第
百

九
十
二
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
三
十
条
第
三
項
（
同
省
令
第

三
十
七
条
の
三
、
第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
三
条
第
三
項
、
第
百
二
十
六
条
第
四
項
、
第
百
四
十
九
条
第
三
項
及
び
第
百
六
十
七
条
第
四
項
、
新
介
護
予
防
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サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
（
同
省
令
第
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
十
条

の
二
第
三
項
（
同
省
令
第
百
四
十
二
条
、
第
百
六
十
六
条
、
第
百
八
十
五
条
及
び
第
百
九
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
、
第
二
百
八
条
及
び
第
二
百
四
十
一
条
（
同
省
令
第
二
百
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
十
八
条
第
三
項
（
同
省
令
第
六
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
八
十
条
第
三
項
、
新
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
二
十
三
条
第
三
項
、
新
指
定
介
護
老
人

福
祉
施
設
基
準
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
十
七
条
第
四
項
、
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
二
十
六
条
第
三
項
及
び
第

四
十
八
条
第
四
項
、
新
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
十
八
条
第
四
項
、
新
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
基
準
第
二
十
四
条
第
三
項
（
同
省
令
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
条
第
四
項
（
同

省
令
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
二
十
四
条
第
三
項
（
同
省
令
第
三

十
九
条
並
び
に
附
則
第
十
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
新
介
護
医
療
院
基
準
第
三
十
条

第
三
項
及
び
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
講

じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
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第
六
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
、
当
分
の
間
、
新
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
イ

の
規

（２）

定
に
基
づ
き
入
所
定
員
が
十
人
を
超
え
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
整
備
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
同
省
令
第
二

条
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
の
基
準
を
満
た
す
ほ
か
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る

夜
間
及
び
深
夜
を
含
め
た
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
の
配
置
の
実
態
を
勘
案
し
て
職
員
を
配
置
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
条
の
四
第
六
項
第
一
号
イ

、
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第

（２）

百
六
十
条
第
一
項
第
一
号
イ

、
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
五
十
三
条
第
六
項
第
一
号
イ

、
新
介
護
老
人
保
健

（２）

（２）

施
設
基
準
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ

、
新
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
イ

、
新
特

（２）

（２）

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
三
十
五
条
第
四
項
第
一
号

又
は
新
介
護
医
療
院
基
準
第
四
十
五
条
第
二
項
第
一
号

の
規
定

（２）

（２）

の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
建
物
（
基
本
的
な
設
備
が
完
成
し
て
い
る
も
の
を
含
み
、
こ
の
省
令
の
施
行
の

後
に
増
築
さ
れ
、
又
は
全
面
的
に
改
築
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。
）
の
居
室
、
療
養
室
又
は
病
室
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

居
室
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
条
の
四
第
六
項
第
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一
号
イ

、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
六
十
条
第
一
項
第
一
号
イ

、
第
四
条

（３）

（３）
（ⅱ）

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
五
十
三
条
第
六
項
第
一
号
イ

、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

（３）

前
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
イ

、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
老
人
保
健

（３）
（ⅱ）

施
設
基
準
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ

、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
四

（３）
（ⅱ）

十
条
第
二
項
第
一
号
イ

、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
三
十
五
条
第
四
項
第
一

（３）
（ⅱ）

号

又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
医
療
院
基
準
第
四
十
五
条
第
二
項
第
一
号

の
規
定
の
要
件
を
満

（４）
（ⅱ）

（３）
（ⅱ）

た
し
て
い
る
居
室
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
栄
養
管
理
に
係
る
経
過
措
置
）

第
八
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
四
十
三
条

の
二
（
同
省
令
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
十
七
条
の
二

（
同
省
令
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
十
七
条
の
二
（
同
省
令
第

五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
十
七
条
の
二
（
同
省
令
第
五
十
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
医
療
院
基
準
第
二
十
条
の
二
（
同
省
令
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
行
わ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
」
と
す
る
。

（
口
腔
衛
生
の
管
理
に
係
る
経
過
措
置
）

第
九
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
四
十
三
条

の
三
（
同
省
令
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
十
七
条
の
三

（
同
省
令
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
十
七
条
の
三
（
同
省
令
第

五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
十
七
条
の
三
（
同
省
令
第
五
十
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
医
療
院
基
準
第
二
十
条
の
三
（
同
省
令
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
行
わ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
」
と
す
る
。

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
に
係
る
経
過
措
置
）

第
十
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
五
十

五
条
第
一
項
（
同
省
令
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
二
十
九
条
第
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一
項
、
新
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
三
十
五
条
第
一
項
（
同
省
令
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
三
十
六
条
第
一
項
（
同
省
令
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介

護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
三
十
四
条
第
一
項
（
同
省
令
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
省
令
第
四
十
二
条
、
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
新
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
三
十
三
条
第
一
項
（
同
省
令
第
三
十
九
条
並
び
に
附
則
第
十
条
及
び
第
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
新
介
護
医
療
院
基
準
第
四
十
条
第
一
項
（
同
省
令
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

」
と
あ
る
の
は
、
「
次
の
一
号
か
ら
三
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
次
の
第
四
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。

（
介
護
保
険
施
設
等
に
お
け
る
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
対
策
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
五
十
一

条
第
二
項
第
三
号
（
同
省
令
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
二
十
四

条
第
二
項
第
三
号
、
新
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
二
十
七
条
第
二
項
第
三
号
（
同
省
令
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
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す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
二
十
九
条
第
二
項
第
三
号
（
同
省
令
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
新
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
二
十
八
条
第
二
項
第
三
号
（
同
省
令
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
新
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号
（
同
省
令
第
四
十
二
条
、
第
五
十
九
条
及

び
第
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号
（
同
省
令
第

三
十
九
条
並
び
に
附
則
第
十
条
及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
新
介
護
医
療
院
基
準
第
三
十
三

条
第
二
項
第
三
号
（
同
省
令
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療

施
設
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
及
び
介
護
医
療
院
は
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
感
染
症

の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た

め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。


